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＜ 会 議 次 第 ＞ 

  １ 浦河労働基準監督署から 

（１） 署 長 挨 拶  

（２） 監 督 署 説 明  

 

  ２ 建設業労働災害防止協会 北海道支部 浦河分会の活動について 

 

 

  ３ 日高振興局 保健環境部環境生活課 地域環境係の取り組みについて 

 

 

  ４ 協議事項について      

   （１） アンケート結果について 

   （２） 日高管内における建築物等の解体等に係る 

      石綿ばく露防止対策について 

   （３） その他 
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働く人の安全と健康の確保                      安全課 健康課 

１ 長時間労働の抑制を重点

とし、過労死等防止対策に

取り組みます。 

２ 法令違反事業主に対し、

違反内容や是正の必要性を

丁寧に説明することによ

り、事業主による自主的な

改善を促すとともに、きめ

細かな情報提供や具体的な

是正・改善に向けた取組方

法を助言します。また、宿

泊業等の事業所での法定労

働条件の確保・改善の取組

を促進します。 

                   申告・相談件数の推移      

 

（令和８年度労働基準部行政運営方針ＰＲ版） 
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内容の詳細等については、北海道労働局労働基準部 011－709－2311 の各担当課・室（監督・安全・健康課、賃金室、労災

補償課）又は各労働基準監督署までお問合せ下さい。 

北海道労働局 HP (https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/home.html/) 

 

全産業における死傷者数の推移 

働き方改革における長時間労働の抑制、法定労働条件の確保・改善        監督課 

１ 第 14 次労働災害防止計画（2023

年度～2027 年度）に基づき、労働

災害の大幅な減少に取り組みます。 

本年度の取組は次のとおりです。 

①死亡者数を46人以下とさせます。 

②休業４日以上の死傷者数を、令和

４年と比較して減少に転じさせま

す。 

２ 「自発的に安全衛生対策に取り組

むための意識啓発」、「高年齢労働

者の労働災害防止対策」を重点事項

に掲げ、その増加に歯止めをかけま

す。 

安心して働ける職場環境づくり 

（人） （人） 

（件） （件） 

13 次防 

資料出所：労働者死傷病報告 
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■ 最低賃金・賃金の引上げに向けた中小企

業・小規模事業者等へ支援を行います。 

 １ 賃金引き上げ特設ページ 

 ２ 「賃上げ」支援助成金パッケージ 

 ３ 北海道働き方改革推進支援センター   

 

        

 
  

  取組の割合 

全産業（50 人以上） 89.9% 

全産業（30 人以上） 79.5% 

全産業 25.1% 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最低賃金の周知・徹底及び履行の

確保を効果的に推進します。 

最 低 賃 金 の 件 名 

時間額
（円） 

効力発生日 

北 海 道 最 低 賃 金 1,075 令和 7 年 10 月 4 日 

処理牛乳・乳飲料、乳製品、 

砂糖・でんぷん糖類製造業 
1,113 令和 7 年 12 月 1 日 

鉄 鋼 業 1,165 令和 7 年 12 月 1 日 

電子部品・デバイス・電子回路､ 

電 気 機 械 器 具 、 

情 報 通 信 機 械 器 具 製 造 業 
1,116 令和 7 年 12 月 1 日 

船 舶 製 造 ･ 修 理 業 、 

船 体 ブ ロ ッ ク 製 造 業 
1,105 令和 7 年 12 月 1 日 

最低賃金・賃金の引上げに向けた支援の推進等                賃金室 

労災補償対策の推進                          労災補償課 

 

 労働災害による負傷及び脳・心臓疾患、精神障害、石綿関連疾患などの業務上疾病について、認定基準を

的確に運用し、労災請求の迅速かつ公正な決定を行うとともに、相談者等に対しては懇切・丁寧な対応に努

めます。  

  また、 
  （人）    労災給付新規受給者数の推移     

（件) 脳・心臓疾患、精神障害及び石綿関連疾患に係る労災補償状況 

働き方改革推進 
支援センターのご案内 

賃金引き上げ 
特設ページ 

「賃上げ」支援助成金 
パッケージ 
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メンタルヘルス取組状況（令和８年３月末現在） ３ 各事業場において、メンタルヘルス不調 

 の予防など、メンタルヘルス対策の取組が適

切に実施されるよう、取組を推進します。 

４ 化学物質、石綿、粉じんなどによる健康障

害の防止に取り組みます。 

５ 「STOP！熱中症 クールワークキャンペー

ン」等を通じて、暑さ指数（WBGT）の把握・

活用などによる熱中症対策の取組が促進され

るよう周知・指導を実施します。 

 
メンタルヘルス対策 北海道産業保健総合 

支援センター 
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北海道労働局

区分 業種割合

業種別 死亡 休 業 合計 死亡 休 業 合 計 増 減 数 増減率 （％） 死 亡 休 業 合 計

49 7,730 7,779 48 8,585 8,633 -854 -9.9 100.0 48 8,585 8,633

6 1,103 1,109 7 1,114 1,121 -12 -1.1 14.3 7 1,114 1,121

食 料 品 1 544 545 2 578 580 -35 -6.0 7.0 2 578 580

木 材 ・ 家 具 92 92 104 104 -12 -11.5 1.2 104 104

紙 ・ 印 刷 24 24 17 17 7 41.2 0.3 17 17

窯 業 ・ 土 石 1 49 50 42 42 8 19.0 0.6 42 42

金 属 ・ 機 械 1 198 199 3 144 147 52 35.4 2.6 3 161 164

そ の 他 3 196 199 2 229 231 -32 -13.9 2.6 2 212 214

鉱 山 1 1 2 2 -1 -50.0 0.0 2 2

土 石 採 取 業 1 26 27 26 26 1 3.8 0.3 26 26

15 781 796 18 834 852 -56 -6.6 10.2 18 834 852

土 木 工 事 業 8 272 280 9 263 272 8 2.9 3.6 9 263 272

建 築 工 事 業 4 284 288 6 371 377 -89 -23.6 3.7 6 371 377

木 造 建 築 業 2 88 90 1 105 106 -16 -15.1 1.2 1 105 106

そ の 他 1 137 138 2 95 97 41 42.3 1.8 2 95 97

1 303 304 372 372 -68 -18.3 3.9 372 372

6 813 819 4 855 859 -40 -4.7 10.5 4 855 859

道路貨物運送 5 752 757 4 804 808 -51 -6.3 9.7 4 804 808

陸上貨物取扱 1 61 62 51 51 11 21.6 0.8 51 51

1 19 20 19 19 1 5.3 0.3 19 19

5 64 69 4 75 79 -10 -12.7 0.9 4 75 79

115 115 106 106 9 8.5 1.5 106 106

5 1,168 1,173 3 1,174 1,177 -4 -0.3 15.1 3 1,174 1,177

3 465 468 504 504 -36 -7.1 6.0 504 504

6 2,872 2,878 12 3,504 3,516 -638 -18.1 37.0 12 3,504 3,516

令和７年　業種別労働災害発生状況　その１

令 和 ６ 年 確 定 値

林 業

令 和 ７ 年 令 和 ６ 年 対 前 年

令和７年確定値

鉱
業

交 通 運 輸 事 業

全 産 業 合 計

製 造 業

建 設 業

陸上貨物運送事業

港 湾 運 送 業

商 業

水 産 業

※　死亡災害及び休業災害の件数は、本年・昨年ともに把握した件数である。

上記以外の事業

清 掃 ・ と 畜 業
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北海道労働局

「上記以外の事業」の内訳

区分 業種割合

死亡 休業 合計 死亡 休業 合計 増 減 数 増減率 （％） 死 亡 休業 合計

107 107 2 143 145 -38 -26.2 1.4 2 143 145

1 278 279 4 288 292 -13 -4.5 3.6 4 288 292

54 54 45 45 9 20.0 0.7 45 45

1 1 2 2 -1 -50.0 0.0 2 2

1 199 200 198 198 2 1.0 2.6 198 198

85 85 74 74 11 14.9 1.1 74 74

1,357 1,357 1 1,954 1,955 -598 -30.6 17.4 1 1,954 1,955

499 499 2 465 467 32 6.9 6.4 2 465 467

4 292 296 3 335 338 -42 -12.4 3.8 3 335 338

6 2,872 2,878 12 3,504 3,516 -638 -18.1 37.0 12 3,504 3,516

「第三次産業」の内訳

区分 業種割合

死亡 休業 合計 死亡 休業 合計 増 減 数 増減率 （％） 死 亡 休業 合計

5 1,168 1,173 3 1,174 1,177 -4 -0.3 15.1 3 1174 1177

うち 小売業 4 895 899 1 911 912 -13 -1.4 11.6 1 911 912

54 54 45 45 9 20.0 0.7 45 45

1 1 2 2 -1 -50.0 0.0 2 2

1 199 200 198 198 2 1.0 2.6 198 198

85 85 74 74 11 14.9 1.1 74 74

1,357 1,357 1 1,954 1,955 -598 -30.6 17.4 1 1954 1955

うち 社会福祉施設 757 757 1 882 883 -126 -14.3 9.7 1 882 883

うち 医療保健業 584 584 1,057 1,057 -473 -44.7 7.5 1057 1057

499 499 2 465 467 32 6.9 6.4 2 465 467

うち 飲食店 222 222 197 197 25 12.7 2.9 197 197

うち 旅館業 123 123 128 128 -5 -3.9 1.6 128 128

うち ゴルフ場 49 49 1 55 56 -7 -12.5 0.6 1 55 56

3 465 468 504 504 -36 -7.1 6.0 504 504

4 292 296 3 335 338 -42 -12.4 3.8 3 335 338

うち 警備業 1 75 76 80 80 -4 -5.0 1.0 80 80

13 4,120 4,133 9 4,751 4,760 -627 -13.2 53.1 9 4751 4760合計

令和７年　業種別労働災害発生状況　その２
令和７年確定値

金融・広告業

映画・演劇業

農業

畜産業

令 和 ６ 年 対 前 年

合計

業種別

その他の事業

通信業

教育・研究業

保健衛生業

令 和 ６ 年 確 定

映画・演劇業

通信業

令 和 ７ 年 令 和 ６ 年 対 前 年 令 和 ６ 年 確 定

接客娯楽業

金融・広告業

商業

その他の事業

保健・衛生業

清掃・と畜業

接客・娯楽業

令 和 ７ 年

教育・研究業

業種別
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令和７年　製造業における死亡災害

発
生
年

発
生
月

時
　
刻

業
　
種

規
　
模

事
故
の
型

起
因
物

災害の状況

7 1 9時台

輸
送
用
機
械
等
製
造
業

50
人
以
上
99
人

墜
落

、
転
落

２
３
９

乗
物

　被災者は、船舶の試運転業務において、アンテナにワイヤーが引っ掛かって
いたため、マストの垂直はしごを登り、マストの踊り場へ移動して引っ掛かって
いたワイヤーを外したところ、踊り場付近のレーダーアンテナが突然回転し、
4.8メートル下の甲板まで墜落したもの。

7 2 14時台

電
気
・
ガ
ス
・
水
道
業

10
人
以
上
29
人

墜
落

、
転
落

４
１
４

仮
設
物

、
建
築
物

、
構
築
物

　被災者は、同僚と２名で放水ダムの設備の点検作業に従事していた際、放
水口制水門を開閉する巻き上げ機の取付け位置にある開口部を塞ぐ蓋板（重
さ約３０ｋｇ）の位置がずれていたため、２名で蓋の位置を調整しようとしたとこ
ろ、誤って開口部から蓋板を落としてしまい、蓋板の重みに引っ張られた被災
者が開口部から１０ｍ以上墜落したもの。

7 7 9時台

窯
業
土
石
製
品
製
造
業

30
人
以
上
49
人

は
さ
ま
れ

、
巻
き
込
ま
れ

２
１
１

動
力
ク
レ
ー

ン
等

　被災者は、クレーンを使用して専用架台に立てかけられていた鋼板19枚のう
ち１枚を１点吊りでつり上げようとしたところ、鋼板19枚全てが被災者側に倒
れ、倒れた鋼板と背後に置かれていた鋼管の間に挟まれたもの。

7 9 13時台

一
般
機
械
器
具
製
造
業

10
人
以
上
29
人

は
さ
ま
れ

、
巻
き
込
ま
れ

１
６
９

一
般
動
力
機
械

　被災者は、上下開閉式の蓋が設けられた機械設備の修理の作業において、
設備の蓋を開く操作を行ったが蓋が開かなかったため、蓋の確認に行ったとこ
ろ、蓋が開き、蓋とその付近の架設通路との間で被災者が胸部を挟まれたも
の。

7 10 11時台

食
料
品
製
造
業

10
人
以
上
29
人

お
ぼ
れ

７
１
３

環
境
等

　被災者は、工場の貯溜池において、池に浮く藻を除去する作業を１人で行っ
ていた者が、当該貯溜池で水に浮かんでいる状態で発見されたもの。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。
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令和７年　製造業における死亡災害

発
生
年

発
生
月

時
　
刻

業
　
種

規
　
模

事
故
の
型

起
因
物

災害の状況

7 11 15時台

そ
の
他
の
製
造
業

10
人
未
満

激
突
さ
れ

３
９
１

そ
の
他
の
装
置

、
設
備

　被災者は、馬運車のコンテナ部分である馬箱の補修に係る溶接作業に従事
し、馬箱を馬運車から切り離し、馬の昇降用ゲートを角材により持ち上げた状
態で補修を行ったが、溶接作業を終了後、馬箱内の確認をしていたところ、角
材で持ち上げていたゲートが被災者に向かって倒れ、頭部に直撃したもの。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。
6



令和７年　建設業における死亡災害

発
生
年

発
生
月

時
　
刻

業
　
種

規
　
模

事
故
の
型

起
因
物

災害の状況

7 1 14時台

建
築
工
事
業

10
人
以
上
29
人

墜
落

、
転
落

３
７
２

用
具

　被災者は、高さ約２メートルの箇所の壁に石膏ボードを貼り付けるため、脚立
の上から２段目の踏みさんにまたがって、地面に置いた石膏ボードを持ち上げ
た際、脚立から墜落したもの。

7 1 10時台

建
築
工
事
業

10
人
未
満

墜
落

、
転
落

４
１
１

仮
設
物

、
建
築
物

、
構

築
物
等

　被災者は、屋上防水工事のため現場に入場し、外部足場のブラケットに設
置した荷の上げ下ろし用電動ウインチを取り外そうとした際、足場の筋かい、下
桟等を取り外し、要求性能墜落制止用器具を使用せず作業をしていたため、
17.6メートル下の地上部まで墜落したもの。

7 1 15時台

建
築
工
事
業

10
人
以
上
29
人

崩
壊

、
倒
壊

４
１
５

仮
設
物

、
建
築
物

、
構

築
物
等

　被災者は、鉄骨造２階建て建築物の解体工事現場において、屋上部の床を
支える鉄骨梁をガス溶断していたところ、当該梁を切りすぎたため折損し、屋
上の床部分が落下、２階で作業を行っていた被災者が下敷きとなったもの。

7 2 9時台

建
築
工
事
業

10
人
未
満

墜
落

、
転
落

４
１
４

仮
設
物

、
建
築
物

、
構

築
物

　被災者は、食料品製造工場の新築工事現場において、天井断熱パネルを
屋根骨材から吊った後の吊り具のゆるみの点検作業に従事していたが、天井
裏を移動中にブルーシート養生が施された開口部から5.8メートル下の床面ま
で墜落したもの。

7 2 14時台

土
木
工
事
業

10
人
未
満

墜
落

、
転
落

２
１
２

動
力
ク
レ
ー

ン
等

　被災者は、移動式クレーンに積もった雪の除雪作業を行っていた際、移動式
クレーンの操作レバー上部の除雪のため、移動式クレーンの基部と荷台の鳥
居部分の間に足をかけたところ、足を踏み外し、体がアウトリガーと運転席側の
荷台壁面の間に挟まったとみられるもの。

7 5 14時台

建
築
工
事
業

10
人
以
上
29
人

墜
落

、
転
落

１
４
２

建
設
機
械
等

　被災者は、一般住宅新築工事現場の外構作業において、既存の擁壁を嵩
上げするため、ドラグ・ショベルを運転し当該擁壁の周囲を掘削して付近に堆
積させていたが、当該掘削土をドラグ・ショベルで乗り越えようと前進させたとこ
ろ脚部が横滑りして斜面から転落し、その際に運転席から投げ出され、斜面の
下部においてドラグ・ショベルの下敷きとなったもの。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。
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令和７年　建設業における死亡災害

発
生
年

発
生
月

時
　
刻

業
　
種

規
　
模

事
故
の
型

起
因
物

災害の状況

7 5 13時台

そ
の
他
の
建
設
業

10
人
未
満

有
害
物
と
の
接
触

７
１
４

環
境
等

　排水処理場の汚泥槽（コンクリート槽、縦１ｍ×横０．５ｍ×深さ５．３ｍ）の中
にある装置の交換作業をするため、換気等の何らの措置を講じずに入槽し
た。汚泥槽内部の低部付近で異臭が強くし、脱出しようとしたが意識不明とな
り、救助後、死亡が確認されたもの。

7 5 8時台

土
木
工
事
業

10
人
以
上
29
人

転
倒

１
４
１

建
設
機
械
等

　被災者は、ブル・ドーザーを運転して盛土の敷均し作業に従事していたが、
ブル・ドーザーを停止して履帯の上に立ち、姿勢を変えた際、操作レバーに触
れてしまったためブル・ドーザーが前進し、履帯上で転倒して体を打ち付けた
もの。

7 7 18時台

土
木
工
事
業

10
人
以
上
29
人

高
温
・
低
温
の
物
と
の

接
触

７
１
５

環
境
等

　被災者は同僚と共に土場で資材の運搬作業に従事し、午後に資材運搬作
業を終え、同僚は土場から離れた。その後当該事業場の幹部職員が土場に
訪れた際、倒れている被災者を発見したもの。

7 8 11時台

土
木
工
事
業

10
人
以
上
29
人

墜
落

、
転
落

１
４
４

建
設
機
械
等

　被災者は、橋梁工事用の作業道の造成のため、乗用のローラーを運転し、
砂利道の転圧作業を行っていたところ、路肩からローラーごと転落したもの。

7 8 8時台

土
木
工
事
業

30
人
以
上
49
人

交
通
事
故

（
道
路

）

２
３
１

乗
物

　被災者は、道路パトロール業務において、トンネルの中央線付近にあった動
物の死骸を回収するため、道路パトロール車を停車させて作業を行っていたと
ころ、反対車線を走行していた一般乗用車にひかれたもの。

7 9 10時台

土
木
工
事
業

50
人
以
上
99
人

は
さ
ま
れ

、
巻
き
込
ま
れ

１
４
１

建
設
機
械
等

被災者は、農業用水路工事現場において、用水路を埋設した盛土上で取付
道路の舗装のための丁張りの作業に従事していたが、被災者の近傍で当該盛
土の法面整形作業を行っていたドラグ・ショベルが被災者に向かって後進し、
被災者を轢いたもの。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。
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令和７年　建設業における死亡災害

発
生
年

発
生
月

時
　
刻

業
　
種

規
　
模

事
故
の
型

起
因
物

災害の状況

7 11 19時台

土
木
工
事
業

10
人
以
上
29
人

墜
落

、
転
落

２
２
１

動
力
運
搬
機

　被災者は、河川敷にあるパークゴルフ場の維持管理業務において、低気圧
の接近に伴う河川の増水に備え、コースの設備を回収する作業に従事し、増
水して浸水していた管理道をトラックでバック走行していたところ、道路から逸
脱して路肩から川へ転落したもの。

7 11 10時台

土
木
工
事
業

10
人
以
上
29
人

墜
落

、
転
落

２
２
７

動
力
運
搬
機

　被災者は、採石場にて、不整地運搬車を運転して不要土を運搬する作業を
行っていたところ、土砂の排出場所付近の法肩から、約１００メートル下に不整
地運搬車ごと転落したもの。

7 12 8時台

建
築
工
事
業

10
人
未
満

は
さ
ま
れ

、
巻
き
込
ま
れ

４
１
８

仮
設
物

、
建
築
物

、
構
築

物
等

　被災者ら複数名の作業者は、折りたたみ式コンテナハウスを展開する作業に
従事し、被災者を除く複数名で壁兼床パネルを支えながら展開しようとしたが、
壁兼床パネルを支えきれなくなったため、壁兼床パネルの展開範囲から作業
員らは退避したが、一時的に作業場所を離脱していた被災者が壁兼床パネル
に走り寄り１人で壁兼床パネルを支えようとしたものの支えきれずに、倒れた壁
兼床パネルと基礎コンクリートの間に被災者の頭部が挟まれたもの。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。
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令和７年　陸上貨物運送事業における死亡災害

発
生
年

発
生
月

時
　
刻

業
　
種

規
　
模

事
故
の
型

起
因
物

災害の状況

7 1 2時台

道
路
貨
物
運
送
業

10
人
以
上
29
人

交
通
事
故

（
道
路

）

２
３
１

乗
物

　被災者は、乗用車による配送業務を行っていたところ、赤信号の交差点に停
止していたダンプカーの後方に追突したもの。災害発生当時、路面は濡れて
いたが、ブレーキ痕は見当たらなかった。

7 3 11時台

道
路
貨
物
運
送
業

30
人
以
上
49
人

交
通
事
故

（
道
路

）

２
２
１

動
力
運
搬
機

　被災者は、セミトレーラをけん引して走行中、路面がアイスバーンのためカー
ブでスリップして路肩に転落し、キャビンが電柱と接触したもの。

7 6 10時台

道
路
貨
物
運
送
業

10
人
以
上
29
人

交
通
事
故

（
道
路

）

２
２
１

動
力
運
搬
機

　被災者は、大型トレーラーによる運搬業務中、カーブに差し掛かったところ、
速度超過のため路外に逸脱して横転し、運転席の外部へ投げ出され、車体の
下敷きとなったもの。

7 8 5時台

陸
上
貨
物
取
扱
業

30
人
以
上
49
人

飛
来

、
落
下

２
２
１

ト
ラ

ッ
ク

　被災者は、セメント粉が入ったタンクローリーの荷台上で作業を行っていたと
ころ、タンク上部にある鉄製の注入口ハッチの蓋が飛来し、被災者の顔面に直
撃したもの。

7 11 15時台

道
路
貨
物
運
送
業

50
人
以
上
99
人

交
通
事
故

（
道
路

）

１
４
９

建
設
機
械
等

　被災者は、貨物トラックを運転して公道を走行中、対向車線走行中のコンク
リートポンプ車がブラックアイスバーン状態の凍結路面でスリップして車線をは
み出し、被災者運転の貨物トラックと接触したもの。

7 6 6時台

道
路
貨
物
運
送
業

10
人
未
満

転
倒

９
２
１

起
因
物
な
し

　被災者は、バン型セミトレーラに積んだ荷を下ろす業務において、バン内部
での資材整理を担当していたが、バン型セミトレーラの後方の地上部に倒れて
いる状態で発見された。
　被災者は入院治療中であったが、その後死亡したもの。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。
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令和７年　林業災害における死亡災害

発
生
年

発
生
月

時
　
刻

業
　
種

規
　
模

事
故
の
型

起
因
物

災害の状況

7 1 10時台
林
業

10
人
未
満

激
突
さ
れ

１
７
１

車
両
系
木
材
伐
出

機
械
等

　被災者は、チェーンソーと木材グラップル機との共同作業においてチェー
ンソーによる作業を担当し、被災者が受け口、追い口を作った立木をグラッ
プル機が引き倒し、木寄せしたところ、木材グラップル機又はつかんでいた
立木が被災者に激突したもの。

7 1 15時台
林
業

10
人
以
上
29
人

激
突
さ
れ

７
１
２

環
境
等

　被災者は、チェーンソーを用いて伐木作業を行っていたが、作業終了時
刻になっても戻らず、伐倒木の下で倒れた状態で発見されたもの。

7 2 9時台
林
業

10
人
未
満

激
突
さ
れ

７
１
２

環
境
等

　被災者は、チェーンソーによる立木伐倒作業に従事していたが、伐根直径
約５０ｃｍの立木を伐倒した際に、当該立木が縦に裂け、裂けた元玉部分が
被災者に激突したもの。

7 3 11時台
林
業

10
人
未
満

激
突
さ
れ

７
１
２

環
境
等

　被災者は、チェーンソーを用いた伐倒作業の補助としてクサビを打つ作業
を行っていたが、伐倒中の立木が伐倒方向と逆方向に倒れたことから退避
したところ、倒れた立木がすでに伐倒していた木に当たり、退避していた被
災者に激突したもの。

7 3 11時台
林
業

10
人
未
満

激
突
さ
れ

７
１
２

環
境
等

　被災者は、チェーンソーを用いた伐倒作業を行っていたが、伐倒木の伐
倒方向が想定からずれたことにより、伐倒木が跳ね、被災者に激突したも
の。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。
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令和７年　その他の業種における死亡災害

発
生
年

発
生
月

時
　
刻

業
　
種

規
　
模

事
故
の
型

起
因
物

災害の状況

7 1 6時台
小
売
業

30
人
以
上
49
人

交
通
事
故

（
道
路

）

１
４
１

建
設
機
械
等

　被災者は新聞配達作業に従事する労働者で、顧客宅付近にて乗用車から
降りていたところ、坂の上から走行してきたタイヤショベルが路面凍結によりス
リップし、停車しきれず被災者の乗用車に追突し、これに押される形で被災
者が当該乗用車に轢かれ下敷きになり、さらに同方向からやってきた別の乗
用車が被災者の乗用車に追突したため、下敷きになったまま２ｍほど引きず
られ死亡したもの。

7 1 13時台

そ
の
他
の
事
業

30
人
以
上
49
人

墜
落

、
転
落

４
１
５

仮
設
物

、
建
築
物

、
構

築
物
等

　被災者は、同僚とともに高さ５．７ｍの屋根の上にて、墜落防止措置を講じ
ず、スコップを使用して雪下ろし作業をしていたところ、屋根に堆積していた
雪が滑り落ちたことで、背部から雪がなだれ込み、足をとられ、屋根の端から
墜落したもの。被災者は２名、うち１名が死亡した。

7 1 15時台

そ
の
他
の
事
業

10
人
以
上
29
人

交
通
事
故

（
道
路

）

２
３
１

乗
物

　被災者は、社用車で出張先から所属事業場に戻る際に高速道路を走行
中、インターチェンジ付近でクッションドラムに衝突したもの。

7 1 14時台
通
信
業

300
人
以
上

交
通
事
故

（
道
路

）

１
４
１

建
設
機
械
等

　被災者は、バイクにより郵便配達作業中、後退してきた除雪作業中のモー
ター・グレーダーに激突され、下敷きになったもの。

7 2 8時台
警
備
業

50
人
以
上
99
人

墜
落

、
転
落

３
７
２

用
具

　被災者は、廊下の電球の取替作業のため脚立を使用していたところ、脚立
の上から転落し、額を床にぶつけたもの。

7 3 13時台

清
掃
・
と
畜
業

100
人
以
上
299
人

は
さ
ま
れ

、
巻
き
込
ま
れ

１
６
２

一
般
動
力
機
械

　被災者は、金属くず及び産業廃棄物の破砕処理を行うプラント内の風力選
別機から異物を除去する作業中、風力選別機の回転部に、右腕と頭部が巻
き込まれたもの。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。
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令和７年　その他の業種における死亡災害

発
生
年

発
生
月

時
　
刻

業
　
種

規
　
模

事
故
の
型

起
因
物

災害の状況

7 2 13時台

清
掃
・
と
畜
業

10
人
未
満

墜
落

、
転
落

３
７
２

用
具

　被災者は、蛍光灯の交換のために高さ1.5メートルの脚立を使用していたと
ころ、脚立上でバランスを崩し墜落したもの。ヘルメットは未着用であった。

7 3 9時台

そ
の
他
の
事
業

10
人
未
満

は
さ
ま
れ

、
巻
き
込
ま
れ

２
２
９

動
力
運
搬
機

　被災者は、他の作業員とともに立体駐車場の定期点検を行っていたが、上
階に移動するために搬器に乗り込み、別の作業員が操作盤で搬器を動かし
たところ、搬器の外枠の支柱とガイドレールに被災者の頭部が挟まれたも
の。

7 1 5時台
小
売
業

50
人
以
上
99
人

交
通
事
故

（
道
路

）

２
３
１

乗
物

　被災者は、新聞配達業務中、他者が運転する自家用車の後部座席に乗
車し道路上を走行していたところ、凍結路面でスリップし、道路脇の電柱に激
突したもの。

7 6 13時台

清
掃
・
と
畜
業

50
人
以
上
99
人

は
さ
ま
れ

、
巻
き
込
ま
れ

１
２
１

動
力
伝
導
機
構

　被災者は、観覧車の点検台の上で、観覧車を運転した状態で、動力を受
ける内輪に注油作業をしていたところ、動力を伝達する歯車と内輪との間に
挟まれたもの。

7 6 13時台
小
売
業

10
人
以
上
29
人

は
さ
ま
れ

、
巻
き
込
ま
れ

２
３
９

乗
物

　被災者は、顧客自宅前の坂道に車を停めた後、車両から離れたところ、当
該車が逸走し始めたため、とっさに車両を止めようと車両の進行方向の前方
にまわったが停止させることができず、ガードレールと車に下腹部を挟まれた
もの。

7 7 2時台
小
売
業

10
人
以
上
29
人

そ
の
他

７
１
９

環
境
等

　被災者は、自転車で住宅街の新聞配達中、熊に襲われたもの。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。
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令和７年　その他の業種における死亡災害

発
生
年

発
生
月

時
　
刻

業
　
種

規
　
模

事
故
の
型

起
因
物

災害の状況

7 8 14時台
卸
売
業

10
人
未
満

飛
来

、
落
下

２
２
２

動
力
運
搬
機

　被災者は、フォークリフトのフォーク部に小型のドラグ・ショベルを乗せて持
ち上げた状態にした後、ドラグ・ショベルの下に潜り込んで作業を行っていた
ところ、ドラグ・ショベルがフォーク部から滑り落ち、被災者に当たったもの。

7 9 18時台

港
湾
運
送
業

30
人
以
上
49
人

は
さ
ま
れ

、
巻
き
込
ま
れ

２
２
２

動
力
運
搬
機

　被災者は、荷捌き場において、伝票をトラック運転手に渡す業務を行って
いたところ、後進してきたフォークリフトに轢かれたもの。

7 10 22時台

道
路
旅
客
運
送
業

30
人
以
上
49
人

交
通
事
故

（
道
路

）

２
３
１

乗
物

　被災者は、タクシーの運転業務中、交差点を直進していたところ、交差点
に進入してきた乗用車に側面から衝突されたもの。

7 12 10時台
畜
産
業

30
人
以
上
49
人

は
さ
ま
れ

、
巻
き
込
ま
れ

２
２
４

動
力
運
搬
機

　被災者は鶏のひなの育成舎において、除糞チェーンコンベヤ―終端付近
の清掃作業の為、当該コンベヤ―を停止させ、付近の壁にこびりついた糞を
スクレーパーでこそぎ落としていたところ、何らかの原因で当該コンベヤ―が
動き出し、被災者が巻き込まれたもの。

7 12 12時台

土
石
採
取
業

10
人
未
満

は
さ
ま
れ

、
巻
き
込
ま
れ

２
２
４

動
力
運
搬
機

　被災者は、砂利砕石プラント構内において重機による砂利の運搬作業等
に単独で従事していたが、昼休みになっても事務所に戻らなかったため、事
業者が構内を捜索したところ、稼働しているベルトコンベアのプーリー部分に
上半身が巻き込まれている状態の被災者を発見したもの。

※本件事例には、脳・心臓疾患、ウイルス感染症等によるものは、掲載していません。
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浦河労働基準監督署

本年分

休業 合計 休業 合計 増減数 増減率 割合(％) 休業 合計

1 ( ) 50 51 1 ( ) 70 71 -20 -28.2% 100% 1 ( ) 192 193
1 ( ) 1 2 ( ) 2 2 3.9% ( ) 9 9

食 料 品 ( ) ( ) 1 1 -1 -100.0% ( ) 5 5

木 材 木 製 品 ( ) 1 1 ( ) 1 2.0% ( ) 1 1

家 具 ・ 装 備 品 ( ) ( ) ( )

窯 業 ・ 土 石 ( ) ( ) ( )

金 属 ・ 機 器 ( ) ( ) ( )

そ の 他 1 ( ) 1 ( ) 1 1 2.0% ( ) 3 3

( ) ( ) ( )

( ) 1 1 ( ) 1 2.0% ( )

( ) 3 3 ( ) 3 3 5.9% ( ) 11 11

土 木 工 事 業 ( ) 1 1 ( ) 1 1 2.0% ( ) 5 5

建 築 工 事 業 ( ) ( ) ( ) 2 2

木 造 建 築 業 ( ) 2 2 ( ) 1 1 1 100.0% 3.9% ( ) 2 2

そ の 他 ( ) ( ) 1 1 -1 -100.0% ( ) 2 2

( ) ( ) 3 3 -3 -100.0% ( ) 8 8

( ) ( ) 2 2 -2 -100.0% ( ) 2 2

( ) ( ) 1 1 -1 -100.0% ( ) 1 1

( ) ( ) ( )

( ) ( ) 2 2 -2 -100.0% ( ) 5 5

( ) 3 3 ( ) 2 2 1 50.0% 5.9% ( ) 12 12

( ) 2 2 ( ) 2 2 3.9% ( ) 6 6

( ) 1 1 ( ) 1 2.0% ( ) 1 1

( ) 35 35 ( ) 42 42 -7 -16.7% 68.6% ( ) 119 119

( ) 4 4 1 ( ) 11 12 -8 -66.7% 7.8% 1 ( ) 18 19

本統計は、労働者死傷病報告（休業4日以上）により作成したもの。

死亡災害件数の（  ）欄は交通事故(道路交通法適用)による件数で内数。

令和７年　業種別労働災害発生状況
（ 令 和 7 年 1 月 1 日 ～ 5 月 31 日 ）

浦 河 署 管 内
令和7年 前年同期 対前年 令和６年確定値

死亡 死亡 死亡

全 産 業 計

業

種

内

訳

製 造 業

鉱 業

土 石 採 取 業

建 設 業

道 路 貨 物 運 送

そ の 他 の 運 輸

陸 上 貨 物 取 扱

港 湾 荷 役 業

今
月
の
コ
メ
ン
ト

１　労働災害発生状況について
　全産業における死亡及び休業４日以上の労働災害（令和７年中に発生した災害）は51件で、前年同期と比
較して20件減少しています。
　令和７年５月に新たに把握した災害は16件で、業種別では漁業１件、畜産業12件、その他の事業３件です。
　事故の型別では２メートル以上からの墜落・転落１件、２メートル未満からの墜落・転落５件、転倒（滑り）１
件、転倒（つまずき）１件、その他の転倒１件、激突され５件、はさまれ・巻き込まれ２件です。
　16件の労働災害のうち、軽種馬産業におけるものは12件あり、その内訳は落馬３件、蹴られた１件、引っ張
られた１件、踏まれた１件、かまれた１件、馬と共に転倒２件、馬に押された１件、馬に激突された１件、その他
（馬扱い中）１件です。

２　令和７年度（第98回）全国安全週間について
　６月１日から６月30日までは、令和７年度（第98回）全国安全週間の準備月間です。
　今年度の全国安全週間のスローガンは、
　　　　　　　「多様な仲間と 築く安全 未来の職場」
です。
　業種横断的な労働災害防止対策として、「労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策」、「高年齢労働
者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策」、「交通労働災害防止対策」、「熱中症予防対策」、「業務請
負等他者に作業を行わせる場合の対策」が実施事項として挙がっていることから、どの業種の事業者様にお
かれましても、安全週間中のゼロ災害実現に向けた準備をお願いします。
　詳細につきましては、令和７年度全国安全週間実施要綱及び全国安全週間リーフレットを裏面記載の２次元
コードやURLよりご確認ください。

３　職場における熱中症対策の強化について
　令和７年６月１日から職場における熱中症対策が強化されます。
　「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続１時間以上又は１日４時間を超えて実施」が見込まれ
る作業について、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者
に義務付けられます。
　詳細については、裏面URL若しくは２次元コードをご確認ください。

林 業

漁 業

卸 ・ 小 売

清 掃 業

畜 産 業

そ の 他 の 事 業
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8
石綿総合情報ポータルサイト

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

9
最低賃金について【北海道労働局HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/minimum_wage.html

10

適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト　はたらきかたススメ【厚生労働省HP】

https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/

6

2025年４月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、以下の１、2を対象とする保護措置が義務付けられます

https://www.mhlw.go.jp/content/001254088.pdf

7
労働安全衛生関係の一部の手続きの電子申請が義務化されます【北海道労働局HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido.html

4
建設業の労働災害防止について【北海道労働局HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-
kankei/saigai/kennsetsugyousaigaiboushi.html

5
学ぼう！備えよう！職場の仲間を守ろう！職場における熱中症予防情報

https://neccyusho.mhlw.go.jp/

2
北海道の労働災害統計【北海道労働局HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-
roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/newsaigai.html

3
令和７年度　全国安全週間【中央労働災害防止協会HP】

https://www.jisha.or.jp/info/campaign/anzen/

　被災者は、同僚と２名で放水ダムの設備の点検作業に従事していた際、放水口制水門を開閉する巻き

上げ機の取付け位置にある開口部を塞ぐ蓋板（重さ約３０ｋｇ）の位置がずれていたため、２名で蓋の

位置を調整しようとしたところ、蓋板の重みに引っ張られた被災者が開口部から１０ｍ以上墜落したも

の。

今後の取組で活用いただきたい情報が掲載された厚生労働省等のＨＰや資料のデータを以下のとおり紹介します。

資料名・関連サイト名、ＵＲＬ、２次元コード

1
浦河労働基準監督署からのお知らせ【北海道労働局HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-
roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase_00005_15.html

1
２ 月

１４時台

そ

の

他

の

製

造

業

作

業

者

墜

落

・

転

落

開

口

部

令和７年 死亡災害発生状況
浦河労働基準監督署

件

数

発 生 月

時 刻

事 業

の

種 類

職

種

災

害

の

種

類

起

因
物 災 害 発 生 状 況 の 概 要
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計画の目標 2027(R9)年の死亡災害及び死傷災害を次のとおりとする

〇死亡災害 2022(R4)年と比較して10％以上減少

〇死傷災害 2022(R4)年と比較して減少に転じさせる

厚生労働省 北海道労働局 労働基準部 安全課

誰 も が 安 全 で 健 康 に 働 く た め に

第14次防本文

第1 4次労働災害防止計画の４年目に向けて

※新型コロナウイルス感染症によるものを除く

死亡災害及び死傷災害の状況

第14次労働災害防止計画の3年目であった令和７年の災害発生状況は、新型コ
ロナウイルス感染症によるものを除き、死亡災害は49人と３年目の目標（47

人）を超えました。また、死傷災害は7,391人と前年より増加し、３年目の目標
（7,144人）を達成できませんでした。
死亡災害の業種別発生状況では建設業が15人と最も多く、次いで製造業、陸

上貨物運送事業のそれぞれが６人、林業、商業のそれぞれ５人が続きます。事
故の型別発生状況では、墜落、転落13人が最多であり、次いではさまれ、巻き
込まれ11人、交通事故（道路）10人となっています。
死傷災害の業種別発生状況では、発生割合が高い順に商業1,172人（15.9％）

製造業1,108人（15.0％）、保健衛生業1,020人（13.8％）、陸上貨物運送事業
819人（11.1％）、建設業796人（10.8％）となっています。また、事故の型別
発生状況は、主なもので、転倒2,473件（33.5％）、動作の反動、無理な動作
1,176件（15.9％）、墜落、転落1,080件（14.6％）、はさまれ、巻き込まれ679

件（9.2％）となっています。

計画の重点事項ごとのアウトカム指標の状況

建設業における労働災害防止対策の推進

建設業
アウトカム指標

死亡者数を2022
年と比較して20%
以上減少させる

建設業における死亡者数は15人と目標を達成しました。
事故の型別内訳は墜落、転落８人、はさまれ・巻き込ま

れ２人、転倒、崩壊・倒壊、高温・低温の物との接触、有
害物等との接触、交通事故（道路）がそれぞれ１人でした。
墜落、転落災害のうち、半数の災害は操縦していた建設

機械や動力運搬機ごと路肩から転落したものです。高所か
らの墜落・転落災害防止対策に加え、建設機械等の路肩か
らの転落防止対策についても徹底する必要があります。

社会福祉施設
アウトカム指標

腰痛の死傷年千人
率を2022年と比
較して減少させる

社会福祉施設における労働災害防止対策の推進

社会福祉施設における腰痛は109人であり、死傷年千人率
では0.60と目標（0.40）を上回りました。ノーリフトケア
を導入している事業場の割合は前年より増加しています。
引き続き、ノーリフトケアの導入を推進し、

腰痛防止対策に取り組むほか、身体機能の
保持を進めていく必要があります。
（社会福祉施設に関する死傷年千人率の算出には令和３年経済センサスを使用
しています。）

高年齢労働者に係る労働災害防止対策の推進

高年齢労働者
アウトカム指標

60歳代以上の死
傷年千人率を男女
ともに2027年ま
でにその増加に歯
止めをかける

60歳代以上の死傷者数は2,518人（34.1％）と年代別では
最多です。事故の型別の発生状況では、主なもので転倒
1,175人（46.7％）、墜落、転落419人（16.6％）、動作の反
動、無理な動作287人（11.4％）です。
高年齢者の労働災害防止のための指針の周知及び当指針

に基づく対策を推進していく必要があります。

※

※

死亡災害発生状況（コロナ抜き）（確定値）

50 48 49 0 0

49 48 47 46 45

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

確定値 目標値

アウトプット指標

建設業死亡災害発生状況（コロナ抜き）（確定値）

97.6%（総合建設業）

6 18 15 0 0

22
21

20
19

18

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

確定値
目標値

アウトプット指標 50.1%

高年齢労働者災害発生状況（コロナ抜き）（年死傷年千人率）

4.70 4.78 4.84 0.00 0.00 

4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

確定値 目標値

死傷災害発生状況（コロナ抜き）（確定値）

7,241 7,369 7,391 0 0 

7,170 7,157 7,144 7,132 7,120 

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

確定値 目標値

腰痛（社会福祉施設）発生状況（年死傷年千人率）

アウトプット指標 47.1%

0.31 0.32 0.60 0 0

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

確定値 目標値
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外国人労働者
アウトカム指標

外国人労働者の
死傷年千人率を
2027年までに労
働者全体の平均
以下とする。

死傷者数は252人と前年を６人上回り、死傷年千人率は
4.91と目標値を1.84ポイント上回っています。
業種別では主なもので畜産業74人（29.4％）、製造業60人

（23.8％）、建設業39人（15.5％）です。
また、在留資格別では技能実習78人（31.0％）、特定技能
68人（27.0％）となっています。
やさしい日本語や母国語による安全衛生教育を通じ、安

全な作業手順の徹底を図る必要があります。

転倒災害に係る労働災害防止対策の推進

転倒
アウトカム指標

転倒の年齢層別死
傷年千人率を男女
とも増加に歯止め
をかける

転倒災害は2,473人（33.4％）と事故の型別では最も多く
発生しており、全体の死傷年千人率は1.04と目標値を0.07ポ
イント上回っています。特に60歳代以上の女性労働者の死
傷年千人率は他の年代、性別に比べて高くなっています。
業種別では主なもので、小売業425人（17.1％）、社会福

祉施設278人（11.2％）、清掃・と畜業219人（8.9％）、食
料品製造業199人（8.0％）、道路貨物運送業185人
（7.5％）で発生しています。
引き続き高年齢労働者対策とも連動し、ハード面、

ソフト面からの対策を推進していく必要があります。
（転倒災害に係る年死傷年千人率の算出には、暫定的に令和6年労働力調査を
使用しています。）陸上貨物運送事業における労働災害防止対策の推進

陸上貨物運送事業
アウトカム指標

死傷者数を2022
年と比較して5％
以上減少させる

死傷者数は819人と前年より40人減少し、３年目の目標値
（828人）を下回りました。事故の型別では主なもので墜落、
転落205人（25.0％）、動作の反動、無理な動作133人
（16.2％）、転倒124人（15.1％）が多く発生しています。墜
落・転落災害のうち、荷役作業中のものは、17.8％を占め、
トラックを起因物とする墜落、転落災害は11.0％に上ります。
荷役ガイドラインを中心に荷役作業中の災害防止対策、特

にトラックからの墜落、転落対策を重点的に推進する必要が
ありますが、そのためには荷主の協力も必要となります。

外国人労働者に係る労働災害防止対策の推進

製造業における労働災害防止対策の推進

製造業
アウトカム指標

機械による「はさ
まれ、巻き込ま
れ」の死傷者数を
2022年と比較し
て5％以上減少さ
せる

製造業全体の死傷者数は1,108人と前年同期より12人増加
しています。食料品製造業が545人と製造業全体の49.2％を
占めており、次いで金属製品・機械器具製造業が198人
（17.9％）、木材・家具製造業92人（8.3％）となっていま
す。
機械による「はさまれ、巻き込まれ」の死傷者数は169人

と３年目の目標値（160人）を上回りました。
外国人労働者が多く就労する業種でもあり、設備対策に併

せて安全教育についても徹底を図り、機械による「はさまれ、
巻き込まれ」防止対策を推進していく必要があります。

林業における労働災害防止対策の推進

林業
アウトカム指標

林業の死傷者数を
2022年と比較し
て5％以上減少さ
せる

死傷者数は69人と３年目のの目標値（78人）を達成し、前
年より10人減少しています。事故の型別では主なもので、激
突され19人（27.5％）、飛来、落下９人（13.0％）、転倒７
人（10.1％）、切れ、こすれ７人（10.1％）が発生していま
す。起因物別では立木等24件（34.8％）、一般動力機械7件
(10.1%)、チェーンソー6件（8.7％）となっています。
伐木作業に関連した災害が多いため、引き

続きチェーンソーによる伐木作業ガイドライ
ンに基づく対策を進める必要があります。

外国人労働者発生状況（年死傷年千人率）

アウトプット指標 67.2%

6.48 

5.61 
4.91 

3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

確定値 目標値

陸上貨物運送事業災害発生状況（コロナ抜き）（確定値）

アウトプット指標 93.2%

835 859 819 0 0 

845 837 828 819 810 

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

確定値 目標値

製造業（機械によるはさまれ巻き込まれ）災害発生状況（確定値）

アウトプット指標 92.0%

159 171 169 0 0

164 162 160 158 156

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

確定値 目標値

アウトプット指標 63.2%

林業災害発生状況（コロナ抜き）（確定値）

68 79 69

80 79 78 77 76

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

確定値 目標値

転倒災害発生状況（年代別/性別）（年死傷年千人率）

アウトプット指標 72.4%

0.54 0.50
0.66

0.98

1.39

0.21

0.29

0.53

1.57

2.82

0.40 0.46
0.62

1.00

1.47

0.27
0.28

0.61

1.50

2.82

20代

以下

30代 40代 50代 60代

以上

20代

以下

30代 40代 50代 60代

以上

目標値 2025年

男性 女性
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はしごを使う前に
はしごを使う時は、次のチェックリストを使って、作業現場の点検をしてください。

あなたやあなたと一緒に働く仲間を守るため、すべてにチェックがついた状態に

なってから、作業を始めましょう。

出典：「シリーズ・ここが危ない

高所作業」中央労働災
害防止協会編

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

□はしごの上部・下部の固定状況を確認している

移動はしご（安衛則第527条）

１ 丈夫な構造

２ 材料は著しい損傷、腐食等がない

３ 幅は30㎝以上

４ すべり止め措置の取付その他転位を防止

するための必要な措置

｢労働安全衛生規則」で定められている事項

「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう！」

（リーフレット）も確認してください。⇒⇒⇒

（R3. 3）

（作業前点検リスト）
年 月 日 天気（晴・曇・雨・雪）

現場名 確認担当者名

作業前 ８ のチェック！！

※既設はしごを使うときも、チェックしましょう

□（はしごをボルトで取付けている場合）ボルトが緩んだり腐食したりしていない

□はしごの足元に、滑り止め（転位防止措置）がある

□はしごの上端を、上端床から60㎝以上突出している

□はしごの立て掛け角度は、75度程度となっている

□はしごの踏みさんに、明らかな傷みはない

□ヘルメットを着用し、あごひもを
締めている

□靴は脱げにくく、滑りにくい
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脚立を使う前に
脚立を使う時は、次のチェックリストを使って、作業現場の点検をしてください。

あなたやあなたと一緒に働く仲間を守るため、すべてにチェックがついた状態に

なってから、作業を始めましょう！

作業前 10 のチェック！！

｢労働安全衛生規則」で定められている事項

（作業前点検リスト）
天気（晴・曇・雨・雪）年 月 日

現場名 確認担当者名

□ねじ、ピンの緩み、脱落、踏みさんの明らかな傷みはない

□天板上や天板をまたいで作業をしない

□作業は２段目以下の踏みさんを使用する
（３段目以下がよりよい）

□脚立は安定した場所に設置している

□開き止めに確実にロックをかけた

□身体を天板や踏みさんに当て、身体を安定させる

□靴は脱げにくく、滑りにくいものを履いている

□ヘルメットを着用し、あごひもをしめている

□作業は頭の真上でしない

□荷物を持って昇降しない

脚立（安衛則第528条）

１ 丈夫な構造

２ 材料は著しい損傷、腐食等がない

３ 脚と水平面との角度を75度以下とし、

折りたたみ式のものは、角度を確実に保つ

ための金具等を整える

４ 踏み面は作業を安全に行うため必要な面積を有する

高さ２ｍ以上での作業時は、墜落制止用器具の使用も必要です！

「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう！」

（リーフレット）も確認してください。⇒⇒⇒

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
（R3. 3）
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事業者の皆さまへ エイジフレンドリーガイドラインに替わる新たな指針です

高 年 齢 者 の 労 働 災 害 防 止 の た め の 指 針
（ エ イ ジ フ レ ン ド リ ー 指 針 ） を 策 定 し ま し た

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

男 女

0%

20%

40%

60%

80%

100%

１週間未満

１週間以上

２週間以上

１か月以上

２か月以上

３か月以上

社会の高齢化に伴い、高年齢者の労働災害発生率は、今後さらに増加することが予想され、

高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、適切な作業の管理等の取り組みが重要です。

年齢層別労働災害による休業見込み期間(R6)年齢層別労働災害発生率(休業4日以上死傷度数率)(R６)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和７年法律第33号）により、高

年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業

者の努力義務となったことを受け、令和８年２月に、「高年齢者の労働災害防止のための指針」

（エイジフレンドリー指針）を策定しました。

このリーフレットは、エイジフレンドリー指針の主なポイントや高年齢者の労働災害防止対策をま

とめたものです。皆さまの事業場での、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理

等に、ぜひご活用ください。

概要

高年齢者をめぐる労働災害の現状

高年齢者は他の世代と比べて、労働災害の発生率が高く、災害が起きた際の休業期間が長い傾向

があります。

指針の主なポイントは次頁をご覧ください⇒

都道府県労働局・労働基準監督署
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経営トップによる方針表明及び体制整備

・ 経営トップが高年齢者の労働災害防止対策に取り組む方針を示し、対策の実施体制を明確化し

ます。

・ 高年齢者の労働災害防止について、安全衛生委員会等において調査審議するなど労使で話し

合いましょう。

設備・装置の導入を検討した後に、高年齢者の特性を考慮した作業管理（複数作業の同時進行

を避ける、暑さに対する自覚症状が低下しやすい傾向がある高年齢者に水分補給を勧奨するこ

となど）についても検討しましょう。

高年齢者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施

高年齢者の身体機能等の低下等による労働災害の発生リスクについて、災害事例等からリス

クを洗い出して対策の優先順位を検討し、その結果も踏まえ以下の２～５を参考に優先順位

の高いものから取組事項を決めましょう。

事業者が講ずべき措置

経営トップ
方針表明

労働者の意見を聴く機会や
労使で話し合う機会 担当者・組織の指定

危険源の特定等のリスクアセスメント及び対策の検討

事業場における安全衛生管理の基本的体制

１. 安全衛生管理体制の確立等

２. 職場環境の改善

１で実施したリスクアセスメントの結果に基づき、身体機能の低下を補う設備・装置の導入

(最優先)と高年齢者の特性を考慮した作業管理を検討します。

階段に手すりを設置する又は
段差をなくしスロープにする

墜落の危険性がある階段

リフトやスライディングボード
等の導入

足腰に負担のある移乗作業

空調服の導入

暑熱環境での作業

身体機能の低下を補う設備・装置の導入事例

リスクアセスメントにおける危険源の洗い出しについては、職場のあんぜんサイト

（労働災害事例）に掲載されている、災害事例やヒヤリハット事例を参考にすること

ができます。
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業務内容の決定の際は、健康や体力の状況に応じて、安全と健康の観点を踏まえた適合す

る業務とのマッチングに努め、継続した業務の提供に配慮しましょう。

３. 高年齢者の健康や体力の状況の把握

５. 安全衛生教育

身体機能の低下は2０～30代から始まる場合があるため、体力チェックは青年、壮年期から開始

することが望ましいです。また、体力チェックが高負荷になりすぎないよう十分配慮します。例え

ば以下のようなツールを活用することができます。

・ 管理監督者へは、高年齢者の作業に無理がないかを把握する重要性を教育します。

（高年齢者が実際に働いている現場を見て、声がけ等をする）

・ 教育の計画を立案する際に、複数の災害を対象として共通する事項とそれぞれの災害を

対象とした事項の両方を行うことが望ましいです。

健康状況・体力の状況の把握

・ 法令で定める健康診断を確実に実施しましょう。

・ 体力の状況を客観的に把握し必要な対策を行うため、主に高年齢者を対象とした体力チェックを

継続的に実施しましょう。 ※これらの情報については、適正な取り扱いが必要です。

４. 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応

個々の高年齢者の健康や体力の状況を踏まえた措置

健康や体力の状況を踏まえて、必要に応じ就業上の措置を講じましょう。

高年齢者の状況に応じた業務の提供

高年齢者の治療と就業の両立については「治療と就業の両立支援指針」に基づく取組に努めま

しょう。

心身両面にわたる健康保持増進措置

集団及び個々の高年齢者を対象として、身体機能等の維持向上のための取組を実施することが

望ましいです。

高年齢者に対する教育

・ 法令に基づく教育等を確実に行いましょう。

・ 作業内容とそのリスクについての理解を得やすくするには、十分な時間が必要です。高年齢者が

経験のない業種や業務に従事する場合には、特に丁寧な教育訓練を行いましょう。

管理監督者等に対する教育

高年齢者特有の特性と高年齢者の安全衛生対策について教育を行いましょう。

転倒等リスク評価
セルフチェック表

厚生労働省

全身持久力の

評価方法

労働安全衛生総合研究所

新体力テスト

スポーツ庁
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中小企業安全衛生

サポート事業

この補助金は、（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会が補助事業の実施事業者（補助事

業者）となり、中小企業事業者からの申請を受けて審査等を行い、補助金の交付決定と支払

を実施します。

エイジフレンドリー補助金について

対象となる事業者

次のいずれも満たす中小企業事業者であること

・ １年以上事業を実施していること

・ 役員を除き、自社の労災保険適用の高年齢労働者(60歳以上)が常時１名以上就労していること

事業者は、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずる

ように努め、個々の労働者は、自らの身体機能等の低下が労働災害リスクにつながり得ることを

理解し、労使の協力の下で取組を進めることが必要です。

個別事業場に対するコンサルティング等の活用として

は、中央労働災害防止協会の中 小 企 業 安 全 衛 生 サ

ポート事業を、補助金については厚生労働省で実施す

るエイジフレンドリー補助金を、社会的評価を高める

仕組みについてはSAFEアワード等を活用することが

できます。

補助金の目的

・ 高年齢労働者の労働災害防止のための設備改善や専門家による指導な

どの費用を補助します。

・ 高年齢労働者の雇用状況や対策・取組の計画を審査の上、効果が期待

できるものについて、補助金を支給します。

資本金又は
出資の総額 ※１

常時使用する
労働者数 ※１業 種

５,０００万円以下５０人以下小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業小売業

５,０００万円以下１００人以下
医療・福祉（※２）、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、
情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など

サービス業

１億円以下１００人以下卸売業卸売業

３億円以下３００人以下製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業などその他の業種

※１ 常時使用する労働者数、または資本金等のいずれか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。
※２ 医療・福祉法人等で資本金・出資がない場合には、労働者数のみで判断することとなります。

【参考】エイジフレンドリー補助金の申請対象となる中小企業事業者の範囲

労働者と協力して取り組む事項

国、関係団体等による支援

エイジフレンドリー

補助金

SAFEアワード

都道府県労働局・労働基準監督署

R8.1
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都道府県労働局・労働基準監督署

建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置、各種マ
ニュアル、石綿障害予防規則の概要、事前調査者の資格を
取得するための講習会情報、関係行政機関のリンク先情報
等、事業者・作業者・発注者や住民の皆さまに向けた様々
な情報を掲載しております。

「石綿総合情報ポータルサイト｣もご覧ください！

石綿総合情報ポータルサイト 検 索

解体・改修・各種設備工事を行う施工業者 (元請事業者 )の皆さまへ

石綿 (アスベスト )の事前調査は
施工業者 (元請事業者 )が
必ず行う必要があります !

石綿（アスベスト）が含まれているかどうかの調査
（事前調査）は、「建築物」の工事（新築以外）を行
う前に、有資格者に行わせる必要があります。

有資格者による事前調査

一定規模以上の工事は、労働基準監督署と都道府県等
に対して事前調査結果等を報告する必要があります。

事前調査結果の報告
事前調査の記録等を作成し、記録
の写しを除去等の作業中に現場に
備えつけるとともに、作業終了後
も 3年間保存する必要があります。

事前調査結果の保存

※「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及
　び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」
　93~95P

※「建築物等の解体等に係る石綿ばく
　露防止及び石綿飛散漏えい防止対
　策徹底マニュアル」101 ～ 103P

※「建築物等の解体等に係る石綿ば
　く露防止及び石綿飛散漏えい防
　止対策徹底マニュアル」
　95 ～ 98P

4.3.7 都道府県等、労働基準
監督署への報告　参照 →

4.3.5 事前調査の記録等の作
成、備え付け及び保存　
参照 →

4.3.4 事前調査を実施する者　参照 →

「工作物｣の工事の事前調査は
令和8年1月1日以降着工
の工事から有資格者に行わせる
必要があります。

石綿総合情報ポータルサイト
工作物石綿事前調査者 参照 →

調査結果のほか、作業主任者の氏名や
石綿ばく露防止措置等も報告が必要な
場合があります。

パソコン・
スマホから
24時間報告
可能

25



工事・作業別の規制内容の早見表

■工事開始前まで

規制内容

工事の種類 全ての解体・改修工事

建築物 工作物 鋼製の
船舶

事前調査・分析調査の実施　、記録の３年保存【３条】 ● ● ●
事前調査に関する資格者要件【３条】 ● ▲ ●

分析調査に関する資格者要件【３条】 ● ● ●

事前調査結果等の報告（工事開始前まで）【４条の２】 ● ● ●

作業計画の作成（石綿含有建材がある場合）【４条】 ● ● ●

計画の届出（工事開始の 14 日前まで）【安衛法 88 条（安衛則 90 条）、５条】 ● ● ●

※１ 事前調査で石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、有資格者による分析調査を
　　 行う必要があるが、「石綿使用有り」と見なして分析調査を行わない場合は、法令に基づく
　　 措置を講じる必要があります。
※２ 令和８年１月１日から施行されるが、施行前も有資格者による事前調査の実施が望ましい。　
※３ 床面積の合計が 80 ㎡以上の解体工事又は請負金額 100 万円以上の改修工事に限る。
※４ 特定の工作物の解体工事又は改修工事であって、かつ請負金額 100 万円以上の工事に限る。
※５ 総トン数が 20 トン以上の鋼製の船舶に係る解体工事又は改修工事に限る。
※６ 吹付け石綿等（レベル１建材）又は石綿含有保温材等（レベル２建材）がある場合に限る。
　　 建設業・土石採取業以外の事業者にあっては、作業の届出（工事開始前まで）が適用。

主な規制内容

工事の種類 吹付け石綿、
保温材等の
除去等
(レベル１•２)

けい酸カル
シウム板第
１種の破砕
等

仕上塗材の
電動工具に
よる除去

スレート板
等の成形品
の除去
(レベル３)

事前調査結果の作業場への備え付け、掲示【３条】 ● ● ● ●

石綿作業主任者の選任・職務実施【19 条、20 条】 ● ● ● ●

作業者に対する特別教育の実施【27 条】

●

● ● ●

作業場所の隔離【６条、6 条の２、６条の３】 ●

●

●

隔離空間の負圧維持・点検・解除前の除去完了確認【６条】 ●

作業時は「建材を湿潤な状態に保つこと」「除じん性能を有する電動工具
を使用すること」「その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置」の
いずれかの措置【6 条の２、6 条の３、13 条】

● ● ● ●

マスク、保護衣等の使用【14 条】 ● ● ● ●

関係者以外の立入禁止・表示【15 条】 ● ● ● ●

石綿作業場であることの掲示【34 条】 ● ● ● ●

作業者ごとの作業の記録・40 年保存【35 条】 ● ● ● ●

作業実施状況の写真等による記録・３年保存【35 条の２】 ● ● ● ●

作業者に対する石綿健康診断の実施【40 条】 ● ● ● ●

■工事開始後（石綿含有建材を扱う作業に限る）

※2

※1

※1

※3 ※4 ※5

※6 ※6 ※6

（R6.8）
（※）表の条番号に法令名がない場合は、石綿障害予防規則、「安衛法」は労働安全衛生法、「安衛則」は労働安全衛生規則を指します。26



建築物等の解体・改修工事の発注者となる方（オーナーなど）は、工事の施工業者に対して次のような配慮、 
措置を行うことが義務付けられています。 

ビル、マンション、戸 建 て住 宅 の解 体 ・ 改 修 をご検 討 の皆 さまへ 
 

石 綿 対 策 は「 皆 さま」 に関 わる問 題 です 
 

ビル、マンション、戸 建 て住 宅 の解 体 ・ 改 修 工 事 を行 う際 は、 

石 綿 が使 用 されていないか事 前 に確 認 する必 要 があります！  
 
 

石綿（アスベスト）とは 
石綿は、吸入するとじん肺、肺がん、中皮腫などの原因となる可能性があることが知られています。2006 年（平成 18 年）

9 月から製造・輸入・使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には防火・保温・断熱等の目的で石綿が
使用されている可能性があります。こうしたことから、ビルやマンション（RC 造、S 造）、戸建て住宅などの建築物等の解
体・改修工事を行う場合には、工事の施工業者は石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関係法令に定められたばく露・飛
散防止措置等を講じる必要があります。 

一方で、施工業者が関係法令に定められた措置を適正に講じるためには、工事の発注者となる建築物等のオーナーなどの
皆さまにも、費用や工期等についての配慮や関係法令に定められた措置等を行っていただく必要があります。 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発注者に 
求められる措置 措置の概要「石綿障害予防規則又は大気汚染防止法」  

情報提供 

 工事を発注する建築物等の石綿の有無の調査（事前調査）が適切に行われるよう、石綿の有無を確認する上
で有用な情報（設計図書、建築確認申請の副本等）を施工業者に提供する等の配慮をすること 

 石綿除去等の工事を行う場合に、施工業者に義務付けられる作業の実施状況についての写真等による記録が
適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮をすること 

費用負担および 
工事への配慮 

 事前調査の費用及び石綿が使用されていることが明らかになった場合における石綿除去等工事に必要な費用
を適正に負担するほか、工期、作業の方法に係る発注条件等について施工業者が法令を遵守して調査・工事
ができるよう配慮すること 

特定粉じん排出等
作業の届出 

 吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材等が使用されている建築物等の解体等作業を伴う工事に
ついては発注者が地方公共団体へ作業実施届出書を提出すること 

【RC・ S 造】 【戸建て住宅】 

アスベスト含有建材の使用部位例 国土交通省「目で見るアスベスト建材（第 2 版）」より引用  
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石綿なし                     不明 

 
 

分析調査 
 
                            石綿 
                    石綿含有    非含有 

 
石綿なし       石綿あり     石綿なし 

 
※石綿ありとみなして、必要なばく露・飛散防止対策をして 

工事を行う場合は、分析調査は不要です。 
 

 

事 前 調 査 費 用 の項 目 例  
 

・書面調査 ・現地調査 ・裏面確認調査 ・分析調査 ・総合調査報告書 ・諸経費（交通費他）   
 

 

 

【 参 考 】  適 正 な工 事 業 者 を選 定 するために 
 
石綿の有無を適切に調査し、適法な工事を行う工事の施工業者を選ぶため、以下のような事項を工事の施工業者に確認する
ことも重要です。 
 

 工事費用に、事前調査費が計上されていることや、石綿の調査を行う資格（建築物石綿含有建材調査者など）を持っているかを確認
します。 

 事前調査終了後、石綿事前調査結果報告書の提出を求めましょう。石綿含有吹付け材（レベル１）、保温材等（レベル 2）がある場合
には、労働基準監督署に提出した計画届の写しを求めましょう。 
※発注者は、これとは別に、地方公共団体への作業実施届出が必要です。 

 解体・改修工事後、石綿飛散防止措置が適切にとられたことを示す作業の実施状況の記録（写真を含む）の提出を求めましょう。 
 施工業者による石綿含有の有無の事前調査や作業の実施状況の写真等による記録が適切に行われるよう、発注者は写真の撮影を許可

する等の配慮を行いましょう。 
 

 
【 参 考 】  吹 付 け石 綿 への対 応 について 

 
建築基準法では、建築物の最低限の安全性を確保するため、吹付け石綿等について、増築等の改修時における除去または飛
散防止措置の実施を義務付けています。この吹付け石綿等が施工されている建築物は解体・改修等の機会によらず、速やか
に対策を行うことを推奨します。 
 
 

 

 
 
                               

石綿に関する情報は、石綿総合情報ポータルサイトを
ご確認ください！ 
石綿障害予防規則の概要、法令改正のポイント、建築物等の解
体・改修工事を行う際に必要な措置や、石綿の分析に関するマニ
ュアルなど、事業者・作業者・発注者のそれぞれに向けた情報を
掲載しています。 

書面調査  

石綿ありまたは 
石綿ありとみなし※ 

目視調査 

石綿総合情報ポータルサイト 
解体・改修工事の発注者向けページ 

建築基準法において規制対象とする吹付け石綿等に対しては、地方公
共団体が調査および除去等の費用の一部を補助している場合があるの
で、お近くの地方公共団体にご相談ください。 

吹付け石綿 
（鉄骨材の耐火被覆） 

石綿含有吹付け 
ロックウール 

（鉄骨材の耐火被覆） 

【建築基準法において規制対象とする吹付け石綿等】 

(R６.12) 

事前調査の流れ  
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2023年４月１日から 危険有害な作業※を行う事業者は
以下の１、2に対して一定の保護措置が義務付けられます

事業者・一人親方の皆さまへ

※ 危険有害な作業とは
労働安全衛生法第22条に関して定められている以下の11の省令で、労働者に対する健康障害防止のための保護措置の
実施が義務付けられている作業（業務）が対象です。
・労働安全衛生規則 ・有機溶剤中毒予防規則 ・鉛中毒予防規則 ・四アルキル鉛中毒予防規則 ・特定化学物質障害予防規則、
・高気圧作業安全衛生規則 ・電離放射線障害防止規則 ・酸素欠乏症等防止規則 ・粉じん障害防止規則 ・石綿障害予防規則
・東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則

法令改正の主な内容

作業の一部を請け負わせる場合は、請負人（一人親方、下請業者）に対しても、以下の措置
の実施が義務付けられます。

2022年４月作成

１ 作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化

請負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる
（または請負人に設備の使用を許可する）等の配慮を行うこと
特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、
請負人に対してもその作業方法を周知すること
労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、
請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること

同じ作業場所にいる労働者以外の人（一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、
契約関係は問わない）に対しても、以下の措置の実施が義務付けられます。

２ 同じ作業場所にいる労働者以外の者に対する措置の義務化

労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については、
その場所にいる労働者以外の人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること
労働者を立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、
その場所にいる労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止とすること
作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、
同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させること
化学物質の有害性等を労働者が見やすいように掲示する義務がある作業場所について、
その場所にいる労働者以外の人も見やすい箇所に掲示すること

労働安全衛生法に基づく省令改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う
労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施する
ことが事業者に義務付けられます。

都道府県労働局・労働基準監督署

１ 作業を請け負わせる一人親方等
２ 同じ場所で作業を行う労働者以外の人

２ 同じ作業場所にいる労働者以外の人に対する措置の義務化
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労働者

措置義務

元 方 事 業 者

※赤の矢印が新たに
生じる措置義務

請負人（二次下請）

請負人（一次下請）

一人親方

労働者 請負人（三次下請） 一人親方

注意事項

重層請負の場合は誰が措置義務者となるか
事業者の請負人に対する配慮義務や周知義務は、請負契約の相手方に対する義務です。
三次下請まで作業に従事する場合は、一次下請は二次下請に対する義務を負い、三次下請に対する
義務はありません。二次下請が三次下請に対する義務を負います。

作業の全部を請け負わせる場合にも措置が必要となるか
事業者が作業の全部を請負人に請け負わせるときは、事業者は単なる注文者の立場にあたるため、
この作業は事業者としての措置義務の対象となりません。

元方事業者が実施すべき事項
労働安全衛生法第29条第１項で、関係請負人が法やそれに基づく命令（今回改正の11省令を含
む）の規定に違反していると認めるときは、必要な指示を行わなければならないとされています。
今回の改正で義務付けられた措置を関係請負人が行っていない場合は、「必要な指示」を行わなけ
ればなりません。

配慮義務の意味
配慮義務は、配慮すれば結果が伴わなくてもよいということではありません。
何らかの手段で、労働者と同等の保護が図られるよう便宜を図る等の義務が事業者に課されます。

周知の方法
周知は以下のいずれかの方法で行ってください。
周知内容が複雑な場合等は、①～③のいずれかの方法で行ってください。
① 常時作業場所の見やすい場所に掲示または備えつける
② 書面を交付する（請負契約時に書面で示すことも含む）
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録した上で、
各作業場所にこの記録の内容を常時確認できる機器を設置する

④ 口頭で伝える

請負人等が講ずべき措置
事業者から必要な措置を周知された請負人等自身が、確実にこの措置を実施することが重要です。
また、一人親方が家族従事者を使用するときは、家族従事者に対してもこの措置を行うことが重要
です。
労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止を遵守しなければなりません。

措置義務措置義務

措置義務措置義務 措置義務
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2025年４月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、

以下の１、2を対象とする保護措置が義務付けられます

事業者・一人親方の皆さまへ

※ 労働安全衛生法第20条、第21条及び第25条、第25条の２に関して定められている以下の４つの省令で、
作業場所に起因する危険性に対処するもの（退避、危険箇所への立入禁止等、火気使用禁止、悪天候時の
作業禁止）について事業者が実施する措置が対象です。

・労働安全衛生規則 ・ボイラー及び圧力容器安全規則 ・クレーン等安全規則 ・ゴンドラ安全規則

法令改正等の主な内容

2024年４月作成

労働安全衛生法に基づく省令改正により、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を

行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、必要な措置（※）を実施

することが事業者に義務付けられます。

都道府県労働局・労働基準監督署

１ 危険箇所等で作業に従事する労働者以外の人
２ 危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等

１ 危険箇所等において事業者が行う退避や立入禁止等の措置の対象範囲
を、作業場で何らかの作業に従事する全ての者に拡大

⚫ 労働者に対して危険箇所等への立入禁止、危険箇所等への搭乗禁止、立入等が可能な箇所
の限定、悪天候時の作業禁止の措置を行う場合、その場所で作業を行う労働者以外の人も
その対象とすること

⚫ 喫煙等の火気使用が禁止されている場所においては、その場所にいる労働者以外の人につ
いても火気使用を禁止すること

⚫ 事故発生時等に労働者を退避させる必要があるときは、同じ作業場所にいる労働者以外の
人も退避させること

危険箇所等で作業を行う場合に、事業者が行う以下の措置については、同じ作業場所にい

る労働者以外の人（一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、契約関係は問わ

ない）も対象にすることが義務付けられます。

危険箇所等で行う作業の一部を請負人（一人親方、下請業者）に行わせる場合には、以下
の措置が義務づけられます。

２ 危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等に対する周知
の義務化

⚫ 立入禁止とする必要があるような危険箇所等において、例外的に作業を行わせるために労
働者に保護具等を使用させる義務がある場合には、請負人（一人親方、下請業者）に対し
ても保護具等を使用する必要がある旨を周知すること

今回の改正で請負人への保護具等の使用に係る周知が義務付けられるのは、立入禁止とする必要

があるような危険箇所で例外的に作業を行わせる場面に限られますが、それ以外の場面であっても、

① 作業に応じた適切な保護具等を労働者に使用させることが義務付けられている場面

② 特定の作業手順や作業方法によって作業を行わせることが義務付けられている場面

については、事業者が作業の一部を請け負わせた請負人に対して、保護具等の使用が必要である旨

や、特定の作業手順、作業方法によらなければならない旨を周知することが推奨されます。

重

要
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労働者

措置義務

元 方 事 業 者

※赤の矢印が新たに
生じる措置義務

請負人（二次下請）

請負人（一次下請）

一人親方

労働者 請負人（三次下請） 一人親方

注意事項

重層請負の場合は誰が措置義務者となるか

《 危険箇所等において事業者が行う退避や立入禁止等の措置》
危険箇所等における立入禁止等の措置は、個々の事業者が当該場所において措置すべきものです。
しかしながら、危険箇所等における作業を重層請負により複数の事業者が共同で行っている場合

等、同一場所についてこれらの義務が複数の事業者に課されているときは、立入禁止の表示や掲示
を事業者ごとに複数行う必要はなく、元方事業者がまとめて実施するなど、共同で表示や掲示を
行っても差し支えありません。

《危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等に対する周知》

事業者の請負人に対する周知は、個々の事業者が請負契約の相手方に対して措置すべきものです。

三次下請まで作業に従事する場合は、一次下請は二次下請に対する義務を負い、三次下請に対す

る義務はありません。二次下請が三次下請に対する義務を負います。

作業の全部を請け負わせる場合にも措置が必要となるか

事業者が作業の全部を請負人に請け負わせるときは、事業者は単なる注文者の立場にあたるため、

この作業は事業者としての措置義務の対象となりません。

元方事業者が実施すべき事項

労働安全衛生法第29条第１項・第２項で、関係請負人が法やそれに基づく命令（今回改正の４省

令を含む）の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならないこと、違反していると認め

るときは必要な指示を行わなければならないことが規定されています。今回の改正で義務付けられ

た措置を関係請負人が行っていない場合は、「必要な指導・指示」を行わなければなりません。

周知の方法

周知は以下のいずれかの方法で行ってください。

周知内容が複雑な場合等は、①～③のいずれかの方法で行ってください。

① 常時作業場所の見やすい場所に掲示または備えつける

② 書面を交付する（請負契約時に書面で示すことも含む）

③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録した上で、

各作業場所にこの記録の内容を常時確認できる機器を設置する

④ 口頭で伝える

請負人等が講ずべき措置

事業者から必要な措置を周知された請負人等自身が、確実にこの措置を実施することが重要です。

また、一人親方が家族従事者を使用するときは、家族従事者に対してもこの措置を行うことが重要

です。

労働者以外の人も立入禁止や喫煙、火気使用の禁止を遵守しなければなりません。

措置義務措置義務

措置義務措置義務 措置義務
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厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

トラックでの荷役作業時における 
安全対策が強化されます。

労働安全衛生規則（以下「安衛則」といいます）が改正され「昇降設備の設
置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務
付けられました。
特別教育については令和 6 年 2 月から、それ以外の規定は令和 5 年 10 月
から施行されます。

改正のあらまし

昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大されます1

テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます2

これまで最大積載量 5トン以上の貨物自動車を対象としておりましたが、新たに最大積載量 2トン以上�
5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけられます�
（一部例外あり）。

テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育 4時間、実技教育 2時間の安全衛生に係る�
特別の教育を行うことが必要になります。

運転位置から離れる場合の措置が一部改正されます3
運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務が除外されます。�
なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要です。
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昇降設備、保護帽の設置義務の範囲が拡大されます1

● 昇降設備について（安衛則第 151条の 67関係）

荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量
が 5トン以上のものに加え、2トン以上 5トン未満のものが追加されます。
「昇降設備」には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップ等
が含まれます。なお、昇降用ステップは、できるだけ乗降グリップ等による三点支持等により安全に
昇降できる形式のものとするようにしてください。

○：現行の規則、●：新設、△：望ましい措置

2t 未満 2t 以上 5t 未満 5t 以上 備 考

床面から荷の上
又は荷台までの
昇降設備の設置

△ ● ○
高さ 1.5m を超える箇所で作業を行うときは、安
衛則第 526 条第 1 項の規定に基づき、原則とし
て昇降設備の設置が義務付けられています。

※荷の積み卸しを伴わない作業については、陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインにおいて、昇降設備の設置や墜落・転落の危険
のある作業において保護帽を着用することとされています。

【テールゲートリフターをステップとして使用する場合の留意事項】

● 保護帽について（安衛則第 151条の 74関係）

荷を積み卸す作業を行うときに、労働者に保護帽を着用させる義務の対象となる貨物自動車について、
最大積載量が 5トン以上のものに加え、以下のものが追加されます。

①最大積載量が 2トン以上 5トン未満の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放されているも
の又は構造上開閉できるもの（平ボディ車、ウイング車等）。

②最大積載量が 2トン以上 5トン未満の貨物自動車であって、テールゲートリフターが設置されてい
るもの（テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う等の場合は適用されません）。

保護帽は、型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用する必要があります。
○：現行の規則、●：新設、△：望ましい措置

2t 未満 2t 以上 5t 未満 5t 以上 備 考

墜落による危険を
防止するための
保護帽の着用

△
● 

（上記①②） ○
高さ 2m 以上の箇所で作業を行うときは、安衛則
第 518 条の規定に基づき、墜落による危険を防
止するための措置を講じる必要があります。△ 

（上記以外）

※荷の積み卸しを伴わない作業については、陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインにおいて、昇降設備の設置や墜落・転落の危険
のある作業において保護帽を着用することとされています。

R5.10.1
施行

テールゲートリフターを
昇降設備として使用する
場合は、中間位置で停止
させてステップとして使
用してください。

原則として、テールゲート
リフターの昇降時には、労
働者を搭乗させてはいけま
せん。

※詳細についてはメーカー
取扱説明書をご参照くださ
い。
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テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への
特別教育が義務化されます2

荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作※の業務を行う労働者に対し、以下の科目、
時間について特別教育を実施する必要があります。
また、特別教育を行ったときは、事業者において受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存する
必要があります。
※「テールゲートリフターの操作」には、稼働スイッチの操作のほか、キャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこ
と等が含まれます。

科 目 範 囲 時 間

学科教育

テールゲートリフターに
関する知識

・テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法
・テールゲートリフターの点検及び整備の方法 1.5 時間

テールゲートリフターによる
作業に関する知識

・荷の種類及び取扱い方法
・台車の種類、構造及び取扱い方法
・保護具の着用
・災害防止

2 時間

関係法令 ・労働安全衛生法令中の関係条項 0.5 時間

実技教育 ・テールゲートリフターの操作の方法 2 時間

【一部省略できる者】
① 施行の日時点において 6 月以上の業務従事歴を有する者は以下の時間とすることができます。

テールゲートリフターに関する知識 ⇒ 45 分以上で可　　テールゲートリフターによる作業に関する知識 ⇒ 省略不可
関係法令 ⇒ 省略不可　　テールゲートリフターの操作の方法 ⇒ 1 時間以上で可

②「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく教育を実施した者は以下のとおり省略できます。
テールゲートリフターに関する知識 ⇒省略可　　テールゲートリフターによる作業に関する知識 ⇒省略可
関係法令 ⇒ 省略不可　　テールゲートリフターの操作の方法 ⇒ 省略不可

③ 陸上貨物運送事業労働災害防止協会による「ロールボックスパレット及びテールゲートリフター等による荷役作業安全講習会」を受講した者は 
以下のとおり省略できます。
テールゲートリフターに関する知識 ⇒ 省略不可　　テールゲートリフターによる作業に関する知識 ⇒省略可
関係法令 ⇒ 省略不可　　テールゲートリフターの操作の方法 ⇒ 省略不可

※その他詳細については最寄りの労働基準監督署あてお問い合わせください。

R6.2.1
施行

運転位置から離れる場合の措置が一部改正されます3

走行のための運転位置とテールゲートリフター等の操作位置が異なる貨物自動車を運転する場合に
おいて、テールゲートリフター等を操作し、又は操作しようとしている場合は、原動機の停止義務
の適用が除外されます。なお、ブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走防止措置については、
引き続き義務付けられることにご留意ください。また、逸走防止の観点から、可能な範囲で原動機
も停止するようにしてください。

R5.10.1
施行
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昇降設備の留意事項について

貨物自動車に設置されている昇降用の�
ステップについては、可能な限り乗降�
グリップがあり、三点支持等により安全
に昇降できる形式のものとしてください。

貨物自動車に設置されているステップで
突出していないもの（上から見たときに
ステップが見えない等）は、墜落・転落
するリスクが高いため、より安全な昇降
設備を設置するようにしてください。

可搬式の踏み台等の例

〈墜落のリスクが高い〉 〈望ましい〉

新たに保護帽の着用が必要となるトラックの種類（最大積載量 2トン以上 5トン未満のもの）

保護帽の着用が必要となるもの 適用されないもの

建機運搬車
（荷台の側面が構造上開放されているものの例）

平ボディ車 バン
（テールゲートリフターが設置されていないもの）

バン
（テールゲートリフターが設置されているもの）

ウイング車

（荷台の側面が構造上開閉できるものの例）

※墜落・転落の危険のある作業において
保護帽を着用することが望ましい。

※最大積載量 5トン以上のトラックについては、トラックの種類にかかわらず保護帽の着用が必要です。
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テールゲートリフターの種類

その他、気をつけていただきたい事

【床下格納式におけるサイドストッパーの
隙間についての注意事項】

【ロールボックスパレットの不具合を 
確認したとき】

【テールゲートリフターの点検について】
テールゲートリフターについては、安衛則第
151条の75に基づき作業開始前に点検を行っ
てください。

【U字型ロールボックスパレットについて】

メーカー固有の商品名にかかわらず、労働安全衛生規則においては、貨物自動車の荷台の後部に設置された
動力により駆動されるリフトが規制の対象になります。

アーム式 後部格納式垂直式 床下格納式

折り畳み部周辺のサイドストッパーに隙間が
生じるので、隙間から車輪が脱輪しないよう、
注意してください。

ロールボックスパレットの不具合を確認した
場合は、速やかに所有者又は荷主に報告し、
対応を協議してください。

短辺側をストッパーに当てると斜め配置にな
り、転倒や荷崩れにつながるおそれがあります
ので、逸走防止措置を確実に講じてください。

［点検項目の例］

①正常に動作するか、異音がないか
②部材に亀裂、損傷、変形等がないか
③油圧系統に接手のゆるみや油漏れ等がないか
④�スイッチは正常に動作するか、電気系統に異常はないか
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厚生労働省では、陸上貨物運送事業における労働災害を防止するため、�
以下のガイドラインを公表しております。
法令に定める事項のほか同ガイドラインに定める措置についても�
積極的な取組を進めていただきますようお願いいたします。

陸上貨物運送事業における荷役作業の
安全対策ガイドライン
陸運業に従事する労働者の荷役作業での労働災害を防止するために、荷役作業
場所における安全の確保等、陸運事業者、荷主、配送先、元請事業者などが取
り組むべき事項を示したもの。

交通労働災害防止のためのガイドライン
交通労働災害の防止を図るための指針として、安全な走行ができない可能性が
高い発注の禁止等、事業者や運転者の責務と、荷主、元請事業者等による配慮
事項等を示したもの。

●令和6年（2024年）4月からトラック運転者の改善基準告示を改正！

発荷主・着荷主・元請運送事業者の皆さまへ

●長時間の恒常的な荷待ちを改善しましょう
トラック運転者の長時間労働や過労の要因となるため、長時間の荷待ちを発生させないよう努めましょう。

改正安衛則の本文や施行通達など、詳しい内容につきましては、�
厚生労働省ホームページからご覧いただけます。

▲詳細はこちらを
ご覧ください

▲詳細はこちらを
ご覧ください

▲詳細はこちらを
ご覧ください

ご不明点は、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。

検 索労基署　所在案内■ 労働基準監督署一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

（2023.6）

取り組み例
・納品時間の指定を柔軟にする
・納品を特定の曜日・時間帯に集中させない
・積込場所を分散し１か所当たりの車両台数を減らす
・パレットを用いるなどで荷役作業の時間を短縮する
・注文からお届けまでの期間に余裕をもたせる

詳細はこちらをご覧ください▶
「荷主と運送事業者の協力による取引環境と
　長時間労働の改善に向けたガイドライン」
　厚生労働省・国土交通省・公益社団法人
　　　　　全日本トラック協会（2019/08）
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厚生労働省 北海道労働局 ・ 労働基準監督署

WARNING　WARNING　WARNING　WARNING　WARNING　WARNING　WARNING

１ 警備計画、工事用車両の作業計画の周知と調整

２ 建設機械やトラックの運行範囲・死角に入らない

３ 後進時は誘導者の指示に従い走行する

４ 車両の動き出し前は周囲の確認と合図を行う

様々な職種の人が同じ場所で作業を行う工事現場で災害を無くすためには、関係者
の作業の連絡調整とそれぞれの方が現場のルールを守ることが必要不可欠です。
被害者にも加害者にもならないために、自分が主役の安全対策、進めましょう。

守ろう！皆の命を守る現場のルール

警備業事業者の皆様
は裏面もチェック！

⇩

交
通
誘
導
警
備
員
が
ひ
か
れ
る

死
亡
災
害
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

(R5.7)
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作

業

開

始

前

事前調査の的確な実施 □

計画段階でのリスクアセスメント実施 □

調査結果に基づいた適切な作業計画の作成 □

危険箇所等の作業計画への明示 □

警備を行う作業場所の的確な点検 □

保護具、用具類の点検 □

作業指揮者の選任 □

全員で安全な作業の打ち合わせ実施 □

建設現場における元請との連携 □

KY活動と体調管理の確認 □

警備員に対する安全衛生教育の実施

作

業

時

車両の入退場時における接触防止の徹底 □

公道上における
安全な車両誘導
の徹底

□

建設現場敷地内における
車両誘導の安全対策徹底

□

体調管理と休憩時間の確保 □

悪天候時等の環境悪化への対応 □

公衆災害の防止対策 □

警備業務の労働災害防止チェックリスト 下記項目を確認してください。

安
全
衛
生
対
策
等

点
検
等

作
業
計
画
等

警備する作業場所や周辺の状況、建設

現場においては、元請からの情報収集

警備員の適正配置、
夜間照明等を検討

車両の駐停車の位置確認、車両
の運行経路と警備員の動線確認

危険・有害要因の洗い出し、
リスク評価と低減対策の検討

墜落・転落のおそれ、段差など
転倒要因がないか、記録保存も

保護帽、作業服、安全靴、安全ベルト、
誘導灯、カラーコーン、標識などの点検

作業計画・手順の確認・周知、
危険予知活動の的確な実施

車両入退場の情報、道路使用許可、
駐停車場所、休憩場所の情報共有

作業開始前の危険予知、朝礼時における
警備員の健康状況把握と体調管理の徹底

的確な安全教育や作業場所
に応じた避難訓練の実施

警備する作業場所における適正な人員配置、安全な車両誘導
方法の指揮、警備員の保護具類の使用確認などの職務遂行

的確な車両誘導と
車両との距離確保！

道路工事や建設現場出入口からの
車両誘導時における公道上での安全
作業の徹底、交通法規の遵守確認と
安全な立ち位置の確保！

現場敷地内における車両の運行経路と
警備員などの動線確保、監視人の配置

警備員における体調変化の有無の確認、
体力回復に向けた適切な休憩確保、
熱中症予防対策の徹底

強風、大雨など悪天候時における
安全作業の徹底と装備の確認！

第三者（通行人等）に対する安全対策
（誘導員配置や歩行通路の確保)などの配慮

( ）

(  ）

( ）

( ）

( ）
(  ）

(  ）

( ）

(  ）

(  ）
( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）
作業場名 点検日 点検者
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1年間（12か月）

法定労働時間

※休日労働を含む

労働基準法第139条第1項 労働基準法第33条第1項

対象 災害における復旧および復興の事業
災害その他避けることのできない事由によって、
臨時の必要がある場合

手続き

専用の様式であらかじめ36協定を届出

（労働基準法施行規則 様式第9号の3の2
または様式第9号の3の3）

事前の許可または事後の届出

（労働基準法施行規則 様式第6号）

効果
36協定で定める範囲内で
時間外・休日労働を行わせることができる

36協定で定める限度と別に
時間外・休日労働を行わせることができる

上限
規制
の取
り扱い

【適用なし】
✓ 月100時間未満
✓ 複数月平均80時間以内

【適用あり】
✓ 年720時間
✓ 月45時間超は年6か月まで

適用なし

建設業の時間外労働の上限規制（原則）１

2024年4月から、時間外労働の上限は月45時間・年360時間となります。

原則として次のような上限規制が適用されます。

建設業の時間外労働の上限規制（災害対応のための例外）２

災害対応のための次の例外の規定があり、各規定の適用対象となる場合（「対象」

の詳細は裏面・3参照）の取り扱いは以下のとおりです。

✓ １週40時間
✓ １日８時間

建設業に関する36協定届等の様式は、こちらから入手できます。

※災害における復旧・復興の
事業では適用されません

建設業の事業主の皆さまへ

■法律による上限(例外)

(月45時間超は年6か月まで)

✓ 年720時間
✓ 月100時間未満※

✓ 複数月平均80時間※

特別条項
■法律による上限(原則)

✓ 月45時間
✓ 年360時間

時間外労働の限度時間

建設業「時間外労働の上限規制」のポイント
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（2024/３）

「建設業の時間外労働の上限規制」について詳しくはこちら

建設業 上限規制

労働基準法第139条第1項 労働基準法第33条第1項

適用
対象

災害における復旧および復興の事業

＜考え方＞

◼工事名称にかかわらず、特定の災害によ
る被害を受けた道路や鉄道の復旧、仮
設住宅や復興支援道路の建設などの復
旧および復興の事業が対象となります。

◼例えば、都道府県等との災害協定に基
づく災害の復旧の事業や、維持管理契
約内での発注者の指示により対応する災
害の復旧の事業などが該当します。

◼差し迫った災害に備えて行う場合には、
凍結防止剤の散布などの対応も該当し
ます。

災害その他避けることのできない事由によっ
て、臨時の必要がある場合

＜考え方＞

◼業務運営上通常予見できない災害等が
発生し、36協定で協定された限度時間を
超えて労働させる臨時の必要があるなどの
場合に対象となります。

◼例えば、地震、津波、風水害、雪害、爆
発、火災などが発生し、人命や公益を保護
するために、時間外・休日労働を行う臨時
の必要がある場合は対象となります。

◼単なる業務の繁忙その他これに準ずる経
営上の必要は対象となりません。

◼災害の復興の事業は対象となりません。

※ 図は一般的なイメージであり、労基法第33条第１項の対象となるかは、実際には上記の考え方

に照らして、個別の事案ごとに判断する必要があります。

このため、上記の例以外でも、労基法第33条第１項の対象となる場合があります。

（参考）災害における復旧および復興の事業における
労基法第139条第1項と労基法第33条第1項の関係図

上限規制の例外規定の適用対象となる事業等の考え方３

ご不明な点は都道府県労働局・労働基準監督署までお問い合わせください。

災害復旧事業

労基法第139条第１項の対象

（災害における復旧および復興の事業）

（例）緊急的な機能回復がある程度完了した段階で発注さ
れる被災した施設を原形に復旧する工事 など

※労基法第33条第１項の対象とはならない

災害復旧事業のうち、労基法第33条第１項の対象

除雪作業
家畜伝染病に
係る防疫措置

など

（例）復興事業段階の
工事

※労基法第33条第１項の
対象とはならない防疫協定や契約等に基づく

（例）都道府県等との災害協定・（例）緊急的な
機能回復のため
の災害復旧工事

災害復興事業
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都道府県労働局 労働基準監督署
建設業については、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていましたが、
2024年4月から建設業にも上限規制が適用されます。

わかりやすい解説
時間外労働の上限規制

2024年4月から

都道府県労働局 労働基準監督署
建設業については、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていましたが、
2024年4月から建設業にも上限規制が適用されます。

CONSTRUCTION INDUSTRY

わかりやすい解説
時間外労働の上限規制

2024年4月から
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労働基準法における労働時間の定め

労働時間は労働基準法によって
上限が定められており、

労使の合意に基づく所定の手続きをとらなければ、
これを延長することはできません。

労働時間の定め

法律で定められた
労働時間の限度

労働時間・休日に関する原則

8１日 時間及び1週 40時間
法律で
定められた休日 1毎週少なくとも 回

これを超えるには、

が必要です。

36協定の
締結・届出

労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。
また、休日は原則として、毎週少なくとも１回与えることとされています。これを「法定休日」といいます。

36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、
36協定で定める時間外労働及び休日労働について
留意していただくべき事項に関して策定された指針です。

36協定の締結に当たっては、
 この指針の内容に留意してください。

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、
　労働基準法第36条に基づく労使協定（36（サブロク）協定）の締結
　36協定の所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。

詳しくはこちら

01

労働基準法における労働時間の定め

労働時間は労働基準法によって
上限が定められており、

労使の合意に基づく所定の手続きをとらなければ、
これを延長することはできません。

労働時間の定め

法律で定められた
労働時間の限度

労働時間・休日に関する原則

8１日 時間及び1週 40時間
法律で
定められた休日 1毎週少なくとも 回

これを超えるには、

が必要です。

36協定の
締結・届出

労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。
また、休日は原則として、毎週少なくとも１回与えることとされています。これを「法定休日」といいます。

36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、
36協定で定める時間外労働及び休日労働について
留意していただくべき事項に関して策定された指針です。

36協定の締結に当たっては、
 この指針の内容に留意してください。

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、
　労働基準法第36条に基づく労使協定（36（サブロク）協定）の締結
　36協定の所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。

詳しくはこちら
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時間外労働の上限規制

改正後

上限規制のイメージ 法律による上限
（特別条項/年6回まで）

※休日労働を含む。

年720時間
複数月平均80時間※

月100時間未満※
月45時間
年360時間

1年間 ＝ 12か月

法律による上限（原則）

法定労働時間
1日8時間
週40時間

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも、
以下を守らなければなりません。
時間外労働が年720時間以内

時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

時間外労働と休日労働の合計について、２～6か月平均80時間以内

時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度

建設の事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業に限り、 
令和6年4月1日以降も次の規定は適用されません。

時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

時間外労働と休日労働の合計について、２～6か月平均80時間以内

※年720時間の上限及び時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度という規制は適用されます。

時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。

※例えば時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、
時間外労働＝44時間、休日労働＝56時間、のように合計が月100時間以上になると法律違反となります。

特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、
月100時間未満、2～6か月平均80時間以内にしなければなりません。!

時間外労働の上限規制については、働き方改革関連法による改正後の労働基準法により法定化され、
平成31年4月1日（中小企業は令和2年4月1日）から施行されています。建設の事業については、
時間外労働の上限規制の適用が猶予されていましたが、令和6年4月1日から適用されます。

02

時間外労働の上限規制

改正後

上限規制のイメージ 法律による上限
（特別条項/年6回まで）

※休日労働を含む。

年720時間
複数月平均80時間※

月100時間未満※
月45時間
年360時間

1年間 ＝ 12か月

法律による上限（原則）

法定労働時間
1日8時間
週40時間

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも、
以下を守らなければなりません。
時間外労働が年720時間以内

時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

時間外労働と休日労働の合計について、２～6か月平均80時間以内

時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度

建設の事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業に限り、 
令和6年4月1日以降も次の規定は適用されません。

時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

時間外労働と休日労働の合計について、２～6か月平均80時間以内

※年720時間の上限及び時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度という規制は適用されます。

時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。

※例えば時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、
時間外労働＝44時間、休日労働＝56時間、のように合計が月100時間以上になると法律違反となります。

特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、
月100時間未満、2～6か月平均80時間以内にしなければなりません。!

時間外労働の上限規制については、働き方改革関連法による改正後の労働基準法により法定化され、
平成31年4月1日（中小企業は令和2年4月1日）から施行されています。建設の事業については、
時間外労働の上限規制の適用が猶予されていましたが、令和6年4月1日から適用されます。
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災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、
その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働
させることができます。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく
届け出なければなりません。

労働基準法第33条第1項

許可基準（令和元年6月7日付け基監発0607第1号）の概要

労働基準法第33条第１項の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合には、労働基準監督
署長に許可申請等を行うことにより、36協定で定める限度とは別に時間外・休日労働を行わせることが
できます。その場合、時間外労働の上限規制はかかりません。

　  許可の対象には、災害その他避けることのできない事由に直接対応する場合に加えて、当該事由に対応する
に当たり、必要不可欠に付随する業務を行う場合が含まれる。
具体的には、例えば、事業場の総務部門において、当該事由に対応する労働者の利用に供するための食事や寝具の準備を
する場合や、当該事由の対応のために必要な事業場の体制の構築に対応する場合等が含まれる。

　  「雪害」については、道路交通の確保等人命又は公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要がある場合が
該当する。具体的には、例えば、安全で円滑な道路交通の確保ができないことにより通常の社会生活の停滞を招く
おそれがあり、国や地方公共団体等からの要請やあらかじめ定められた条件を満たした場合に、除雪を行うこととした
契約等に基づき除雪作業を行う場合や、人命への危険がある場合に住宅等の除雪を行う場合のほか、降雪により
交通等の社会生活への重大な影響が予測される状況において、予防的に対応する場合が含まれる。

　　「ライフライン」には、電話回線やインターネット回線等の通信手段が含まれる。

　  許可基準に定めた事項はあくまでも例示であり、限定列挙ではなく、これら以外の事案についても「災害その他
避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」となることもあり得る。
　　例えば、「他の事業場からの協力要請に応じる場合」について、国や地方公共団体からの要請も含まれる。そのため、
例えば、災害発生時において、国の依頼を受けて避難所避難者へ物資を緊急輸送する業務が含まれる。

1

労働基準法第33条第１項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定であるからその

臨時の必要の限度において厳格に運用すべきものであって、その許可又は事後の承認は、概ね次の基準によって取り扱うこと。

　  単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。

　  地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応（差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む。）、

急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認めること。例えば、災害その他避けることのできない

事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模な

リコール対応は含まれること。

　  事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認めるが、

通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めないこと。例えば、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの

対応は含まれること。

　  ②及び③の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、人命又は公益の確保のために

協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には、認めること。

災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の
一部改正について（令和元年6月7日付け基発0607第１号）の概要
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例えば、災害発生時において、国の依頼を受けて避難所避難者へ物資を緊急輸送する業務が含まれる。
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　  単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。
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36協定の
締結・届出が必要
＜協定事項＞

特別条項として
災害時における復旧及び復興の事業に
従事する場合における月/年の
時間外・休日労働時間数

月45時間を超えることが
できる回数（6回まで）等

※緊急時であっても、可能な限り時間外・休日労働は36協定の範囲内とすること。

※時間外･休日労働の以下の規制は適用しない
月100時間未満 2～6か月平均80時間以内

特別条項として
月45時間を超える場合
における月/年の
時間外・休日労働時間数

月45時間を超えることが
できる回数（6回まで）等

一般条項として
時間外・休日労働を
させることができる場合

その場合の労働者の
範囲や人数

１日/１か月/１年の時間外
労働時間数の限度等

見込まれない

見込まれない

見込まれる

月45時間超の
時間外・休日労働が
見込まれるか？

災害時の
復旧･復興の対応が
見込まれるか？

公益・人命保護のために緊急を要する災害対応により、
36協定に定める限度時間・回数を超える時間外・休日労働があった

労働基準法第33条の許可/届出

36協定（様式9号の4）からの変更点

原則として時間外労働を1か月45時間、1年360時間以内で協定することが必要

1か月45時間を超えて時間外・休日労働をさせることがあるとして特別条項を設ける場合、
特別延長できる回数を年6回までで協定することが必要

災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外・休日労働の合計が以下を満たすことを協定することが必要
月100時間未満 2～6か月平均80時間以内

手続フローチャート

見込まれる

※様式９号の３の２は
災害時の復旧・復興の
対応が見込まれる場合

様式
９号の2

様式
９号の
３の３

様式９号、
様式９号の
３の２※

04
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＜協定事項＞
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できる回数（6回まで）等
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一般条項として
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公益・人命保護のために緊急を要する災害対応により、
36協定に定める限度時間・回数を超える時間外・休日労働があった

労働基準法第33条の許可/届出

36協定（様式9号の4）からの変更点

原則として時間外労働を1か月45時間、1年360時間以内で協定することが必要

1か月45時間を超えて時間外・休日労働をさせることがあるとして特別条項を設ける場合、
特別延長できる回数を年6回までで協定することが必要

災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外・休日労働の合計が以下を満たすことを協定することが必要
月100時間未満 2～6か月平均80時間以内
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36
協
定
届
の
記
載
例（
月
4
5時
間
超
の
時
間
外
・
休
日
労
働
が
見
込
ま
れ
ず
、

災
害
時
の
復
旧
・
復
興
の
対
応
が
見
込
ま
れ
な
い
場
合
）（
様
式
第
９
号（
第
16
条
第
１
項
関
係
））

労
働
時
間
の
延
長
及
び
休
日
の
労
働
は
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、労
使
当
事
者
は
こ
の

こ
と
に
十
分
留
意
し
た
上
で
協
定
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、使
用
者
は
協
定
し
た
時
間
数
の
範
囲
内
で

労
働
さ
せ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、労
働
契
約
法
第
５
条
に
基
づ
く
安
全
配
慮
義
務
を
負
い
ま
す
。

36
協
定
で
締
結
し
た
内
容
を
協
定
届（
本
様
式
）に
転
記
し
て
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

36
協
定
の
届
出
は
電
子
申
請
で
も
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
任
意
）の
欄
は
、記
載
し
な
く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

36
協
定
届（
本
様
式
）を
用
い
て
36
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。そ
の
場
合
に
は
、記
名
押
印
又
は
署
名
な
ど
労
使
双
方
の
合
意
が
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
よ
う
な
方
法
に
よ
り
締
結
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。必
要
事
項
の
記
載
が
あ
れ
ば
、協
定
届
様
式
以
外
の
形
式
で
も
届
出
で
き
ま
す
。

表
面

土
木
工
事
業
　

臨
時
の
受
注
対
応

機
械
、工
具
の
故
障
等
へ
の
対
応

月
末
の
決
算
事
務

工
程
変
更

臨
時
の
受
注
対
応

機
械
、工
具
の
故
障
等
へ
の
対
応

現
場
作
業

施
工
管
理

現
場
管
理

経
理
事
務
員

施
工
管
理

10
人
3人 3人 5人 3人

7.
5時
間

7.
5時
間

7.
5時
間

7.
5時
間

7.
5時
間

土
日
祝
日

土
日
祝
日

経
理
担
当
事
務
員

山
田
花
子

投
票
に
よ
る
選
挙

代
表
取
締
役

田
中
太
郎

○
○
○
○

3
12

○
○
○
○

○
　
○

3
15

1か
月
に
１
日

1か
月
に
１
日

8:
30
～
17
:3
0

8:
30
～
17
:3
0

3時
間

2時
間

2時
間

3時
間

3時
間

3.
5時
間

2.
5時
間

2.
5時
間

3.
5時
間

3.
5時
間

30
時
間

15
時
間

15
時
間

20
時
間

20
時
間

40
時
間

25
時
間

25
時
間

30
時
間

30
時
間

25
0時
間

15
0時
間

15
0時
間

20
0時
間

20
0時
間

37
0時
間

27
0時
間

27
0時
間

32
0時
間

32
0時
間

3人 3人
施
工
管
理

現
場
管
理

○
○
建
設
株
式
会
社
　
○
○
営
業
所

○
○
○
   
  ○
○
○
○

○
○
○
 　
　
   
○
○
○
○
 　
　
　
○
○
○
○

○
○
市
○
○
町
１
－
２
－
３

○
○
○
○
年
４
月
１
日

か
ら
１
年
間

○
○
○
○
年
４
月
１
日

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

労
働
保
険
番
号

都
道
府
県
所
掌

管
轄

基
幹
番
号

枝
番
号

被
一
括
事
業
場
番
号

法
人
番
号

様
式
第
９
号
 （
第
16
条
第
１
項
関
係
）

に
関
す
る
協
定
届

時
間
外
労
働

休
日
労
働

事
業
の
種
類

事
業
の
名
称

事
業
の
所
在
地（
電
話
番
号
）

協
定
の
有
効
期
間

（
〒
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ）

（
電
話
番
号
:　
　
　
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ）

時
間
外
労
働
を
さ
せ
る

必
要
の
あ
る
具
体
的
事
由

①
 下
記
②
に
該
当
し
な
い
労
働
者

②
 １
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制

　
に
よ
り
労
働
す
る
労
働
者

時 間 外 労 働 休 日 労 働

業
務
の
種
類

労
働
者
数

満
18
歳

以
上
の
者

（
）所
定
労
働
時
間

（
1日
）

（
任
意
）

１
日

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

（
任
意
）

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

（
任
意
）

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

（
任
意
）

１
箇
月（
①
に
つ
い
て
は
45
時
間
ま

で
、②
に
つ
い
て
は
42
時
間
ま
で
）

１
年（
①
に
つ
い
て
は
36
0時
間
ま

で
、②
に
つ
い
て
は
32
0時
間
ま
で
）

起
算
日

(年
月
日
)

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

休
日
労
働
を
さ
せ
る
必
要
の
あ
る
具
体
的
事
由

業
務
の
種
類

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

法
定
休
日
の
日
数

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
法
定

休
日
に
お
け
る
始
業
及
び
終
業
の
時
刻

所
定
休
日

（
任
意
）

労
働
者
数

満
18
歳

以
上
の
者

（
）

□

□

□

上
記
で
定
め
る
時
間
数
に
か
か
わ
ら
ず
、時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
を
合
算
し
た
時
間
数
は
、１
箇
月
に
つ
い
て
10
0時
間
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、か
つ
２
箇
月
か
ら
６
箇
月
ま
で
を
平
均
し
て
80
時
間
を
超
過
し
な
い
こ
と
。

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

協
定
の
成
立
年
月
日

年
月

日

年
月

日

職
名

氏
名

職
名

使
用
者

氏
名

協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合（
事
業
者
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
）の
名
称
又
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

労
働
基
準
監
督
署
長
殿

協
定
の
当
事
者（
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
場
合
）の
選
出
方
法
　（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
で
あ
る
又
は
上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
上
記
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
、労
働
基
準
法
第
41
条
第
２
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
く
、か
つ
、同
法
に
規
定
す
る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、挙
手
等
の
方
法
に
よ

る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

労
働
保
険
番
号・
法
人
番
号

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
協
定
が
有
効
と
な
る

期
間
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。

1年
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
で
す
。

管
理
監
督
者
は

労
働
者
代
表
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。

協
定
書
を
兼
ね
る
場
合
に
は
、労
働
者
代
表
の

署
名
ま
た
は
記
名
・
押
印
な
ど
が
必
要
で
す
。

協
定
書
を
兼
ね
る
場
合
に
は
、使
用
者
の
署
名
ま
た
は

記
名
・
押
印
な
ど
が
必
要
で
す
。

1年
の
上
限
時
間
を
計
算
す

る
際
の
起
算
日
を
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。そ
の
1年
に

お
い
て
は
、協
定
の
内
容

を
変
更
し
て
再
度
届
け
出

る
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
で

も
、起
算
日
は
同
一
の
日
と

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

対
象
期
間
が
３
か
月
を

超
え
る
１
年
単
位
の
変

形
労
働
時
間
制
が
適

用
さ
れ
る
労
働
者
に
つ

い
て
は
、②
の
欄
に
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

労
働
者
の
過
半
数
で
組

織
す
る
労
働
組
合
が
無

い
場
合
に
は
、3
6協
定

の
締
結
を
す
る
者
を
選

ぶ
こ
と
を
明
確
に
し
た

上
で
、投
票
・
挙
手
等
の

方
法
で
労
働
者
の
過
半

数
代
表
者
を
選
出
し
、

選
出
方
法
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。使
用
者
に
よ

る
指
名
や
、使
用
者
の

意
向
に
基
づ
く
選
出
は

認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。チ
ェ
ッ

ク
ボ
ッ
ク
ス
に
チ
ェ
ッ
ク

が
な
い
場
合
に
は
、形

式
上
の
要
件
に
適
合
し

て
い
る
協
定
届
と
は
な

り
ま
せ
ん
。

時
間
外
労
働
と
法
定
休

日
労
働
を
合
計
し
た
時

間
数
は
、月
10
0時
間
未

満
、2
～
6か
月
平
均
8
0

時
間
以
内
で
な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
。こ
れ
を
労

使
で
確
認
の
上
、必
ず

チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
だ

さ
い
。チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク

ス
に
チ
ェ
ッ
ク
が
な
い
場

合
に
は
、有
効
な
協
定
届

と
は
な
り
ま
せ
ん
。

事
業
場（
工
場
、支
店
、営
業
所
等
）

ご
と
に
協
定
し
て
く
だ
さ
い
。

事
由
は
具
体
的
に

定
め
て
く
だ
さ
い
。

業
務
の
範
囲
を
細
分
化
し
、

明
確
に
定
め
て
く
だ
さ
い
。

１
日
の
法
定
労
働
時
間
を
超
え

る
時
間
数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。

１
か
月
の
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時

間
数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。①
は
45
時

間
以
内
、②
は
42
時
間
以
内
で
す
。

１
年
の
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時
間
数
を

定
め
て
く
だ
さ
い
。①
は
36
0
時
間
以
内
、②

は
32
0時
間
以
内
で
す
。

突
発
的
な
仕
様
変
更
に
よ
る
納
期
の
切
迫

05

36
協
定
届
の
記
載
例（
月
4
5時
間
超
の
時
間
外
・
休
日
労
働
が
見
込
ま
れ
ず
、

災
害
時
の
復
旧
・
復
興
の
対
応
が
見
込
ま
れ
な
い
場
合
）（
様
式
第
９
号（
第
16
条
第
１
項
関
係
））

労
働
時
間
の
延
長
及
び
休
日
の
労
働
は
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、労
使
当
事
者
は
こ
の

こ
と
に
十
分
留
意
し
た
上
で
協
定
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、使
用
者
は
協
定
し
た
時
間
数
の
範
囲
内
で

労
働
さ
せ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、労
働
契
約
法
第
５
条
に
基
づ
く
安
全
配
慮
義
務
を
負
い
ま
す
。

36
協
定
で
締
結
し
た
内
容
を
協
定
届（
本
様
式
）に
転
記
し
て
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

36
協
定
の
届
出
は
電
子
申
請
で
も
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
任
意
）の
欄
は
、記
載
し
な
く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

36
協
定
届（
本
様
式
）を
用
い
て
36
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。そ
の
場
合
に
は
、記
名
押
印
又
は
署
名
な
ど
労
使
双
方
の
合
意
が
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
よ
う
な
方
法
に
よ
り
締
結
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。必
要
事
項
の
記
載
が
あ
れ
ば
、協
定
届
様
式
以
外
の
形
式
で
も
届
出
で
き
ま
す
。

表
面

土
木
工
事
業
　

臨
時
の
受
注
対
応

機
械
、工
具
の
故
障
等
へ
の
対
応

月
末
の
決
算
事
務

工
程
変
更

臨
時
の
受
注
対
応

機
械
、工
具
の
故
障
等
へ
の
対
応

現
場
作
業

施
工
管
理

現
場
管
理

経
理
事
務
員

施
工
管
理

10
人
3人 3人 5人 3人

7.
5時
間

7.
5時
間

7.
5時
間

7.
5時
間

7.
5時
間

土
日
祝
日

土
日
祝
日

経
理
担
当
事
務
員

山
田
花
子

投
票
に
よ
る
選
挙

代
表
取
締
役

田
中
太
郎

○
○
○
○

3
12

○
○
○
○

○
　
○

3
15

1か
月
に
１
日

1か
月
に
１
日

8:
30
～
17
:3
0

8:
30
～
17
:3
0

3時
間

2時
間

2時
間

3時
間

3時
間

3.
5時
間

2.
5時
間

2.
5時
間

3.
5時
間

3.
5時
間

30
時
間

15
時
間

15
時
間

20
時
間

20
時
間

40
時
間

25
時
間

25
時
間

30
時
間

30
時
間

25
0時
間

15
0時
間

15
0時
間

20
0時
間

20
0時
間

37
0時
間

27
0時
間

27
0時
間

32
0時
間

32
0時
間

3人 3人
施
工
管
理

現
場
管
理

○
○
建
設
株
式
会
社
　
○
○
営
業
所

○
○
○
   
  ○
○
○
○

○
○
○
 　
　
   
○
○
○
○
 　
　
　
○
○
○
○

○
○
市
○
○
町
１
－
２
－
３

○
○
○
○
年
４
月
１
日

か
ら
１
年
間

○
○
○
○
年
４
月
１
日

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

労
働
保
険
番
号

都
道
府
県
所
掌

管
轄

基
幹
番
号

枝
番
号

被
一
括
事
業
場
番
号

法
人
番
号

様
式
第
９
号
 （
第
16
条
第
１
項
関
係
）

に
関
す
る
協
定
届

時
間
外
労
働

休
日
労
働

事
業
の
種
類

事
業
の
名
称

事
業
の
所
在
地（
電
話
番
号
）

協
定
の
有
効
期
間

（
〒
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ）

（
電
話
番
号
:　
　
　
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ）

時
間
外
労
働
を
さ
せ
る

必
要
の
あ
る
具
体
的
事
由

①
 下
記
②
に
該
当
し
な
い
労
働
者

②
 １
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制

　
に
よ
り
労
働
す
る
労
働
者

時 間 外 労 働 休 日 労 働

業
務
の
種
類

労
働
者
数

満
18
歳

以
上
の
者

（
）所
定
労
働
時
間

（
1日
）

（
任
意
）

１
日

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

（
任
意
）

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

（
任
意
）

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

（
任
意
）

１
箇
月（
①
に
つ
い
て
は
45
時
間
ま

で
、②
に
つ
い
て
は
42
時
間
ま
で
）

１
年（
①
に
つ
い
て
は
36
0時
間
ま

で
、②
に
つ
い
て
は
32
0時
間
ま
で
）

起
算
日

(年
月
日
)

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

休
日
労
働
を
さ
せ
る
必
要
の
あ
る
具
体
的
事
由

業
務
の
種
類

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

法
定
休
日
の
日
数

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
法
定

休
日
に
お
け
る
始
業
及
び
終
業
の
時
刻

所
定
休
日

（
任
意
）

労
働
者
数

満
18
歳

以
上
の
者

（
）

□

□

□

上
記
で
定
め
る
時
間
数
に
か
か
わ
ら
ず
、時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
を
合
算
し
た
時
間
数
は
、１
箇
月
に
つ
い
て
10
0時
間
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、か
つ
２
箇
月
か
ら
６
箇
月
ま
で
を
平
均
し
て
80
時
間
を
超
過
し
な
い
こ
と
。

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

協
定
の
成
立
年
月
日

年
月

日

年
月

日

職
名

氏
名

職
名

使
用
者

氏
名

協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合（
事
業
者
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
）の
名
称
又
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

労
働
基
準
監
督
署
長
殿

協
定
の
当
事
者（
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
場
合
）の
選
出
方
法
　（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
で
あ
る
又
は
上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
上
記
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
、労
働
基
準
法
第
41
条
第
２
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
く
、か
つ
、同
法
に
規
定
す
る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、挙
手
等
の
方
法
に
よ

る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

労
働
保
険
番
号・
法
人
番
号

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
協
定
が
有
効
と
な
る

期
間
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。

1年
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
で
す
。

管
理
監
督
者
は

労
働
者
代
表
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。

協
定
書
を
兼
ね
る
場
合
に
は
、労
働
者
代
表
の

署
名
ま
た
は
記
名
・
押
印
な
ど
が
必
要
で
す
。

協
定
書
を
兼
ね
る
場
合
に
は
、使
用
者
の
署
名
ま
た
は

記
名
・
押
印
な
ど
が
必
要
で
す
。

1年
の
上
限
時
間
を
計
算
す

る
際
の
起
算
日
を
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。そ
の
1年
に

お
い
て
は
、協
定
の
内
容

を
変
更
し
て
再
度
届
け
出

る
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
で

も
、起
算
日
は
同
一
の
日
と

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

対
象
期
間
が
３
か
月
を

超
え
る
１
年
単
位
の
変

形
労
働
時
間
制
が
適

用
さ
れ
る
労
働
者
に
つ

い
て
は
、②
の
欄
に
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

労
働
者
の
過
半
数
で
組

織
す
る
労
働
組
合
が
無

い
場
合
に
は
、3
6協
定

の
締
結
を
す
る
者
を
選

ぶ
こ
と
を
明
確
に
し
た

上
で
、投
票
・
挙
手
等
の

方
法
で
労
働
者
の
過
半

数
代
表
者
を
選
出
し
、

選
出
方
法
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。使
用
者
に
よ

る
指
名
や
、使
用
者
の

意
向
に
基
づ
く
選
出
は

認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。チ
ェ
ッ

ク
ボ
ッ
ク
ス
に
チ
ェ
ッ
ク

が
な
い
場
合
に
は
、形

式
上
の
要
件
に
適
合
し

て
い
る
協
定
届
と
は
な

り
ま
せ
ん
。

時
間
外
労
働
と
法
定
休

日
労
働
を
合
計
し
た
時

間
数
は
、月
10
0時
間
未

満
、2
～
6か
月
平
均
8
0

時
間
以
内
で
な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
。こ
れ
を
労

使
で
確
認
の
上
、必
ず

チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
だ

さ
い
。チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク

ス
に
チ
ェ
ッ
ク
が
な
い
場

合
に
は
、有
効
な
協
定
届

と
は
な
り
ま
せ
ん
。

事
業
場（
工
場
、支
店
、営
業
所
等
）

ご
と
に
協
定
し
て
く
だ
さ
い
。

事
由
は
具
体
的
に

定
め
て
く
だ
さ
い
。

業
務
の
範
囲
を
細
分
化
し
、

明
確
に
定
め
て
く
だ
さ
い
。

１
日
の
法
定
労
働
時
間
を
超
え

る
時
間
数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。

１
か
月
の
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時

間
数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。①
は
45
時

間
以
内
、②
は
42
時
間
以
内
で
す
。

１
年
の
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時
間
数
を

定
め
て
く
だ
さ
い
。①
は
36
0
時
間
以
内
、②

は
32
0時
間
以
内
で
す
。

突
発
的
な
仕
様
変
更
に
よ
る
納
期
の
切
迫
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36
協
定
届
の
記
載
例（
月
4
5時
間
超
の
時
間
外
・
休
日
労
働
が
見
込
ま
れ
、

災
害
時
の
復
旧
・
復
興
の
対
応
が
見
込
ま
れ
な
い
場
合
）

（
様
式
第
9号
の
2（
第
16
条
第
1項
関
係
））

臨
時
的
に
限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
場
合
に
は
様
式
第
9
号
の
2の
協
定
届
の
届
出
が
必
要
で
す
。

（
特
別
条
項
）

様
式
第
9
号
の
2は
、　

  限
度
時
間
内
の
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
の
届
出
書（
1枚
目
）と
、 
  　
限
度
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
の
届
出
書（
2枚
目
）の
2枚
の
記
載
が
必
要
で
す
。

１
枚
目
の
記
載
に
つ
い
て
は
、前
ペ
ー
ジ
の
記
載
例
を
参
照
く
だ
さ
い
。

2枚
目
表
面

突
発
的
な
仕
様
変
更
へ
の
対
応

納
期
ひ
っ
迫
へ
の
対
応

大
規
模
な
施
行
ト
ラ
ブ
ル
対
応

現
場
作
業

現
場
作
業

施
工
管
理

労
働
者
代
表
者
に
対
す
る
事
前
申
し
入
れ

①
、③
、⑩

対
象
労
働
者
へ
の
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
の
実
施
、

対
象
労
働
者
に
１
１
時
間
の
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
設
定
、職
場
で
の
時
短
対
策
会
議
の
開
催

○
○
○
○

○
　
○

3
12

○
○
○
○

3
15

10
人

10
人
3人

6時
間

6時
間

6時
間

6.
5時
間

6.
5時
間

6.
5時
間

4回 3回 3回

60
時
間

60
時
間

55
時
間

70
時
間

70
時
間

65
時
間

55
0時
間

50
0時
間

45
0時
間

67
0時
間

62
0時
間

57
0時
間

○
○
○
○
年
4月
1日

35
%

35
%

35
%

35
%

35
%

35
%

協
定
の
成
立
年
月
日

年
月

日

年
月

日

職
名

氏
名

職
名

氏
名

協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合（
事
業
者
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
）の
名
称
又
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の

労
働
基
準
監
督
署
長
殿

協
定
の
当
事
者（
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
場
合
）の
選
出
方
法
　（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

使
用
者

様
式
第
９
号
の
２（
第
16
条
第
１
項
関
係
）

臨
時
的
に
限
度
時
間
を
超
え
て

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
手
続

限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
労
働
者
に
対
す
る
健
康
及
び

福
祉
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

（
該
当
す
る
番
号
）

（
具
体
的
内
容
）

業
務
の
種
類

に
関
す
る
協
定
届
  （
特
別
条
項
）

時
間
外
労
働

休
日
労
働

労
働
者
数

１
日

（
任
意
）

（
任
意
）

（
任
意
）

（
任
意
）

（
6回
以
内
に
限
る
。）

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

及
び
休
日
労
働
の
時
間
数

限
度
時
間
を
超
え

て
労
働
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
回
数
法
定
労
働
時
間
を
超

え
る
時
間
数
と
休
日

労
働
の
時
間
数
を
合

算
し
た
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を
超

え
る
時
間
数
と
休
日

労
働
の
時
間
数
を
合

算
し
た
時
間
数

限
度
時
間
を
超

え
た
労
働
に
係

る
割
増
賃
金
率

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
限
度
時
間
を
超

え
た
労
働
に
係

る
割
増
賃
金
率

1箇
月

起
算
日

(年
月
日
)

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

1年

（
時
間
外
労
働
及び
休
日
労
働
を
合
算し
た
時
間
数
。1
00
時
間
未
満
に
限
る
。）

（
時
間
外
労
働
の
み
の
時
間
数
。

   
72
0時
間
以
内
に
限
る
。）

満
18
歳

以
上
の
者

（
）

□
上
記
で
定
め
る
時
間
数
に
か
か
わ
ら
ず
、時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
を
合
算
し
た
時
間
数
は
、１
箇
月
に
つ
い
て
10
0時
間
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、か
つ
２
箇
月
か
ら
６
箇
月
ま
で
を
平
均
し
て
80
時
間
を
超
過
し
な
い
こ
と
。

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

□

□

上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
で
あ
る
又
は
上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

上
記
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
、労
働
基
準
法
第
41
条
第
２
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
く
、か
つ
、同
法
に
規
定
す
る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、

挙
手
等
の
方
法
に
よ
る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

限
度
時
間
を
超
え
て

労
働
さ
せ
る
場
合
に

と
る
手
続
に
つ
い
て

定
め
て
く
だ
さ
い
。

限
度
時
間
を
超
え
た

労
働
者
に
対
し
、以

下
の
い
ず
れ
か
の
健

康
福
祉
確
保
措
置
を

講
ず
る
こ
と
を
定
め
て

く
だ
さ
い
。該
当
す
る

番
号
を
記
入
し
、右
欄

に
具
体
的
内
容
を
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

事
由
は
一
時
的
ま
た
は
突
発
的
に
時
間
外
労
働
を
行
わ
せ
る

必
要
の
あ
る
も
の
に
限
り
、で
き
る
限
り
具
体
的
に
定
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
業
務
の
都
合
上
必
要
な
と
き
」「
業
務
上

や
む
を
得
な
い
と
き
」な
ど
恒
常
的
な
長
時
間
労
働
を
招
く
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

投
票
に
よ
る
選
挙

経
理
担
当
事
務
員

山
田
花
子

代
表
取
締
役

田
中
太
郎

業
務
の
範
囲
を
細

分
化
し
、明
確
に
定

め
て
く
だ
さ
い
。

月
の
時
間
外
労
働
の
限
度
時
間

（
月
4
5時
間
ま
た
は
4
2時
間
）

を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
回
数
を

定
め
て
く
だ
さ
い
。年
6回
以
内

に
限
り
ま
す
。

限
度
時
間
を
超
え
て
時

間
外
労
働
を
さ
せ
る
場
合

の
割
増
賃
金
率
を
定
め
て

く
だ
さ
い
。こ
の
場
合
、法

定
の
割
増
率（
25
%
）を

超
え
る
割
増
率
と
な
る
よ

う
努
め
て
く
だ
さ
い
。

様
式
９
号
の
２
の
届
出
を
す
る
場
合
に
は
、２
枚
目
に
労
働
者
代
表
者
名

お
よ
び
選
出
方
法
、使
用
者
代
表
者
名
の
記
入
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
 ②
深
夜
業（
22
時
～
５
時
）の
回
数
制
限
 ③
終
業
か
ら
始
業
ま
で
の
休
息
時
間
の
確
保（
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
） 
④
代
償
休
日
・
特
別
な
休
暇
の
付
与
 ⑤
健
康
診
断

⑥
連
続
休
暇
の
取
得
 ⑦
心
と
か
ら
だ
の
相
談
窓
口
の
設
置
 ⑧
配
置
転
換
 ⑨
産
業
医
等
に
よ
る
助
言
・
指
導
や
保
健
指
導
 ⑩
そ
の
他

（
健
康
確
保
措
置
）

１
年
の
上
限
時
間
を
計

算
す
る
際
の
起
算
日
を

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。そ

の
１
年
に
お
い
て
は
、協

定
の
内
容
を
変
更
し
て

再
度
届
け
出
る
こ
と
が

あ
っ
た
場
合
で
も
、起

算
日
は
同
一
の
日
と
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

限
度
時
間
を
超
え
て
時

間
外
労
働
を
さ
せ
る
場

合
の
割
増
賃
金
率
を
定

め
てく
だ
さ
い
。こ
の
場
合
、

法
定
の
割
増
率（
25
%
）

を
超
え
る
割
増
率
と
な

る
よ
う
努
め
て
く
だ
さ
い
。

時
間
外
労
働
と
法
定
休
日

労
働
を
合
計
し
た
時
間
数

は
、月
10
0時
間
未
満
、2
~6

か
月
平
均
80
時
間
以
内
で

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。こ

れ
を
労
使
で
確
認
の
上
、必

ず
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
だ

さ
い
。チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

チ
ェ
ッ
ク
が
な
い
場
合
に

は
、有
効
な
協
定
届
と
は
な

り
ま
せ
ん
。

労
働
者
の
過
半
数
で
組
織

す
る
労
働
組
合
が
無
い
場

合
に
は
、3
6協
定
の
締
結
を

す
る
者
を
選
ぶ
こ
と
を
明
確

に
し
た
上
で
、投
票
・
挙
手
等

の
方
法
で
労
働
者
の
過
半

数
代
表
者
を
選
出
し
、選
出

方
法
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

使
用
者
に
よ
る
指
名
や
、使

用
者
の
意
向
に
基
づ
く
選
出

は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。チ
ェ
ッ

ク
ボ
ッ
ク
ス
に
チ
ェ
ッ
ク
が

な
い
場
合
に
は
、形
式
上
の

要
件
に
適
合
し
て
い
る
協
定

届
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

限
度
時
間（
年
36
0
時
間

ま
た
は
32
0時
間
）を
超
え

て
労
働
さ
せ
る
1年
の
時
間

外
労
働（
休
日
労
働
は
含
み

ま
せ
ん
）の
時
間
数
を
定
め

て
く
だ
さ
い
。年
72
0
時

間
以
内
に
限
り
ま
す
。

限
度
時
間（
月
45
時
間
ま
た
は
42
時
間
）を

超
え
て
労
働
さ
せ
る
場
合
の
、1
か
月
の

時
間
外
労
働
と
休
日
労
働
の
合
計
の
時

間
数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。月
10
0時
間
未

満
に
限
り
ま
す
。な
お
、こ
の
時
間
数
を
満

た
し
て
い
て
も
、2
~6
か
月
平
均
で
月
80

時
間
を
超
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

臨
時
的
な
特
別
の
事
情
が
な
け
れ
ば
、限
度
時
間（
月
4
5時
間
又
は
4
2時
間
・
年
36
0
時
間
又
は
32
0
時
間
）を

超
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
で
も
、

時
間
外
労
働
は
限
度
時
間
に
で
き
る
限
り
近
づ
け
る
よ
う
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

06

36
協
定
届
の
記
載
例（
月
4
5時
間
超
の
時
間
外
・
休
日
労
働
が
見
込
ま
れ
、

災
害
時
の
復
旧
・
復
興
の
対
応
が
見
込
ま
れ
な
い
場
合
）

（
様
式
第
9号
の
2（
第
16
条
第
1項
関
係
））

臨
時
的
に
限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
場
合
に
は
様
式
第
9
号
の
2の
協
定
届
の
届
出
が
必
要
で
す
。

（
特
別
条
項
）

様
式
第
9
号
の
2は
、　

  限
度
時
間
内
の
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
の
届
出
書（
1枚
目
）と
、 
  　
限
度
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
の
届
出
書（
2枚
目
）の
2枚
の
記
載
が
必
要
で
す
。

１
枚
目
の
記
載
に
つ
い
て
は
、前
ペ
ー
ジ
の
記
載
例
を
参
照
く
だ
さ
い
。

2枚
目
表
面

突
発
的
な
仕
様
変
更
へ
の
対
応

納
期
ひ
っ
迫
へ
の
対
応

大
規
模
な
施
行
ト
ラ
ブ
ル
対
応

現
場
作
業

現
場
作
業

施
工
管
理

労
働
者
代
表
者
に
対
す
る
事
前
申
し
入
れ

①
、③
、⑩

対
象
労
働
者
へ
の
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
の
実
施
、

対
象
労
働
者
に
１
１
時
間
の
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
設
定
、職
場
で
の
時
短
対
策
会
議
の
開
催

○
○
○
○

○
　
○

3
12

○
○
○
○

3
15

10
人

10
人
3人

6時
間

6時
間

6時
間

6.
5時
間

6.
5時
間

6.
5時
間

4回 3回 3回

60
時
間

60
時
間

55
時
間

70
時
間

70
時
間

65
時
間

55
0時
間

50
0時
間

45
0時
間

67
0時
間

62
0時
間

57
0時
間

○
○
○
○
年
4月
1日

35
%

35
%

35
%

35
%

35
%

35
%

協
定
の
成
立
年
月
日

年
月

日

年
月

日

職
名

氏
名

職
名

氏
名

協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合（
事
業
者
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
）の
名
称
又
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の

労
働
基
準
監
督
署
長
殿

協
定
の
当
事
者（
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
場
合
）の
選
出
方
法
　（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

使
用
者

様
式
第
９
号
の
２（
第
16
条
第
１
項
関
係
）

臨
時
的
に
限
度
時
間
を
超
え
て

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
手
続

限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
労
働
者
に
対
す
る
健
康
及
び

福
祉
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

（
該
当
す
る
番
号
）

（
具
体
的
内
容
）

業
務
の
種
類

に
関
す
る
協
定
届
  （
特
別
条
項
）

時
間
外
労
働

休
日
労
働

労
働
者
数

１
日

（
任
意
）

（
任
意
）

（
任
意
）

（
任
意
）

（
6回
以
内
に
限
る
。）

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

及
び
休
日
労
働
の
時
間
数

限
度
時
間
を
超
え

て
労
働
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
回
数
法
定
労
働
時
間
を
超

え
る
時
間
数
と
休
日

労
働
の
時
間
数
を
合

算
し
た
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を
超

え
る
時
間
数
と
休
日

労
働
の
時
間
数
を
合

算
し
た
時
間
数

限
度
時
間
を
超

え
た
労
働
に
係

る
割
増
賃
金
率

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
限
度
時
間
を
超

え
た
労
働
に
係

る
割
増
賃
金
率

1箇
月

起
算
日

(年
月
日
)

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

1年

（
時
間
外
労
働
及び
休
日
労
働
を
合
算し
た
時
間
数
。1
00
時
間
未
満
に
限
る
。）

（
時
間
外
労
働
の
み
の
時
間
数
。

   
72
0時
間
以
内
に
限
る
。）

満
18
歳

以
上
の
者

（
）

□
上
記
で
定
め
る
時
間
数
に
か
か
わ
ら
ず
、時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
を
合
算
し
た
時
間
数
は
、１
箇
月
に
つ
い
て
10
0時
間
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、か
つ
２
箇
月
か
ら
６
箇
月
ま
で
を
平
均
し
て
80
時
間
を
超
過
し
な
い
こ
と
。

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

□

□

上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
で
あ
る
又
は
上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

上
記
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
、労
働
基
準
法
第
41
条
第
２
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
く
、か
つ
、同
法
に
規
定
す
る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、

挙
手
等
の
方
法
に
よ
る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

限
度
時
間
を
超
え
て

労
働
さ
せ
る
場
合
に

と
る
手
続
に
つ
い
て

定
め
て
く
だ
さ
い
。

限
度
時
間
を
超
え
た

労
働
者
に
対
し
、以

下
の
い
ず
れ
か
の
健

康
福
祉
確
保
措
置
を

講
ず
る
こ
と
を
定
め
て

く
だ
さ
い
。該
当
す
る

番
号
を
記
入
し
、右
欄

に
具
体
的
内
容
を
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

事
由
は
一
時
的
ま
た
は
突
発
的
に
時
間
外
労
働
を
行
わ
せ
る

必
要
の
あ
る
も
の
に
限
り
、で
き
る
限
り
具
体
的
に
定
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
業
務
の
都
合
上
必
要
な
と
き
」「
業
務
上

や
む
を
得
な
い
と
き
」な
ど
恒
常
的
な
長
時
間
労
働
を
招
く
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

投
票
に
よ
る
選
挙

経
理
担
当
事
務
員

山
田
花
子

代
表
取
締
役

田
中
太
郎

業
務
の
範
囲
を
細

分
化
し
、明
確
に
定

め
て
く
だ
さ
い
。

月
の
時
間
外
労
働
の
限
度
時
間

（
月
4
5時
間
ま
た
は
4
2時
間
）

を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
回
数
を

定
め
て
く
だ
さ
い
。年
6回
以
内

に
限
り
ま
す
。

限
度
時
間
を
超
え
て
時

間
外
労
働
を
さ
せ
る
場
合

の
割
増
賃
金
率
を
定
め
て

く
だ
さ
い
。こ
の
場
合
、法

定
の
割
増
率（
25
%
）を

超
え
る
割
増
率
と
な
る
よ

う
努
め
て
く
だ
さ
い
。

様
式
９
号
の
２
の
届
出
を
す
る
場
合
に
は
、２
枚
目
に
労
働
者
代
表
者
名

お
よ
び
選
出
方
法
、使
用
者
代
表
者
名
の
記
入
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
 ②
深
夜
業（
22
時
～
５
時
）の
回
数
制
限
 ③
終
業
か
ら
始
業
ま
で
の
休
息
時
間
の
確
保（
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
） 
④
代
償
休
日
・
特
別
な
休
暇
の
付
与
 ⑤
健
康
診
断

⑥
連
続
休
暇
の
取
得
 ⑦
心
と
か
ら
だ
の
相
談
窓
口
の
設
置
 ⑧
配
置
転
換
 ⑨
産
業
医
等
に
よ
る
助
言
・
指
導
や
保
健
指
導
 ⑩
そ
の
他

（
健
康
確
保
措
置
）

１
年
の
上
限
時
間
を
計

算
す
る
際
の
起
算
日
を

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。そ

の
１
年
に
お
い
て
は
、協

定
の
内
容
を
変
更
し
て

再
度
届
け
出
る
こ
と
が

あ
っ
た
場
合
で
も
、起

算
日
は
同
一
の
日
と
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

限
度
時
間
を
超
え
て
時

間
外
労
働
を
さ
せ
る
場

合
の
割
増
賃
金
率
を
定

め
てく
だ
さ
い
。こ
の
場
合
、

法
定
の
割
増
率（
25
%
）

を
超
え
る
割
増
率
と
な

る
よ
う
努
め
て
く
だ
さ
い
。

時
間
外
労
働
と
法
定
休
日

労
働
を
合
計
し
た
時
間
数

は
、月
10
0時
間
未
満
、2
~6

か
月
平
均
80
時
間
以
内
で

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。こ

れ
を
労
使
で
確
認
の
上
、必

ず
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
だ

さ
い
。チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に

チ
ェ
ッ
ク
が
な
い
場
合
に

は
、有
効
な
協
定
届
と
は
な

り
ま
せ
ん
。

労
働
者
の
過
半
数
で
組
織

す
る
労
働
組
合
が
無
い
場

合
に
は
、3
6協
定
の
締
結
を

す
る
者
を
選
ぶ
こ
と
を
明
確

に
し
た
上
で
、投
票
・
挙
手
等

の
方
法
で
労
働
者
の
過
半

数
代
表
者
を
選
出
し
、選
出

方
法
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

使
用
者
に
よ
る
指
名
や
、使

用
者
の
意
向
に
基
づ
く
選
出

は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。チ
ェ
ッ

ク
ボ
ッ
ク
ス
に
チ
ェ
ッ
ク
が

な
い
場
合
に
は
、形
式
上
の

要
件
に
適
合
し
て
い
る
協
定

届
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

限
度
時
間（
年
36
0
時
間

ま
た
は
32
0時
間
）を
超
え

て
労
働
さ
せ
る
1年
の
時
間

外
労
働（
休
日
労
働
は
含
み

ま
せ
ん
）の
時
間
数
を
定
め

て
く
だ
さ
い
。年
72
0
時

間
以
内
に
限
り
ま
す
。

限
度
時
間（
月
45
時
間
ま
た
は
42
時
間
）を

超
え
て
労
働
さ
せ
る
場
合
の
、1
か
月
の

時
間
外
労
働
と
休
日
労
働
の
合
計
の
時

間
数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。月
10
0時
間
未

満
に
限
り
ま
す
。な
お
、こ
の
時
間
数
を
満

た
し
て
い
て
も
、2
~6
か
月
平
均
で
月
80

時
間
を
超
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

臨
時
的
な
特
別
の
事
情
が
な
け
れ
ば
、限
度
時
間（
月
4
5時
間
又
は
4
2時
間
・
年
36
0
時
間
又
は
32
0
時
間
）を

超
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
で
も
、

時
間
外
労
働
は
限
度
時
間
に
で
き
る
限
り
近
づ
け
る
よ
う
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

0667



突
発
的
な
仕
様
変
更
等
に
よ
る
納
期
の
切
迫

臨
時
の
受
注
対
応

悪
天
候
に
よ
る
工
期
遅
延
の
解
消

台
風
被
害
か
ら
の
復
旧
作
業

月
末
の
決
算
業
務

臨
時
の
受
注
対
応

台
風
被
害
か
ら
の
復
旧
作
業

施
工
管
理

現
場
作
業

５
人

15
人

毎
週
２
回

毎
週
２
回

1か
月
に
１
回

１
か
月
に
３
回

9：
00
～
18
：0
0

9：
00
～
20
：0
0

現
場
作
業

施
工
管
理

現
場
管
理

現
場
作
業

経
理
事
務
員

15
人

10
人

10
人

15
人

５
人

８
時
間

８
時
間

８
時
間

８
時
間

８
時
間

５
時
間

３
時
間

３
時
間

５
時
間

２
時
間

５
時
間

３
時
間

３
時
間

５
時
間

２
時
間

45
時
間

30
時
間

30
時
間

45
時
間

20
時
間

45
時
間

30
時
間

30
時
間

45
時
間

20
時
間

36
0時
間

25
0時
間

25
0時
間

36
0時
間

20
0時
間

36
0時
間

25
0時
間

25
0時
間

36
0時
間

20
0時
間

様
式
第
９
号
の
３
の
２（
第
70
条
関
係
）

（
〒
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ）

（
電
話
番
号
:　
　
　
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ）

○
○
○
   
  ○
○
○
○

○
○
○
 　
　
   ○
○
○
○
 　
　
　
○
○
○
○

○
○
市
○
○
町
１
－
２
－
３

○
○
○
○
年
４
月
１
日

○
○
○
○
年
４
月
１
日
か
ら
１
年
間

土
木
工
事
業

○
○
建
設
株
式
会
社
　
○
○
支
店

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

事
業
の
名
称

休
日
労
働
を
さ
せ
る
必
要
の
あ
る
具
体
的
事
由

上
記
で
定
め
る
時
間
数
に
か
か
わ
ら
ず
、時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
を
合
算
し
た
時
間
数
は
、１
箇
月
に
つ
い
て
10
0時
間
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、か
つ
２
箇
月
か
ら
６
箇
月
ま
で
を
平
均
し
て
80
時
間
を
超
過
し
な
い
こ
と
 （
災
害
時
に
お
け
る
復
旧
及

び
復
興
の
事
業
に
従
事
す
る
場
合
は
除
く
。）
。 
 

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

業
務
の
種
類

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

法
定
休
日
の
日
数

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
法
定

休
日
に
お
け
る
始
業
及
び
終
業
の
時
刻

所
定
休
日

（
任
意
）事
業
の
所
在
地（
電
話
番
号
）

協
定
の
有
効
期
間

事
業
の
種
類

時
間
外
労
働
を
さ
せ
る

必
要
の
あ
る
具
体
的
事
由

①
 下
記
②
に
該
当
し
な
い
労
働
者

②
 １
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制

に
よ
り
労
働
す
る
労
働
者

時 間 外 労 働 休 日 労 働

業
務
の
種
類

労
働
者
数
所
定
労
働
時
間

（
1日
）

１
日

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

（
任
意
）

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

（
任
意
）

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

（
任
意
）

１
箇
月（
①
に
つ
い
て
は
45
時
間
ま
で
、

②
に
つ
い
て
は
42
時
間
ま
で
）

１
年（
①
に
つ
い
て
は
36
0時
間
ま
で
、

②
に
つ
い
て
は
32
0時
間
ま
で
）

起
算
日

(年
月
日
)

（
任
意
）

満
18
歳

以
上
の
者

（
）

労
働
者
数

満
18
歳

以
上
の
者

（
）

に
関
す
る
協
定
届

労
働
保
険
番
号

都
道
府
県

所
掌

管
轄

基
幹
番
号

枝
番
号

被
一
括
事
業
場
番
号

法
人
番
号

時
間
外
労
働

休
日
労
働

 

協
定
の
成
立
年
月
日

年
月

日

使
用
者

職
名

氏
名

協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合（
事
業
場
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
）の
名
称
又
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の

協
定
の
当
事
者（
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
場
合
）の
選
出
方
法（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
で
あ
る
又
は
上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

上
記
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
、労
働
基
準
法
第
41
条
第
２
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
く
、か
つ
、同
法
に
規
定
す
る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、

挙
手
等
の
方
法
に
よ
る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

経
理
担
当
事
務
員

山
田
花
子

職
名

氏
名
代
表
取
締
役

田
中
太
郎

○
○
○
○

3
12

年
月

日
○
○
○
○

○
　
○

3
12

投
票
に
よ
る
選
挙

□
（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

□
（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

労
働
基
準
監
督
署
長
殿

36
協
定
届
の
記
載
例（
月
4
5時
間
超
の
時
間
外
・
休
日
労
働
が
見
込
ま
れ
ず
、災
害
時
の

復
旧
・
復
興
の
対
応
が
見
込
ま
れ
る
場
合
）

労
働
保
険
番
号
・
法
人
番

号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
期
間
が
3か
月
を
超
え
る
1年
単
位
の
変

形
労
働
時
間
制
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
に
つ

い
て
は
、②
の
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

事
由
は
具
体
的
に
定
め
て
く
だ
さ
い
。

業
務
の
範
囲
を
細
分
化
し
、

明
確
に
定
め
て
く
だ
さ
い
。

管
理
監
督
者
は
労
働
者
代
表
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。

協
定
書
を
兼
ね
る
場
合
に
は
、労
働
者
代
表
の

署
名
又
は
記
名
・
押
印
な
ど
が
必
要
で
す
。

協
定
書
を
兼
ね
る
場
合
に
は
、使
用
者
の
署
名
又
は
記
名
・
押
印
な
ど
が
必
要
で
す
。

労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
は
、3
6協
定
の
締
結
を
す

る
者
を
選
ぶ
こ
と
を
明
確
に
し
た
上
で
、投
票
・
挙
手
等
の
方
法
で
労
働
者
の
過
半
数

代
表
者
を
選
出
し
、選
出
方
法
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。使
用
者
に
よ
る
指
名
や
、使
用

者
の
意
向
に
基
づ
く
選
出
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
チ
ェ
ッ
ク
が
な

い
場
合
に
は
、形
式
上
の
要
件
に
適
合
し
て
い
る
協
定
届
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

時
間
外
労
働
と
法
定
休
日
労
働
を
合
計
し
た
時
間
数
は
、月
10
0
時
間
未
満
、２
～
６
か
月
平
均
80
時
間
以
内
で
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん（
災
害
時
に
お
け
る
復
旧
及
び
復
興
の
事
業
に
従
事
す
る
場
合
は
除
く
。）
。こ
れ
を
労
使
で
確
認
の
上
、必
ず

チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
チ
ェ
ッ
ク
が
な
い
場
合
に
は
、有
効
な
協
定
届
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

１
日
の
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る

時
間
数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。

１
か
月
の
法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
を
定
め
て
く

だ
さ
い
。①
は
45
時
間
以
内
、

②
は
42
時
間
以
内
で
す
。

１
年
の
法
定
労
働
時
間
を
超
え

る
時
間
数
を
定
め
て
く
だ
さ

い
。①
は
36
0時
間
以
内
、②

は
32
0時
間
以
内
で
す
。

こ
の
協
定
が
有
効
と
な
る

期
間
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。

１
年
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
で
す
。

１
年
の
上
限
時
間
を

計
算
す
る
際
の
起
算

日
を
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。そ
の
１
年
に
お
い

て
は
、協
定
の
内
容
を

変
更
し
て
再
度
届
け

出
る
こ
と
が
あ
っ
た
場

合
で
も
、起
算
日
は
同

一
の
日
と
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

表
面

様
式
9号
の
3の
2（
第
70
条
関
係
）

07

突
発
的
な
仕
様
変
更
等
に
よ
る
納
期
の
切
迫

臨
時
の
受
注
対
応

悪
天
候
に
よ
る
工
期
遅
延
の
解
消

台
風
被
害
か
ら
の
復
旧
作
業

月
末
の
決
算
業
務

臨
時
の
受
注
対
応

台
風
被
害
か
ら
の
復
旧
作
業

施
工
管
理

現
場
作
業

５
人

15
人

毎
週
２
回

毎
週
２
回

1か
月
に
１
回

１
か
月
に
３
回

9：
00
～
18
：0
0

9：
00
～
20
：0
0

現
場
作
業

施
工
管
理

現
場
管
理

現
場
作
業

経
理
事
務
員

15
人

10
人

10
人

15
人

５
人

８
時
間

８
時
間

８
時
間

８
時
間

８
時
間

５
時
間

３
時
間

３
時
間

５
時
間

２
時
間

５
時
間

３
時
間

３
時
間

５
時
間

２
時
間

45
時
間

30
時
間

30
時
間

45
時
間

20
時
間

45
時
間

30
時
間

30
時
間

45
時
間

20
時
間

36
0時
間

25
0時
間

25
0時
間

36
0時
間

20
0時
間

36
0時
間

25
0時
間

25
0時
間

36
0時
間

20
0時
間

様
式
第
９
号
の
３
の
２（
第
70
条
関
係
）

（
〒
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ）

（
電
話
番
号
:　
　
　
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ）

○
○
○
   
  ○
○
○
○

○
○
○
 　
　
   ○
○
○
○
 　
　
　
○
○
○
○

○
○
市
○
○
町
１
－
２
－
３

○
○
○
○
年
４
月
１
日

○
○
○
○
年
４
月
１
日
か
ら
１
年
間

土
木
工
事
業

○
○
建
設
株
式
会
社
　
○
○
支
店

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

事
業
の
名
称

休
日
労
働
を
さ
せ
る
必
要
の
あ
る
具
体
的
事
由

上
記
で
定
め
る
時
間
数
に
か
か
わ
ら
ず
、時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
を
合
算
し
た
時
間
数
は
、１
箇
月
に
つ
い
て
10
0時
間
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、か
つ
２
箇
月
か
ら
６
箇
月
ま
で
を
平
均
し
て
80
時
間
を
超
過
し
な
い
こ
と
 （
災
害
時
に
お
け
る
復
旧
及

び
復
興
の
事
業
に
従
事
す
る
場
合
は
除
く
。）
。 
 

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

業
務
の
種
類

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

法
定
休
日
の
日
数

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
法
定

休
日
に
お
け
る
始
業
及
び
終
業
の
時
刻

所
定
休
日

（
任
意
）事
業
の
所
在
地（
電
話
番
号
）

協
定
の
有
効
期
間

事
業
の
種
類

時
間
外
労
働
を
さ
せ
る

必
要
の
あ
る
具
体
的
事
由

①
 下
記
②
に
該
当
し
な
い
労
働
者

②
 １
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制

に
よ
り
労
働
す
る
労
働
者

時 間 外 労 働 休 日 労 働

業
務
の
種
類

労
働
者
数
所
定
労
働
時
間

（
1日
）

１
日

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

（
任
意
）

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

（
任
意
）

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

（
任
意
）

１
箇
月（
①
に
つ
い
て
は
45
時
間
ま
で
、

②
に
つ
い
て
は
42
時
間
ま
で
）

１
年（
①
に
つ
い
て
は
36
0時
間
ま
で
、

②
に
つ
い
て
は
32
0時
間
ま
で
）

起
算
日

(年
月
日
)

（
任
意
）

満
18
歳

以
上
の
者

（
）

労
働
者
数

満
18
歳

以
上
の
者

（
）

に
関
す
る
協
定
届

労
働
保
険
番
号

都
道
府
県

所
掌

管
轄

基
幹
番
号

枝
番
号

被
一
括
事
業
場
番
号

法
人
番
号

時
間
外
労
働

休
日
労
働

 

協
定
の
成
立
年
月
日

年
月

日

使
用
者

職
名

氏
名

協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合（
事
業
場
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
）の
名
称
又
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の

協
定
の
当
事
者（
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
場
合
）の
選
出
方
法（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
で
あ
る
又
は
上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

上
記
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
、労
働
基
準
法
第
41
条
第
２
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
く
、か
つ
、同
法
に
規
定
す
る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、

挙
手
等
の
方
法
に
よ
る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

経
理
担
当
事
務
員

山
田
花
子

職
名

氏
名
代
表
取
締
役

田
中
太
郎

○
○
○
○

3
12

年
月

日
○
○
○
○

○
　
○

3
12

投
票
に
よ
る
選
挙

□
（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

□
（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

労
働
基
準
監
督
署
長
殿

36
協
定
届
の
記
載
例（
月
4
5時
間
超
の
時
間
外
・
休
日
労
働
が
見
込
ま
れ
ず
、災
害
時
の

復
旧
・
復
興
の
対
応
が
見
込
ま
れ
る
場
合
）

労
働
保
険
番
号
・
法
人
番

号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
期
間
が
3か
月
を
超
え
る
1年
単
位
の
変

形
労
働
時
間
制
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
に
つ

い
て
は
、②
の
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

事
由
は
具
体
的
に
定
め
て
く
だ
さ
い
。

業
務
の
範
囲
を
細
分
化
し
、

明
確
に
定
め
て
く
だ
さ
い
。

管
理
監
督
者
は
労
働
者
代
表
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。

協
定
書
を
兼
ね
る
場
合
に
は
、労
働
者
代
表
の

署
名
又
は
記
名
・
押
印
な
ど
が
必
要
で
す
。

労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
は
、3
6協
定
の
締
結
を
す

る
者
を
選
ぶ
こ
と
を
明
確
に
し
た
上
で
、投
票
・
挙
手
等
の
方
法
で
労
働
者
の
過
半
数

代
表
者
を
選
出
し
、選
出
方
法
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。使
用
者
に
よ
る
指
名
や
、使
用

者
の
意
向
に
基
づ
く
選
出
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
チ
ェ
ッ
ク
が
な

い
場
合
に
は
、形
式
上
の
要
件
に
適
合
し
て
い
る
協
定
届
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

時
間
外
労
働
と
法
定
休
日
労
働
を
合
計
し
た
時
間
数
は
、月
10
0
時
間
未
満
、２
～
６
か
月
平
均
80
時
間
以
内
で
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん（
災
害
時
に
お
け
る
復
旧
及
び
復
興
の
事
業
に
従
事
す
る
場
合
は
除
く
。）
。こ
れ
を
労
使
で
確
認
の
上
、必
ず

チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
チ
ェ
ッ
ク
が
な
い
場
合
に
は
、有
効
な
協
定
届
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

１
日
の
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る

時
間
数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。

１
か
月
の
法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数
を
定
め
て
く

だ
さ
い
。①
は
45
時
間
以
内
、

②
は
42
時
間
以
内
で
す
。

１
年
の
法
定
労
働
時
間
を
超
え

る
時
間
数
を
定
め
て
く
だ
さ

い
。①
は
36
0時
間
以
内
、②

は
32
0時
間
以
内
で
す
。

こ
の
協
定
が
有
効
と
な
る

期
間
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。

１
年
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
で
す
。

１
年
の
上
限
時
間
を

計
算
す
る
際
の
起
算

日
を
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。そ
の
１
年
に
お
い

て
は
、協
定
の
内
容
を

変
更
し
て
再
度
届
け

出
る
こ
と
が
あ
っ
た
場

合
で
も
、起
算
日
は
同

一
の
日
と
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

表
面

様
式
9号
の
3の
2（
第
70
条
関
係
）

07 68



突
発
的
な
仕
様
変
更
へ
の
対
応
、

納
期
の
ひ
っ
迫
へ
の
対
処

大
規
模
な
施
工
ト
ラ
ブ
ル
対
応

労
働
者
代
表
に
対
す
る
事
前
申
し
入
れ

①
、③
、⑩

対
象
労
働
者
へ
の
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
の
実
施
、対
象
労
働
者
に
11
時
間
の
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
設
定
、職
場
で
の
時
短
対
策
会
議
の
開
催

維
持
管
理
契
約
に
基
づ
く

災
害
復
旧
の
対
応

自
治
体
か
ら
の
要
請
に
基
づ
く

復
旧
工
事
の
対
応

現
場
作
業

施
工
管
理

現
場
作
業

施
工
管
理

15
人

10
人

８
人

５
人

６
時
間

６
時
間

７
時
間

７
時
間

６
時
間

６
時
間

７
時
間

７
時
間

４
回

３
回

４
回

３
回

80
時
間

60
時
間

12
0時
間

11
0時
間

80
時
間

60
時
間

12
0時
間

11
0時
間

35
%

35
%

35
%

35
%

35
%

35
%

35
%

35
%

○
○
○
○
年
４
月
１
日

55
0時
間

50
0時
間

70
0時
間

70
0時
間

55
0時
間

50
0時
間

70
0時
間

70
0時
間

様
式
第
９
号
の
３
の
３（
第
70
条
関
係
）

臨
時
的
に
限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

①
工
作
物
の
建
設
の
事
業

に
従
事
す
る
場
合

限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
手
続

限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
労
働
者
に
対
す
る
健
康
及
び

福
祉
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

（
該
当
す
る
番
号
）

（
具
体
的
内
容
）

上
記
で
定
め
る
時
間
数
に
か
か
わ
ら
ず
、時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
を
合
算
し
た
時
間
数
は
、１
箇
月
に
つ
い
て
10
0時
間
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、か
つ
２
箇
月
か
ら
６
箇
月
ま
で
を
平
均
し
て
80
時
間
を
超
過
し
な
い
こ
と

（
災
害
時
に
お
け
る
復
旧
及
び
復
興
の
事
業
に
従
事
す
る
場
合
は
除
く
。）
。

②
災
害
時
に
お
け
る

復
旧
及
び
復
興
の
事
業

に
従
事
す
る
場
合

業
務
の
種
類

に
関
す
る
協
定
届
（
特
別
条
項
）

時
間
外
労
働

休
日
労
働

 

労
働
者
数

1日
（
任
意
）

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

（
任
意
）

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

及
び
休
日
労
働
の
時
間
数

限
度
時
間
を
超
え

て
労
働
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
回
数
法
定
労
働
時
間
を
超

え
る
時
間
数
と
休
日

労
働
の
時
間
数
を
合

算
し
た
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を
超

え
る
時
間
数
と
休
日

労
働
の
時
間
数
を
合

算
し
た
時
間
数

（
任
意
）

限
度
時
間
を
超

え
た
労
働
に
係

る
割
増
賃
金
率

（
６
回
以
内
に
限
る
。）

（
併
せ
て
、①
の
事
業
に
も
従
事
す
る

場
合
、①
の
事
業
に
従
事
す
る
時
間
も

含
め
て
記
入
す
る
こ
と
。）

1箇
月

1年

起
算
日

(年
月
日
)

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

（
任
意
）

限
度
時
間
を
超

え
た
労
働
に
係

る
割
増
賃
金
率

（
時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
を
合
算
し
た
時
間
数
。

①
に
つ
い
て
は
10
0時
間
未
満
に
限
る
。）

（
時
間
外
労
働
の
み
の
時
間
数
。

   
72
0時
間
以
内
に
限
る
。）

満
18
歳

以
上
の
者

（
）

□
（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

協
定
の
成
立
年
月
日

年
月

日

使
用
者

職
名

氏
名

協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合（
事
業
場
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
）の
名
称
又
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の

協
定
の
当
事
者（
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
場
合
）の
選
出
方
法（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
で
あ
る
又
は
上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

上
記
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
、労
働
基
準
法
第
41
条
第
２
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
く
、か
つ
、同
法
に
規
定
す
る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、

挙
手
等
の
方
法
に
よ
る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

経
理
担
当
事
務
員

山
田
花
子

職
名

氏
名
代
表
取
締
役

田
中
太
郎

○
○
○
○

3
12

年
月

日
○
○
○
○

○
　
○

3
12

投
票
に
よ
る
選
挙

□
（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

□
（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

労
働
基
準
監
督
署
長
殿

事
由
は
一
時
的
ま
た
は
突
発
的
に
時
間
外
労
働
を
行
わ
せ
る
必
要
の
あ
る
も
の
に
限
り
、で
き
る

限
り
具
体
的
に
定
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
業
務
の
都
合
上
必
要
な
と
き
」「
業
務
上
や
む
を
得

な
い
と
き
」な
ど
恒
常
的
な
長
時
間
労
働
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

限
度
時
間（
月
45
時
間
ま
た
は
42
時
間
）を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
場
合
の
、１
か
月
の
時
間
外

労
働
と
休
日
労
働
の
合
計
の
時
間
数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。月
10
0
時
間
未
満
に
限
り
ま
す
。

限
度
時
間（
月
45
時
間
ま
た
は
42
時
間
）を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
回
数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。災
害
時

に
お
け
る
復
旧
お
よ
び
復
興
の
事
業
に
従
事
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、年
６
回
以
内
に
限
り
ま
す
。

①
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
 

②
深
夜
業（
22
時
～
５
時
）

の
回
数
制
限
 ③
終
業
か
ら

始
業
ま
で
の
休
息
期
間
の

確
保（
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ

ル
） 
④
代
償
休
日
・
特
別
な

休
暇
の
付
与
 ⑤
健
康
診

断
 ⑥
連
続
休
暇
の
取
得
 

⑦
心
と
か
ら
だ
の
相
談
窓

口
の
設
置
 ⑧
配
置
転
換
 ⑨

産
業
医
等
に
よ
る
助
言
・
指

導
や
保
健
指
導
 ⑩
そ
の
他

災
害
時
に
お
け
る
復
旧
お
よ
び
復
興
の
事
業
に
従
事
す
る
場
合
、1
0
0
時
間
以
上
の
時
間
数

を
定
め
る
こ
と
も
可
能
で
す
。工
作
物
の
建
設
の
事
業
と
災
害
時
に
お
け
る
復
旧
お
よ
び
復
興

の
事
業
の
両
方
に
従
事
す
る
場
合
に
は
、工
作
物
の
建
設
の
事
業
に
従
事
す
る
時
間
も
含
め
た

時
間
数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。

労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
は
、3
6協
定
の
締
結
を
す
る

者
を
選
ぶ
こ
と
を
明
確
に
し
た
上
で
、投
票
・
挙
手
等
の
方
法
で
労
働
者
の
過
半
数
代
表

者
を
選
出
し
、選
出
方
法
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。使
用
者
に
よ
る
指
名
や
、使
用
者
の
意

向
に
基
づ
く
選
出
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
チ
ェ
ッ
ク
が
な
い
場
合
に

は
、有
効
な
協
定
届
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

限
度
時
間（
年
36
0
時
間
ま
た
は
32
0
時
間
）を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
１
年
の
時
間

外
労
働
時
間
数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。災
害
時
に
お
け
る
復
旧
お
よ
び
復
興
の
事
業

に
従
事
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、年
72
0
時
間
以
内
に
限
り
ま
す
。

管
理
監
督
者
は
労
働
者

代
表
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。

協
定
書
を
兼
ね
る
場
合
に
は
、

使
用
者
の
署
名
ま
た
は
記
名
・
押
印
な
ど
が
必
要
で
す
。

協
定
書
を
兼
ね
る
場
合
に
は
、労
働
者
代
表
の

署
名
ま
た
は
記
名
・
押
印
な
ど
が
必
要
で
す
。

36
協
定
届
の
記
載
例（
月
4
5時
間
超
の
時
間
外
・
休
日
労
働
が
見
込
ま
れ
、

災
害
時
の
復
旧
・
復
興
の
対
応
が
見
込
ま
れ
る
場
合
）

2枚
目
表
面

限
度
時
間
を
超
え
た
労
働
者
に
対
し
、次
の
い
ず
れ
か
の
健
康
福
祉
確
保
措
置
を
講
ず
る
こ
と

を
定
め
て
く
だ
さ
い
。該
当
す
る
番
号
を
記
入
し
、右
欄
に
具
体
的
内
容
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

08

突
発
的
な
仕
様
変
更
へ
の
対
応
、

納
期
の
ひ
っ
迫
へ
の
対
処

大
規
模
な
施
工
ト
ラ
ブ
ル
対
応

労
働
者
代
表
に
対
す
る
事
前
申
し
入
れ

①
、③
、⑩

対
象
労
働
者
へ
の
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
の
実
施
、対
象
労
働
者
に
11
時
間
の
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
設
定
、職
場
で
の
時
短
対
策
会
議
の
開
催

維
持
管
理
契
約
に
基
づ
く

災
害
復
旧
の
対
応

自
治
体
か
ら
の
要
請
に
基
づ
く

復
旧
工
事
の
対
応

現
場
作
業

施
工
管
理

現
場
作
業

施
工
管
理

15
人

10
人

８
人

５
人

６
時
間

６
時
間

７
時
間

７
時
間

６
時
間

６
時
間

７
時
間

７
時
間

４
回

３
回

４
回

３
回

80
時
間

60
時
間

12
0時
間

11
0時
間

80
時
間

60
時
間

12
0時
間

11
0時
間

35
%

35
%

35
%

35
%

35
%

35
%

35
%

35
%

○
○
○
○
年
４
月
１
日

55
0時
間

50
0時
間

70
0時
間

70
0時
間

55
0時
間

50
0時
間

70
0時
間

70
0時
間

様
式
第
９
号
の
３
の
３（
第
70
条
関
係
）

臨
時
的
に
限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

①
工
作
物
の
建
設
の
事
業

に
従
事
す
る
場
合

限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
手
続

限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
労
働
者
に
対
す
る
健
康
及
び

福
祉
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

（
該
当
す
る
番
号
）

（
具
体
的
内
容
）

上
記
で
定
め
る
時
間
数
に
か
か
わ
ら
ず
、時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
を
合
算
し
た
時
間
数
は
、１
箇
月
に
つ
い
て
10
0時
間
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、か
つ
２
箇
月
か
ら
６
箇
月
ま
で
を
平
均
し
て
80
時
間
を
超
過
し
な
い
こ
と

（
災
害
時
に
お
け
る
復
旧
及
び
復
興
の
事
業
に
従
事
す
る
場
合
は
除
く
。）
。

②
災
害
時
に
お
け
る

復
旧
及
び
復
興
の
事
業

に
従
事
す
る
場
合

業
務
の
種
類

に
関
す
る
協
定
届
（
特
別
条
項
）

時
間
外
労
働

休
日
労
働

 

労
働
者
数

1日
（
任
意
）

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

（
任
意
）

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

及
び
休
日
労
働
の
時
間
数

限
度
時
間
を
超
え

て
労
働
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
回
数
法
定
労
働
時
間
を
超

え
る
時
間
数
と
休
日

労
働
の
時
間
数
を
合

算
し
た
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を
超

え
る
時
間
数
と
休
日

労
働
の
時
間
数
を
合

算
し
た
時
間
数

（
任
意
）

限
度
時
間
を
超

え
た
労
働
に
係

る
割
増
賃
金
率

（
６
回
以
内
に
限
る
。）

（
併
せ
て
、①
の
事
業
に
も
従
事
す
る

場
合
、①
の
事
業
に
従
事
す
る
時
間
も

含
め
て
記
入
す
る
こ
と
。）

1箇
月

1年

起
算
日

(年
月
日
)

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
数

法
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

所
定
労
働
時
間
を

超
え
る
時
間
数

（
任
意
）

限
度
時
間
を
超

え
た
労
働
に
係

る
割
増
賃
金
率

（
時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
を
合
算
し
た
時
間
数
。

①
に
つ
い
て
は
10
0時
間
未
満
に
限
る
。）

（
時
間
外
労
働
の
み
の
時
間
数
。

   
72
0時
間
以
内
に
限
る
。）

満
18
歳

以
上
の
者

（
）

□
（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）

協
定
の
成
立
年
月
日

年
月

日

使
用
者

職
名

氏
名

協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合（
事
業
場
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
）の
名
称
又
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の

協
定
の
当
事
者（
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
場
合
）の
選
出
方
法（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
組
合
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
で
あ
る
又
は
上
記
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
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る
者
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る
こ
と
。
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２
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又
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法
に
規
定
す
る
協
定
等
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す
る
者
を
選
出
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る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、

挙
手
等
の
方
法
に
よ
る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

経
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当
事
務
員

山
田
花
子

職
名

氏
名
代
表
取
締
役

田
中
太
郎

○
○
○
○
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12

年
月

日
○
○
○
○

○
　
○
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投
票
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挙

□
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ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
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ェ
ッ
ク
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□
（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
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ェ
ッ
ク
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労
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準
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署
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一
時
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た
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時
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労
働
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の
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り
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限
り
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的
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め
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れ
ば
な
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せ
ん
。「
業
務
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合
上
必
要
な
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き
」「
業
務
上
や
む
を
得

な
い
と
き
」な
ど
恒
常
的
な
長
時
間
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働
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

限
度
時
間（
月
45
時
間
ま
た
は
42
時
間
）を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
場
合
の
、１
か
月
の
時
間
外

労
働
と
休
日
労
働
の
合
計
の
時
間
数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。月
10
0
時
間
未
満
に
限
り
ま
す
。

限
度
時
間（
月
45
時
間
ま
た
は
42
時
間
）を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
回
数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。災
害
時

に
お
け
る
復
旧
お
よ
び
復
興
の
事
業
に
従
事
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、年
６
回
以
内
に
限
り
ま
す
。

①
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
 

②
深
夜
業（
22
時
～
５
時
）

の
回
数
制
限
 ③
終
業
か
ら

始
業
ま
で
の
休
息
期
間
の

確
保（
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ

ル
） 
④
代
償
休
日
・
特
別
な

休
暇
の
付
与
 ⑤
健
康
診

断
 ⑥
連
続
休
暇
の
取
得
 

⑦
心
と
か
ら
だ
の
相
談
窓

口
の
設
置
 ⑧
配
置
転
換
 ⑨

産
業
医
等
に
よ
る
助
言
・
指

導
や
保
健
指
導
 ⑩
そ
の
他

災
害
時
に
お
け
る
復
旧
お
よ
び
復
興
の
事
業
に
従
事
す
る
場
合
、1
0
0
時
間
以
上
の
時
間
数

を
定
め
る
こ
と
も
可
能
で
す
。工
作
物
の
建
設
の
事
業
と
災
害
時
に
お
け
る
復
旧
お
よ
び
復
興

の
事
業
の
両
方
に
従
事
す
る
場
合
に
は
、工
作
物
の
建
設
の
事
業
に
従
事
す
る
時
間
も
含
め
た

時
間
数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。

労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
は
、3
6協
定
の
締
結
を
す
る

者
を
選
ぶ
こ
と
を
明
確
に
し
た
上
で
、投
票
・
挙
手
等
の
方
法
で
労
働
者
の
過
半
数
代
表

者
を
選
出
し
、選
出
方
法
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。使
用
者
に
よ
る
指
名
や
、使
用
者
の
意

向
に
基
づ
く
選
出
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
チ
ェ
ッ
ク
が
な
い
場
合
に

は
、有
効
な
協
定
届
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

限
度
時
間（
年
36
0
時
間
ま
た
は
32
0
時
間
）を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
１
年
の
時
間

外
労
働
時
間
数
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。災
害
時
に
お
け
る
復
旧
お
よ
び
復
興
の
事
業

に
従
事
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、年
72
0
時
間
以
内
に
限
り
ま
す
。

管
理
監
督
者
は
労
働
者

代
表
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。

協
定
書
を
兼
ね
る
場
合
に
は
、

使
用
者
の
署
名
ま
た
は
記
名
・
押
印
な
ど
が
必
要
で
す
。

協
定
書
を
兼
ね
る
場
合
に
は
、労
働
者
代
表
の

署
名
ま
た
は
記
名
・
押
印
な
ど
が
必
要
で
す
。

36
協
定
届
の
記
載
例（
月
4
5時
間
超
の
時
間
外
・
休
日
労
働
が
見
込
ま
れ
、

災
害
時
の
復
旧
・
復
興
の
対
応
が
見
込
ま
れ
る
場
合
）

2枚
目
表
面

限
度
時
間
を
超
え
た
労
働
者
に
対
し
、次
の
い
ず
れ
か
の
健
康
福
祉
確
保
措
置
を
講
ず
る
こ
と

を
定
め
て
く
だ
さ
い
。該
当
す
る
番
号
を
記
入
し
、右
欄
に
具
体
的
内
容
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

様
式
9号
の
3の
3（
第
70
条
関
係
）
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今回の法改正では、
36協定で定める延長時間の上限だけでなく、
休日労働も含んだ１か月当たり及び2～6か月の
平均時間数にも上限が設けられました。

このため、企業においては、これまでとは異なる方法での
労働時間管理が必要となります。

上限規制に適合した36協定を締結・届出を行った場合、次の段階として、
36協定に定めた内容を遵守するよう、日々の労働時間を管理する必要があります。

ここでは、労働時間の管理において必要なポイントを整理します。

Check Point

「1日」「1か月」「1年」のそれぞれの時間外労働が、
36協定で定めた時間を超えないこと。1

休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないこと。

月の時間外労働と休日労働の合計が、毎月100時間以上にならないこと。

特別条項の回数（＝時間外労働が限度時間を超える回数）が、
36協定で定めた回数を超えないこと。

月の時間外労働と休日労働の合計について、
どの2～6か月の平均をとっても、1月当たり80時間を超えないこと。

36協定で定めた「1日」の時間外労働の限度を超えないよう日々注意してください。

また、日々および月々の時間外労働の累計時間を把握し、 
36協定で定めた「1か月」「1年」の時間外労働の限度を超えないよう注意してください。

月の時間外労働が限度時間を超えた回数（＝特別条項の回数）の年度の
累計回数を把握し、36協定で定めた回数を超えないよう注意してください。

3

2

5

4

例えば、時間外労働と休日労働を合計して80時間を超える月が
全くないような事業場であれば、1～3のポイントだけ守ればよいことになります。!

上限規制への対応
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労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間のことをいいます。

使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。

労働者が必ずしも現実に活動させていなくとも、

使用者の指揮命令下にある時間であれば労働時間に当たります。

労働時間か否かは個別判断になりますが、

労働時間の考え方そのものは、業種によって異なるものではありません。

「労働時間になるか」が問題になりやすいケース

使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、
労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間（いわゆる「手待時間」）は、
労働時間に当たります。

いわゆる「手待時間」

直行直帰や、移動時間については、移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、
移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されているような場合には、労働時間に当たりません。

移動時間

使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為
（着用を義務付けられた所定の服装への着替え等）や業務終了後の業務に関連した後始末（清掃等）を
事業場内において行う時間は、労働時間に当たります。

（労働時間となる例）
①作業開始前の朝礼の時間、②作業開始前の準備体操の時間、③現場作業終了後の掃除時間

着替え、作業準備等の時間

労働基準法の「労働時間」の考え方

労働時間の考え方

参加することが業務上義務付けられている研修や教育訓練を受講する時間は、労働時間に当たります。

安全教育などの時間

（労働時間となる例）
①新規入場者教育の時間、②ＫＹミーティングの時間
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建設事業の について

時間外労働の上限規制における時間外労働と休日労働とは別のものなのでしょうか。Q

A

労働基準法においては、時間外労働と休日労働は別のものとして取り扱います。

時間外労働とは、法定労働時間（１週40時間・１日８時間）を超えて労働した時間をいい、休日労働とは、法定休日

（１週１日又は４週４日）に労働した時間をいいます。

法第36条第３項及び第４項に規定する36協定の限度時間（月45時間・年360時間）はあくまで時間外労働の限度時間

であり、休日労働の時間は含まれません。

一方で、法第36条第６項第２号及び第３号に規定する１か月の上限（月100時間未満）及び２～６か月の上限（複数月

平均80時間以内）については、時間外労働と休日労働を合計した実際の労働時間に対する上限です。

Question2

労働基準法（以下「法」という。）第139条により、
時間外労働の上限規制の適用が猶予されている
工作物の建設等の事業の範囲はどのようなものですか。

Q

A

法第139条により時間外労働の上限規制の適用が猶予されている工作物の建設等の事業の範囲は、労働基準法施行
規則（以下「則」という。）第69条第１項各号に掲げる事業をいいます。具体的には、以下の事業をいいます。

    土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

    事業場の所属する企業の主たる事業が上記①に掲げる事業である事業場における事業

    工作物の建設の事業に関連する警備の事業（当該事業において労働者に交通誘導の業務を行わせる場合に限る。）

Question1

1
2
3

どのような場合に、法律に違反してしまうのでしょうか。Q

A

時間外労働を行わせるためには、36協定の締結・届出が必要です。
したがって、36協定を締結せずに、あるいは、締結しても届出せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を
超えて時間外労働をさせた場合には、法第33条に該当する場合を除き、法第32条違反となります（６か月以下の懲役
又は30万円以下の罰金）。
また、36協定で定めた時間数にかかわらず、

　 時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間以上となった場合

　 時間外労働と休日労働の合計時間について、２～６か月の平均のいずれかが80時間を超えた場合

には、法第36条第６項違反となります（６か月以下の懲役又は30万円以下の罰金）。
なお、「災害時における復旧及び復興の事業」においては、上記の上限は適用されません。

Question3

同一企業内のＡ事業場からＢ事業場へ転勤した労働者について、①36協定により延長できる時
間の限度時間（原則として月45時間・年360時間。法第36条第４項）、②36協定に特別条項を設
ける場合の１年についての延長時間の上限（720時間。法第36条第５項）、③時間外労働と休日
労働の合計で、単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件（法第36条第６項第２号及び
第３号）は、両事業場における当該労働者の時間外労働時間数を通算して適用しますか。

Q

Question4

11

建設事業の について

時間外労働の上限規制における時間外労働と休日労働とは別のものなのでしょうか。Q

A

労働基準法においては、時間外労働と休日労働は別のものとして取り扱います。

時間外労働とは、法定労働時間（１週40時間・１日８時間）を超えて労働した時間をいい、休日労働とは、法定休日

（１週１日又は４週４日）に労働した時間をいいます。

法第36条第３項及び第４項に規定する36協定の限度時間（月45時間・年360時間）はあくまで時間外労働の限度時間

であり、休日労働の時間は含まれません。

一方で、法第36条第６項第２号及び第３号に規定する１か月の上限（月100時間未満）及び２～６か月の上限（複数月

平均80時間以内）については、時間外労働と休日労働を合計した実際の労働時間に対する上限です。

Question2

労働基準法（以下「法」という。）第139条により、
時間外労働の上限規制の適用が猶予されている
工作物の建設等の事業の範囲はどのようなものですか。

Q

A

法第139条により時間外労働の上限規制の適用が猶予されている工作物の建設等の事業の範囲は、労働基準法施行
規則（以下「則」という。）第69条第１項各号に掲げる事業をいいます。具体的には、以下の事業をいいます。

    土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

    事業場の所属する企業の主たる事業が上記①に掲げる事業である事業場における事業

    工作物の建設の事業に関連する警備の事業（当該事業において労働者に交通誘導の業務を行わせる場合に限る。）

Question1

1
2
3

どのような場合に、法律に違反してしまうのでしょうか。Q

A

時間外労働を行わせるためには、36協定の締結・届出が必要です。
したがって、36協定を締結せずに、あるいは、締結しても届出せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を
超えて時間外労働をさせた場合には、法第33条に該当する場合を除き、法第32条違反となります（６か月以下の懲役
又は30万円以下の罰金）。
また、36協定で定めた時間数にかかわらず、

　 時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間以上となった場合

　 時間外労働と休日労働の合計時間について、２～６か月の平均のいずれかが80時間を超えた場合

には、法第36条第６項違反となります（６か月以下の懲役又は30万円以下の罰金）。
なお、「災害時における復旧及び復興の事業」においては、上記の上限は適用されません。

Question3

同一企業内のＡ事業場からＢ事業場へ転勤した労働者について、①36協定により延長できる時
間の限度時間（原則として月45時間・年360時間。法第36条第４項）、②36協定に特別条項を設
ける場合の１年についての延長時間の上限（720時間。法第36条第５項）、③時間外労働と休日
労働の合計で、単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件（法第36条第６項第２号及び
第３号）は、両事業場における当該労働者の時間外労働時間数を通算して適用しますか。

Q

Question4
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A

時間外労働の上限について、質問の①及び②については、各事業場における36協定の内容を規制するものであり、

労働者個人の労働時間を規制するものではありません。

これに対して、質問の③については、労働者個人の実労働時間を規制するものであり、特定の労働者が転勤した場合は

法第38条第１項の規定により通算して適用されます。

なお、同一事業場内で配置換えのあった労働者については、①②③について、通算して適用されます。

A
時間外労働と休日労働の合計で、複数月平均80時間以内とする要件（法第36条第６項第３号）については、複数の

36協定の対象期間をまたぐ場合にも適用されます。

ただし、上限規制の適用前の期間や経過措置の期間の労働時間は算定対象となりません。

時間外労働と休日労働の合計で、複数月平均80時間以内とする要件
（法第36条第６項第３号）は、複数の36協定の対象期間をまたぐ場合にも適用されますか。
また、上限規制の適用前の期間や経過措置の期間も含めて満たす必要がありますか。

Q

Question5

A
工作物の建設等の事業を行う事業場の事業に、災害時における復旧及び復興の事業が含まれている場合には、当該

事業場の36協定は、則様式第９号の３の２（特別条項を設ける場合は、則様式第９号の３の３）で作成する必要があります。

また、工作物の建設等の事業を行う事業場の事業に、災害時における復旧及び復興の事業が含まれていない場合には、

当該事業場の36協定は、則様式第９号（特別条項を設ける場合は、則様式第９号の２）で作成する必要があります。

工作物の建設等の事業を行う事業場の事業に、災害時における復旧及び復興の事業が
含まれている場合には、当該事業場の36協定については、則様式第９号の３の２
（特別条項を設ける場合は、則様式第９号の３の３）で作成する必要がありますか。

Q

Question6

A

法第139条第１項の「災害時における復旧及び復興の事業」には、発生が予見困難である地震等の全ての災害時に

おける復旧及び復興の事業が含まれます。当該事業に従事する時間も見込んだ上で、36協定を締結することが可能

であり、対象の事業については、法第36条第６項第２号及び第３号（労働者の時間外・休日労働について、単月

100時間未満、複数月平均80時間以内とする規制）が適用されません。

他方、法第33条第１項の「災害その他避けることのできない事由によって、臨時的に必要がある場合」について

は、業務運営上通常予見し得ない災害等が発生した場合が対象です。法第33条第１項が適用される労働時間に

ついては、法第36条及び第139条による規制がかからず、時間外労働の上限規制のカウントからは除外されます

（なお、労働時間管理と割増賃金の支払いは必要です）。

基本的には、災害時の復旧及び復興の事業を行う可能性のある事業場については、法第139条第１項に基づく36協定を

締結して、届出を行っていただく必要がありますが、既に締結していた36協定で協定された延長時間を超えて労働

させる臨時の必要がある場合や36協定を締結していなかった場合などにおいては、法第33条第１項の許可申請等を

行っていただくことになります。

法第139条第１項の「災害時における復旧及び復興の事業」と
法第33条第１項の「災害その他避けることのできない事由によって、
臨時の必要がある場合」との関係はどのようなものですか。

Q

Question7

12

A

時間外労働の上限について、質問の①及び②については、各事業場における36協定の内容を規制するものであり、

労働者個人の労働時間を規制するものではありません。

これに対して、質問の③については、労働者個人の実労働時間を規制するものであり、特定の労働者が転勤した場合は

法第38条第１項の規定により通算して適用されます。

なお、同一事業場内で配置換えのあった労働者については、①②③について、通算して適用されます。

A
時間外労働と休日労働の合計で、複数月平均80時間以内とする要件（法第36条第６項第３号）については、複数の

36協定の対象期間をまたぐ場合にも適用されます。

ただし、上限規制の適用前の期間や経過措置の期間の労働時間は算定対象となりません。

時間外労働と休日労働の合計で、複数月平均80時間以内とする要件
（法第36条第６項第３号）は、複数の36協定の対象期間をまたぐ場合にも適用されますか。
また、上限規制の適用前の期間や経過措置の期間も含めて満たす必要がありますか。

Q

Question5

A
工作物の建設等の事業を行う事業場の事業に、災害時における復旧及び復興の事業が含まれている場合には、当該

事業場の36協定は、則様式第９号の３の２（特別条項を設ける場合は、則様式第９号の３の３）で作成する必要があります。

また、工作物の建設等の事業を行う事業場の事業に、災害時における復旧及び復興の事業が含まれていない場合には、

当該事業場の36協定は、則様式第９号（特別条項を設ける場合は、則様式第９号の２）で作成する必要があります。

工作物の建設等の事業を行う事業場の事業に、災害時における復旧及び復興の事業が
含まれている場合には、当該事業場の36協定については、則様式第９号の３の２
（特別条項を設ける場合は、則様式第９号の３の３）で作成する必要がありますか。

Q

Question6

A

法第139条第１項の「災害時における復旧及び復興の事業」には、発生が予見困難である地震等の全ての災害時に

おける復旧及び復興の事業が含まれます。当該事業に従事する時間も見込んだ上で、36協定を締結することが可能

であり、対象の事業については、法第36条第６項第２号及び第３号（労働者の時間外・休日労働について、単月

100時間未満、複数月平均80時間以内とする規制）が適用されません。

他方、法第33条第１項の「災害その他避けることのできない事由によって、臨時的に必要がある場合」について

は、業務運営上通常予見し得ない災害等が発生した場合が対象です。法第33条第１項が適用される労働時間に

ついては、法第36条及び第139条による規制がかからず、時間外労働の上限規制のカウントからは除外されます

（なお、労働時間管理と割増賃金の支払いは必要です）。

基本的には、災害時の復旧及び復興の事業を行う可能性のある事業場については、法第139条第１項に基づく36協定を

締結して、届出を行っていただく必要がありますが、既に締結していた36協定で協定された延長時間を超えて労働

させる臨時の必要がある場合や36協定を締結していなかった場合などにおいては、法第33条第１項の許可申請等を

行っていただくことになります。

法第139条第１項の「災害時における復旧及び復興の事業」と
法第33条第１項の「災害その他避けることのできない事由によって、
臨時の必要がある場合」との関係はどのようなものですか。

Q

Question7
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法第139条第１項の「災害時における復旧及び復興の事業」の範囲はどのようなものですか。Q

A

法第139条第１項の「災害時における復旧及び復興の事業」とは、災害により被害を受けた工作物の復旧及び復興を

目的として発注を受けた建設の事業をいい、工事の名称等にかかわらず、特定の災害による被害を受けた道路や

鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路の建設などの復旧及び復興の事業が対象となります。

例えば、

　公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）の適用を受ける災害復旧事業（関連事業等を含む。）

　国や地方自治体と締結した災害協定（事業者団体が締結当事者である等、 建設事業者が災害協定の締結当事者に
なっていない場合も含む。以下同じ。）に基づく災害の復旧の事業

　維持管理契約内で発注者（民間発注者も含む。以下同じ。）の指示により対応する災害の復旧の事業

のほか

　複数年にわたって行う復興の事業等

等についても対象となります。

Question8

A

「災害時における復旧及び復興の事業」のみに従事した月については、時間外労働と休日労働の合計で、単月100時間

未満とする要件（法第36条第６項第２号）と複数月平均80時間以内とする要件（法第36条第6項第3号）は、適用され

ません。したがって、当該月については、複数月平均80時間以内とする要件（法第36条第6項第3号）の算定期間の

6か月から除外されます。

なお、「災害時における復旧及び復興の事業」であっても、時間外労働が月45時間を超える月は6回まで、時間外労働は

年720時間以内とする要件は適用されます。

そのため、法第139条第1項が適用される労働時間については、通常の労働時間と分けられるよう管理する必要があります。

「災害時における復旧及び復興の事業」のみに従事した月について、
時間外労働と休日労働の合計で、単月100時間未満とする要件（法第36条第６項第２号）、
複数月平均80時間以内とする要件（法第36条第６項第３号）は、どのように適用されますか。

Q

Question9

A

時間外労働と休日労働の合計で、単月100時間未満とする要件（法第36条第６項第２号）及び複数月平均80時間以内

とする要件（法第36条第６項第３号）については、②「災害時における復旧及び復興の事業」に該当する工事に従事した

時間については適用されず、①一般の工事に従事した時間のみに適用されます。

なお、時間外労働が月45時間を超える月は６回まで、時間外労働は年720時間以内とする要件は、①及び②の両方の

時間について適用されます。

ある月に①一般の工事と②「災害時における復旧及び復興の事業」に該当する工事の
両方に従事した場合について、時間外労働と休日労働の合計で、
単月100時間未満とする要件（法第36条第６項第２号）、
複数月平均80時間以内の要件（法第36条第６項第３号）は、どのように適用されますか。

Q

Question10

そのほか、建設の事業に対する時間外労働の
上限規制の適用に関するQ＆Aは、こちらをご覧ください

13

法第139条第１項の「災害時における復旧及び復興の事業」の範囲はどのようなものですか。Q

A

法第139条第１項の「災害時における復旧及び復興の事業」とは、災害により被害を受けた工作物の復旧及び復興を

目的として発注を受けた建設の事業をいい、工事の名称等にかかわらず、特定の災害による被害を受けた道路や

鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路の建設などの復旧及び復興の事業が対象となります。

例えば、

　公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）の適用を受ける災害復旧事業（関連事業等を含む。）

　国や地方自治体と締結した災害協定（事業者団体が締結当事者である等、 建設事業者が災害協定の締結当事者に
なっていない場合も含む。以下同じ。）に基づく災害の復旧の事業

　維持管理契約内で発注者（民間発注者も含む。以下同じ。）の指示により対応する災害の復旧の事業

のほか

　複数年にわたって行う復興の事業等

等についても対象となります。

Question8

A

「災害時における復旧及び復興の事業」のみに従事した月については、時間外労働と休日労働の合計で、単月100時間

未満とする要件（法第36条第６項第２号）と複数月平均80時間以内とする要件（法第36条第6項第3号）は、適用され

ません。したがって、当該月については、複数月平均80時間以内とする要件（法第36条第6項第3号）の算定期間の

6か月から除外されます。

なお、「災害時における復旧及び復興の事業」であっても、時間外労働が月45時間を超える月は6回まで、時間外労働は

年720時間以内とする要件は適用されます。

そのため、法第139条第1項が適用される労働時間については、通常の労働時間と分けられるよう管理する必要があります。

「災害時における復旧及び復興の事業」のみに従事した月について、
時間外労働と休日労働の合計で、単月100時間未満とする要件（法第36条第６項第２号）、
複数月平均80時間以内とする要件（法第36条第６項第３号）は、どのように適用されますか。

Q

Question9

A

時間外労働と休日労働の合計で、単月100時間未満とする要件（法第36条第６項第２号）及び複数月平均80時間以内

とする要件（法第36条第６項第３号）については、②「災害時における復旧及び復興の事業」に該当する工事に従事した

時間については適用されず、①一般の工事に従事した時間のみに適用されます。

なお、時間外労働が月45時間を超える月は６回まで、時間外労働は年720時間以内とする要件は、①及び②の両方の

時間について適用されます。

ある月に①一般の工事と②「災害時における復旧及び復興の事業」に該当する工事の
両方に従事した場合について、時間外労働と休日労働の合計で、
単月100時間未満とする要件（法第36条第６項第２号）、
複数月平均80時間以内の要件（法第36条第６項第３号）は、どのように適用されますか。

Q

Question10

そのほか、建設の事業に対する時間外労働の
上限規制の適用に関するQ＆Aは、こちらをご覧ください

13 74



適正な工期の確保に向けた受発注者の責務

建設工事に従事する者が長時間労働や週休2日の確保が難しいような工事を行うことを前提とする、
著しく短い工期となることのないよう、受発注者間及び元請・下請間で適正な工期で請負契約を締結すること

適正工期を実現し、建設工事従事者の休日取得状況を改善するためには、
建設業者における長時間労働是正や生産性向上に向けた取組が必要不可欠。

建設業者における取組事例紹介

4週8休工程調整会議の開催

元請・下請間で毎月4週8休工程調整会議を開催し前月の振り返りと来月の工程調整を行っ
ている。工程上のクリティカルパスを明確化し、土日祝日を外して工程調整を行っている。これに
より工程調整が入念になり、工程誤差が減ることで、4週8休を確保できている。

建設ディレクターの活用
建設ディレクターという新たな職域を利用して、長時間労働になりやすい現場監督の書類作成業務の約半分を新規採用の
建設ディレクターに担当させ、長時間労働の是正に取り組んでいる。建設ディレクターは、写真整理、数量計算書、出来形管理、
品質管理及び産廃書類等の書類関係全般を担当している。現場監督が本来の重要な業務に時間を使えるようになることで、
契約、変更及び完成時の業務がスムーズに行えるようにした。

公共工事・民間工事を問わず、契約当事者がそれぞれの責務を果たすことが重要。

適正な工期の確保

※著しく短い工期の禁止（建設業法第19条の5、第19条の6）
　注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
　建設業者と請負契約を締結した発注者がこの規定に違反した場合、国土交通大臣等は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができ、
　従わないときは、その旨を公表することができる。

「建設業における働き方改革推進のための事例集,令和５年５月, 国土交通省不動産・建設経済局建設業課」より抜粋
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00050.html

受注者の責務

発注者の責務

建設業への時間外労働の上限規制の適用に向けた環境整備に対し協力すること

各工程に遅れを生じさせるような事象等について受注者から報告を受けた場合、
受発注者間で協議して必要に応じて契約変更を行うこと

14

適正な工期の確保に向けた受発注者の責務

建設工事に従事する者が長時間労働や週休2日の確保が難しいような工事を行うことを前提とする、
著しく短い工期となることのないよう、受発注者間及び元請・下請間で適正な工期で請負契約を締結すること

適正工期を実現し、建設工事従事者の休日取得状況を改善するためには、
建設業者における長時間労働是正や生産性向上に向けた取組が必要不可欠。

建設業者における取組事例紹介

4週8休工程調整会議の開催

元請・下請間で毎月4週8休工程調整会議を開催し前月の振り返りと来月の工程調整を行っ
ている。工程上のクリティカルパスを明確化し、土日祝日を外して工程調整を行っている。これに
より工程調整が入念になり、工程誤差が減ることで、4週8休を確保できている。

建設ディレクターの活用
建設ディレクターという新たな職域を利用して、長時間労働になりやすい現場監督の書類作成業務の約半分を新規採用の
建設ディレクターに担当させ、長時間労働の是正に取り組んでいる。建設ディレクターは、写真整理、数量計算書、出来形管理、
品質管理及び産廃書類等の書類関係全般を担当している。現場監督が本来の重要な業務に時間を使えるようになることで、
契約、変更及び完成時の業務がスムーズに行えるようにした。

公共工事・民間工事を問わず、契約当事者がそれぞれの責務を果たすことが重要。

適正な工期の確保

※著しく短い工期の禁止（建設業法第19条の5、第19条の6）
　注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
　建設業者と請負契約を締結した発注者がこの規定に違反した場合、国土交通大臣等は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができ、
　従わないときは、その旨を公表することができる。

「建設業における働き方改革推進のための事例集,令和５年５月, 国土交通省不動産・建設経済局建設業課」より抜粋
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00050.html

受注者の責務

発注者の責務

建設業への時間外労働の上限規制の適用に向けた環境整備に対し協力すること

各工程に遅れを生じさせるような事象等について受注者から報告を受けた場合、
受発注者間で協議して必要に応じて契約変更を行うこと
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取組事例はこちら

働き方改革
特設サイト

中小企業・小規模事業者等が、
自社内の働き方改革に取り組むにあたり、
先進的な取組を行っている中小企業・小規模事業者等の好事例を
ご紹介していますので、貴社の働き方改革を進める際にご活用ください。
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/casestudy/

業務改善助成金
事業場内の最低賃金を引き上げるとともに生産性向上に資する
設備・機器の導入等を行った中小企業・小規模事業者を支援します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

建設業で活用可能な主な助成金はこちら

人材確保等
支援助成金

人材の確保・定着を目的として、魅力ある職場づくりのために
労働環境の向上等を図る企業を支援します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07843.html

働き方改革推進
支援助成金

時間外労働の上限規制に円滑に対応するため、生産性を高めながら
労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者を支援します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html

人材開発
支援助成金

雇用する労働者を対象に、職務に関連した専門的な知識や技能を
習得させるための訓練等を計画に沿って実施する事業主を支援します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

法令・労務管理に関する相談はこちら

労働基準監督署 時間外労働の上限規制についてご相談に応じます。
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

働き方改革
推進支援センター

長時間労働の是正、人手不足の解消に向けた
人材の確保・定着、助成金の活用についてのご相談に応じます。
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/

INFORMATION

取組事例はこちら
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特設サイト

中小企業・小規模事業者等が、
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人材確保等
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人材の確保・定着を目的として、魅力ある職場づくりのために
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働き方改革推進
支援助成金

時間外労働の上限規制に円滑に対応するため、生産性を高めながら
労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者を支援します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html

人材開発
支援助成金

雇用する労働者を対象に、職務に関連した専門的な知識や技能を
習得させるための訓練等を計画に沿って実施する事業主を支援します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

法令・労務管理に関する相談はこちら

労働基準監督署 時間外労働の上限規制についてご相談に応じます。
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人材の確保・定着、助成金の活用についてのご相談に応じます。
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4

令和６年４月から労働条件明示のルールが改正されます【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

5
最低賃金特設サイト

https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

浦河労働基準監督署からのお知らせ

今後の取組で活用いただきたい情報が掲載された厚生労働省等のＨＰや資料のデータを以下のとおり紹介します。

１　労働基準関係【その１】

資料名・関連サイト名、ＵＲＬ、２次元コード

1

建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制 特設サイト はたらきかたススメ

https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/

2
労働基準法等関係主要様式【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

3
労働基準法の基礎知識

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/150312-1.pdf

6
賃金引き上げ特設ページ

https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/

7
１年単位の変形労働時間制

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001074553.pdf

8

災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等について～労働基準法第33条～

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001074557.pdf

9

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf

10

労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf
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10

スタートアップ労働条件

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/

8
働き方改革推進支援助成金【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html#HID2_mid0

9
業務改善助成金【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

6
適切な労務管理のポイント

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001244682.pdf

7
モデル就業規則について【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

4
年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

5
年５日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001138970.pdf

2
割増賃金の基礎となる賃金とは？

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001159457.pdf

3

2023年４月１日から月６０時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

浦河労働基準監督署からのお知らせ

今後の取組で活用いただきたい情報が掲載された厚生労働省等のＨＰや資料のデータを以下のとおり紹介します。

１　労働基準関係【その２】

資料名・関連サイト名、ＵＲＬ、２次元コード

1
時間外労働の上限規制　わかりやすい解説

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001138968.pdf
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8
農業・畜産業の労働災害防止について【北海道労働局HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-kankei/saigai/nougyouchikusangyousaigaiboushi.html

9
第三次産業の労働災害防止について【北海道労働局HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-kankei/saigai/daisanji.html

10

冬季の労働災害防止について【北海道労働局HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-kankei/saigai/toukisaigaiboushi.html

6
高年齢労働者の安全衛生対策について【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html

7
外国人労働者の安全衛生対策について【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html

4
職場のあんぜんサイト

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/#

5
転倒災害の防止【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html

2
第14次労働災害防止計画の概要【厚生労働省パンフレット】

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001287207.pdf

3
従業員の幸せのためのSAFEコンソーシアム

https://safeconsortium.mhlw.go.jp/

浦河労働基準監督署からのお知らせ

今後の取組で活用いただきたい情報が掲載された厚生労働省等のＨＰや資料のデータを以下のとおり紹介します。

２　労働安全関係【全業種共通】

資料名・関連サイト名、ＵＲＬ、２次元コード

1
令和８年度 全国安全週間【中央労働災害防止協会HP】

https://www.jisha.or.jp/campaign/anzen/index.html
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8
個人事業者等の安全衛生対策について【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html

9
職場における受動喫煙防止対策について【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html

10

労働安全衛生法に基づく技能講習、実技教習、養成講習等について【北海道労働局HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-kankei/18ginou.html

6
電離放射線障害防止対策について【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzeneisei29/0000186714_00002.html

7

学ぼう！備えよう！職場の仲間を守ろう！職場における熱中症予防情報

https://neccyusho.mhlw.go.jp/

4
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

https://kokoro.mhlw.go.jp/

5
ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

2
職場の化学物質管理の道しるべ「ケミガイド」

https://chemiguide.mhlw.go.jp/

3
石綿総合情報ポータルサイト

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

浦河労働基準監督署からのお知らせ

今後の取組で活用いただきたい情報が掲載された厚生労働省等のＨＰや資料のデータを以下のとおり紹介します。

３　労働衛生関係【全業種共通】

資料名・関連サイト名、ＵＲＬ、２次元コード

1

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について 【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
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1
建設業における安全対策【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439.html

浦河労働基準監督署からのお知らせ

今後の取組で活用いただきたい情報が掲載された厚生労働省等のＨＰや資料のデータを以下のとおり紹介します。

４　安全衛生関係【建設業】

資料名・関連サイト名、ＵＲＬ、２次元コード

3

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル【環境省HP】

https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html

2
建設業の労働災害防止について【北海道労働局HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-kankei/saigai/kennsetsugyousaigaiboushi.html

5

技能講習修了証明書発行のご案内～何枚もある修了証（原本）を一つにしたい方～

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/gino/tetsuzuki04.html

4

令和8年度　高度安全機械等導入支援補助金事業【建設業労働災害防止協会HP】

https://www.kensaibou.or.jp/support/subsidy/index.html#anc08

7
COHSMS(コスモス)のご案内【建設業労働災害防止協会HP】

https://www.kensaibou.or.jp/safe_tech/cohsms/index.html

6
安全衛生表彰制度について【北海道労働局HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzeneiseihyoushou.html

8

労働災害防止のためのICT活用データベース【建設業労働災害防止協会HP】

https://www.kensaibou.or.jp/safe_tech/ict/index.html

9

ずい道等建設労働者健康情報管理システムのご案内【建設業労働災害防止協会HP】

https://www.kensaibou.or.jp/support/tunnel_system_info/index.html

10

自然災害に関する復旧・復興工事、防災・減災工事などの支援事業のご案内【建設業労働災害防止協会HP】

https://www.kensaibou.or.jp/safe_tech/shizensaigai/index.html
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8
リスクアセスメントを進めよう(林業編)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/rin.pdf

9
リスクアセスメントを進めよう(木材製造業編)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/moku.pdf

10

木材加工作業におけるリスクアセスメントのすすめ方

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/080301b.pdf

6
振動障害の予防のために

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000180362.pdf

7
騒音障害防止対策【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02_00004.html

4
自己点検表【林業・木材製造業労働災害防止協会HP】

https://www.rinsaibou.or.jp/safety/checklist.html

5

林材業におけるリスクアセスメント【林業・木材製造業労働災害防止協会HP】

https://www.rinsaibou.or.jp/safety/risk.html

2
林業の労働災害防止について【北海道労働局HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-kankei/saigai/ringyousaigaiboushi_00010.html

3
厚生労働省委託 伐木等作業安全対策推進事業

https://www.f-realize.co.jp/batsur06/

浦河労働基準監督署からのお知らせ

今後の取組で活用いただきたい情報が掲載された厚生労働省等のＨＰや資料のデータを以下のとおり紹介します。

５　安全衛生関係【林業・木材製造業】

資料名・関連サイト名、ＵＲＬ、２次元コード

1
伐木作業・林業における安全対策【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00003.html
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8
運輸業等における荷役災害のリスクアセスメントのすすめ方

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/unyu1.pdf

9
自動車整備業におけるリスクアセスメントマニュアル【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/100119-1.html

10

自動車整備業におけるリスクアセスメント～災害ゼロをめざして！！～

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/091001.pdf

6

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善基準告示）【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html

7

自動車運転者の「安全確保の徹底」にご協力をお願いします！（荷主向けリーフレット）

https://www.mhlw.go.jp/content/001035193.pdf

4

各種パンフレット・リーフレット【陸上貨物運送事業労働災害防止協会HP】

https://rikusai.or.jp/magazine/

5

陸上貨物運送事業における荷役災害等を防止するための留意事項～重大な災害事例に学ぶ災害防止ポイント～【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139559.html

2
交通労働災害を防止するために【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000102664.html

3
陸上貨物運送事業における腰痛の予防【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31269.html

浦河労働基準監督署からのお知らせ

今後の取組で活用いただきたい情報が掲載された厚生労働省等のＨＰや資料のデータを以下のとおり紹介します。

６　安全衛生関係【陸上貨物運送事業】

資料名・関連サイト名、ＵＲＬ、２次元コード

1
陸上貨物運送事業の災害防止について【北海道労働局HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-kankei/saigai/rikuungyousaigaiboushi.html
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10

外国人労働者向け労災保険給付パンフレット【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

8
職場のあんぜんサイト・動画教材

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/kyozaishiryo/jpn.html

9
外国人労働者の労働災害防止【東京労働局HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/_122213.html

6
外国人技能実習生のみなさんへ

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/foreigner/technical_intern/index.html

7
労働基準関係リーフレット【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html

4
For Foreign Workers in Japan【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/foreign/index.html

5

外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか？【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu.html

2
技能実習生に対するその行為は人身取引です

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/221222-1.pdf

3
外国人生活支援ポータルサイト【出入国在留管理庁HP】

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html

浦河労働基準監督署からのお知らせ

今後の取組で活用いただきたい情報が掲載された厚生労働省等のＨＰや資料のデータを以下のとおり紹介します。

７　外国人労働者関係

資料名・関連サイト名、ＵＲＬ、２次元コード

1
外国人の雇用【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html
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